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○ 招  集  告  示 

 

麻績村告示第５号 

 

 平成２５年第１回麻績村議会定例会を、次のとおり招集する。 

 

  平成２５年２月２５日 

 

麻績村長  高 野 忠 房 

 

 １ 日  時  平成２５年３月６日（水） 午後１時３０分 

 

 ２ 場  所  麻績村役場 議会議場 
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○応招・不応招議員 

 

応招議員（８名） 

    １番  塚 原 紀 男 君       ２番  髙 野 長 男 君 

    ３番  若 林 今朝路 君       ４番  坂 口 和 子 君 

    ５番  小 山 福 績 君       ６番  宮 下   聡 君 

    ７番  尾 岸 健 史 君       ８番  宮 下 光 晴 君 

 

不応招議員（なし） 
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平成２５年第１回麻績村議会定例会 （第１日） 

 

議 事 日 程（第１号） 

 

                     平成２５年３月６日（水）午後１時３０分開会 

      開会（開議）の宣告 

      議事日程の説明 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定について 

日程第 ３ 村長挨拶 

日程第 ４ 諸般の報告 

日程第 ５ 請願・陳情等の委員会付託について 

日程第 ６ 条例改正・その他議案等一括上程について 

      議案第 １号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す 

             る条例について 

      議案第 ２号 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一 

             部を改正する条例について 

      議案第 ３号 特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の一部を改正する 

             条例について 

      議案第 ４号 麻績村福祉医療費給付金条例の一部を改正する条例について 

      議案第 ５号 麻績村観光開発並びに別荘誘致に関する条例の一部を改正する条 

             例について 

      議案第 ６号 麻績村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部 

             を改正する条例について 

      議案第 ７号 麻績村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につい 

             て 

      議案第 ８号 麻績村公営住宅管理条例の一部を改正する条例について 

      議案第 ９号 麻績村下水道条例の一部を改正する条例について 

      議案第１０号 麻績村農業集落排水施設の設置等に関する条例の一部を改正する 

             条例について 
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      議案第１１号 麻績村村道の構造の技術的基準を定める条例の制定について 

      議案第１２号 麻績村準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の制 

             定について 

      議案第１３号 麻績村村道の道路標識の寸法を定める条例の制定について 

      議案第１４号 麻績村高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る道路の構 

             造に関する基準を定める条例の制定について 

      議案第１５号 麻績村指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予 

             防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例の制定につい 

             て 

      議案第１６号 麻績村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関 

             する基準を定める条例の制定について 

      議案第１７号 麻績村指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び 

             運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた 

             めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定につい 

             て 

      議案第１８号 麻績村水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条 

             例の制定について 

      議案第１９号 第６次麻績村振興計画について 

      議案第２０号 麻績村聖高原観光施設の指定管理者の指定について 

      議案第２１号 麻績村農産物加工施設の指定管理者の指定について 

      議案第２２号 安曇野松筑広域環境施設組合規約の変更について 

日程第 ７ 平成２５年度予算一括上程について 

      議案第２３号 平成２５年度麻績村一般会計予算 

      議案第２４号 平成２５年度麻績村国民健康保険特別会計予算 

      議案第２５号 平成２５年度麻績村聖高原別荘地地上権分譲事業特別会計予算 

      議案第２６号 平成２５年度麻績村住宅団地分譲事業特別会計予算 

      議案第２７号 平成２５年度麻績村下水道事業特別会計予算 

      議案第２８号 平成２５年度麻績村水道事業特別会計予算 

      議案第２９号 平成２５年度麻績村介護保険特別会計予算 

      議案第３０号 平成２５年度麻績村後期高齢者医療特別会計予算 
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      議案第３１号 平成２５年度麻績村観光事業特別会計予算 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

出席議員（８名） 

     １番  塚 原 紀 男 君      ２番  髙 野 長 男 君 

     ３番  若 林 今朝路 君      ４番  坂 口 和 子 君 

     ５番  小 山 福 績 君      ６番  宮 下   聡 君 

     ７番  尾 岸 健 史 君      ８番  宮 下 光 晴 君 

欠席議員（なし） 

 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（８名） 

村 長 高 野 忠 房 君 副 村 長 市 川 浩 史 君 

教 育 長 塚 原 勝 幸 君 村づくり推進 
課 長 宮 下 利 秀 君 

総 務 課 長 清 水   清 君 振 興 課 長 飯 森   力 君 

住 民 課 長 柳 原 俊 文 君 観 光 課 長 宮 下 和 樹 君 

 

事務局職員出席者 

議会事務局長 宮 下 勝 富 書 記 宮 川 美矢子 
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開会 午後 １時３０分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○議長（宮下光晴君） 皆さんこんにちは。 

  定刻となりました。 

  ただいまの出席議員、８名全員です。定足数に達していますので、平成25年第１回麻績村

議会定例会第１日目を開会いたします。 

  これより本日の会議を開きます。 

  なお、報道関係者より議会傍聴の申し出がありましたので、これを許可します。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議事日程の説明 

○議長（宮下光晴君） 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

  なお、今期定例会の会期中の日程につきましては、さきの議会運営委員会において審議予

定表のとおり決定しておりますので、報告いたします。 

  事務局長より、議案等の確認及び今期定例会の日程と本日の議事日程等について説明願い

ます。 

  事務局長。 

〔事務局長説明〕 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（宮下光晴君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本定例会の会議録署名議員は、麻績村議会会議規則第112条の規定により、１番、塚原紀

男議員、５番、小山福績議員を指名いたします。 

 

──────────────────────────────────────────── 
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◎会期の決定 

○議長（宮下光晴君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

  ２月６日開催の議会運営委員会において、本日３月６日から３月15日までの10日間と決

定しております。 

  お諮りいたします。 

  今期定例会の会期を本日から３月15日までの10日間と決定することにご異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） 異議なしと認めます。 

  よって、今期定例会の会期は本日から３月15日までの10日間と決定いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎村長挨拶 

○議長（宮下光晴君） 日程第３、村長挨拶。 

  高野村長。 

〔村長 高野忠房君 登壇〕 

○村長（高野忠房君） 開会に当たりまして一言ご挨拶を申し上げます。 

  本日ここに、平成25年第１回麻績村定例議会を開催いたしましたところ、議員各位には何

かとご多用のところご参集いただき、厚く御礼を申し上げます。 

  議員各位におかれましては、平素村政の円滑な運営に、また麻績村の発展に向けて多大な

ご理解、ご協力を賜っておりますこと、重ねて御礼を申し上げます。 

  さて、国は政権がかわり、日本の低迷する景気の回復に向けて、金融緩和や大胆な財政出

動、民間投資を促す成長戦略に着手しました。こうしたことから明るい兆しが見えてきたも

のの、地方財政は長引く景気低迷により地方税収が減尐し、尐子高齢化に対処する社会保障

関連経費が膨らむなど、依然として厳しい財政状況下での行財政運営を余儀なくされている

状況となっております。 

  こうした中で、村は国の動向に注視し、あらゆる対処ができるよう努めるとともに、経常

経費縮減等の努力による健全財政の確立に重点を置き、公共事業の計画的推進、福祉の充実
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等に努めながら、行財政の効率的運営を目指してまいります。 

  新年度の基本的方針につきましては、新年度予算の提案理由の中で申し上げますが、公約

のさらなる具現化に向けて努力するとともに、新たな課題解決と麻績村の発展に向けた新た

な事業につきましても、村民皆様のお知恵を賜りながら推進する考えでございます。 

  議員各位におかれましても、今後とも一層のご理解、ご協力をいただきますようよろしく

お願い申し上げます。 

  今定例会におきましては、新年度の一般会計、特別会計予算、条例改正など重要案件を提

出させていただきます。どうか慎重にご審議賜りますようお願いを申し上げまして、開会に

当たりましての挨拶とさせていただきます。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎諸般の報告 

○議長（宮下光晴君） 日程第４、諸般の報告を行います。 

  議長としての報告事項については、各一部事務組合の平成25年度予算書、事項別明細書、

総括表までをお手元に配付いたしました。詳細について確認したい場合は、事務局に各一部

事務組合定例会の予算資料を預けてありますので、ご確認ください。 

  また、議員派遣結果報告についてもお手元に配付してあるとおりです。 

  その他、報告がありましたら行ってください。 

〔発言する者なし〕 

○議長（宮下光晴君） ないようですので、これで諸般の報告を終わります。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎請願、陳情、要請等の委員会付託 

○議長（宮下光晴君） 日程第５、請願、陳情、要請等の委員会付託を行います。 

  この件につきましては、さきの議会運営委員会におきまして付託する委員会を決定してあ

ります。 

  第25－１号 年金2.5％の削減中止を求める陳情についての１件を、社会文教委員会に付

託いたしますので、委員会で審議をお願いいたします。 
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──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１号～議案第２２号の一括上程、提案理由の説明 

○議長（宮下光晴君） 日程第６、条例制定、改正及びその他議案を一括上程いたします。 

  議案第１号から議案第22号までの22議案を一括議題といたします。 

  議案名の朗読は省略いたします。 

  提出者より提案理由の説明を求めます。 

  高野村長。 

〔村長 高野忠房君 登壇〕 

○村長（高野忠房君） それでは議案の提案理由を申し上げます。 

  初めに、議案第１号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例についての提案理由を申し上げます。 

  依然として厳しい行財政運営が続く中で、議員皆様のご理解を賜り、平成24年度に引き続

き、議会議員の報酬を４月から現議員の任期平成25年９月までの間、削減をお願いするもの

であります。 

  本改正は、当該期間における臨時的措置であります。 

  次に、議案第２号 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例についての提案理由を申し上げます。 

  本案件は、現在設置している体育指導委員の名称が、根拠法令であるスポーツ振興法が全

部改正され、スポーツ基本法が施行されたことによりスポーツ推進委員に改めるものです。 

  また、農業政策全般にわたる地域の課題等を総合的に検討する「人・農地プロジェクト会

議」の設置に伴う委員の報酬を定めるものです。 

  次に、議案第３号 特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の一部を改正する条例

についての提案理由を申し上げます。 

  依然として厳しい行財政運営が続く中で、平成24年度に引き続き村長、副村長、教育長の

給料を４月から現村長の任期平成26年１月15日までの間、削減をするものであります。 

  本改正は、当該期間における臨時的措置であります。 

  次に、議案第４号 麻績村福祉医療費給付金条例の一部を改正する条例についての提案理

由を申し上げます。 
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  本案件は、麻績村の福祉医療費給付金対象者を県に準じて、所得制限を廃止し拡大を図る

ものです。 

  次に、議案第５号 麻績村観光開発並びに別荘誘致に関する条例の一部を改正する条例に

ついての提案理由を申し上げます。 

  麻績村観光施設並びに別荘誘致に関する条例第５条第２項の規定に基づき、平成25年４月

１日から聖高原別荘地地代について改定するものです。地代改定額については、別荘地等研

究検討委員会において不動産鑑定結果等をもとに検討された答申を踏まえて改定するもので

す。 

  次に、議案第６号 麻績村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改

正する条例についての提案理由を申し上げます。 

  人口の減尐により団員の確保が困難になっているほか、村外への通勤者が多いことから、

昼間の消防力の低下が懸念されております。消防団員の資格要件を緩和し、団員の確保を図

るため村条例の一部を改正するものです。 

  議案第７号、麻績村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例についての提案理

由を申し上げます。 

  地域社会における共生の実現に向けて、新たに障害保健福祉施策を講ずるための関係法令

の整備に伴い、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準の一部改正がありました。これを受

けて村条例の一部を改正するものです。 

  次に、議案第８号から議案第18号の条例改正につきましては、「地域の自主性及び自立性

を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」（地方分権一括法）

の施行に伴い、村の関係条例の整備のため改正するものです。 

  議案第８号 麻績村公営住宅管理条例の一部を改正する条例については、公営住宅法の改

正を受けて、麻績村公営住宅管理条例を改正するものです。改正内容は、公営住宅の収入基

準及び整備基準について条例の一部を改正するものです。 

  議案第９号 麻績村下水道条例の一部を改正する条例については、下水道法の改正を受け

て、下水道の構造基準及び終末処理場の維持管理基準を村条例で定めるものです。 

  また、下水道法施行令の改正に伴い、処理水の水質基準を一部改正するものです。 

  議案第10号 麻績村農業集落排水施設の設置等に関する条例の改正については、下水道条

例の改正を受けて関連条例の一部を改正するものです。 

  議案第11号 麻績村村道の構造の技術的基準を定める条例の制定については、道路法の改
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正を受けて、道路構造の技術的基準を道路管理者である村が条例で定めるものです。 

  議案第12号 麻績村準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の制定について

は、河川法等の改正を受けて、準用河川の河川管理施設等に関する構造基準を、河川管理者

である村が条例で定めるものです。 

  議案第13号 麻績村村道の道路標識の寸法を定める条例の制定については、道路法の改正

を受けて、道路標識板の寸法並びに文字の大きさ等の基準を、道路管理者である村が条例で

定めるものです。 

  議案第14号 麻績村高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る道路の構造に関する

基準を定める条例の制定については、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律が一部改正されたことを受けて、移動等の円滑化のために必要な道路に関する基準を、道

路管理者である村が条例で定めるものです。 

  議案第15号 麻績村指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス

事業者の指定に関する基準を定める条例の制定については、介護保険法の改正を受けて、地

方自治体が指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護サービス事業者の指定に

関する基準の一部を条例で定めるものです。 

  議案第16号 麻績村指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例の制定については、介護保険法の改正を受けて、地方自治体が指定地域密着型サー

ビス事業の人員、設備及び運営に関する基準を条例で定めるものです。 

  議案第17号 麻績村指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を

定める条例の制定については、介護保険法の改正を受けて、地方自治体が指定地域密着型介

護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を条例で定めるものです。 

  議案第18号 麻績村水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の制定に

ついては、水道法において条例委任された水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の

資格基準等を条例で定めるものです。 

  以上が、地方分権一括法の施行に伴う村の関係条例の整備のための改正であります。 

  次に、議案第19号 第６次麻績村振興計画についての提案理由を申し上げます。 

  第５次麻績村振興計画は、今年度を最終年度として計画期間が終了することから、今後引

き続き総合的かつ計画的な行政運営を図るため、新たな振興計画を策定いたしました。 
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  議会の議決すべき事件を定める条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものであり

ます。 

  次に、議案第20号 麻績村聖高原観光施設の指定管理者の指定についての提案理由を申し

上げます。 

  麻績村聖高原観光施設につきましては、本年３月31日まで管理を村直営で行ってまいりま

すが、平成25年４月１日から５年間、その管理を聖高原リゾート株式会社に指定管理者とし

て管理運営をさせるものです。 

  次に、議案第21号 麻績村農産物加工施設の指定管理者の指定についての提案理由を申し

上げます。 

  麻績村農産物加工施設につきましては、本年３月31日をもって１年間の協定期間が終了と

なるため、平成25年４月１日から５年間、その管理を聖高原リゾート株式会社に指定管理者

として管理運営させるものです。 

  次に、議案第22号 安曇野松筑広域環境施設組合規約の変更についての提案理由を申し上

げます。 

  東筑摩郡町村会が平成25年３月31日をもって解散となることに伴い、本組合の副管理者

の名称を「東筑摩郡の町村会長」から「東筑摩郡の村長会長」に改めるもので、地方自治法

第290条の規定により構成市村議会の議決が必要となるため協議をするものです。 

  以上、条例改正等22議案の提案理由を申し上げました。よろしくご審議のほどお願いいた

します。 

○議長（宮下光晴君） 提出者の提案理由の説明が終わりました。 

  お諮りいたします。 

  本日は上程のみとし、議案第１号から議案第22号までについての審議、採決は本定例会第

３日目の３月12日に予定しておりますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） 異議なしと認めます。本日は上程のみとすることに決定いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２３号～議案第３１号の一括上程、提案理由の説明 

○議長（宮下光晴君） 日程第７、平成25年度の予算議案を一括上程いたします。 
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  議案第23号から議案第31号までの９議案を一括議題といたします。 

  議案名の朗読は省略いたします。 

  提出者より提案理由の説明を求めます。 

  高野村長。 

〔村長 高野忠房君 登壇〕 

○村長（高野忠房君） それでは、平成25年度予算の提案理由を申し上げます。 

  国は政権がかわり、平成25年度予算編成の基本方針に、低迷する日本経済の復活に向けて

強い経済の再生を掲げ、日銀による大胆な金融緩和、財政出動による景気刺激、民間投資を

促す成長戦略のいわゆる３本の矢によって、一体的かつ強力に実行していくとしております。 

  この方針をもとに編成された国の平成25年度一般会計予算の規模は、92兆6,115億円で前

年度比プラス2.5％、２兆2,776億円の増となっております。 

  このうち地方交付税は、17兆624億円、前年度比マイナス2.2％、3,921億円の減となり６

年ぶりに減額となりました。また、地方の財源不足額を補うために発行する臨時財政対策債

は６兆2,132億円で、前年度比プラス1.3％、799億円の微増となっております。 

  地方財政については、長引く景気低迷により地方税収は減尐し、尐子高齢化などの進展に

伴い社会保障関連経費が増加するなど、厳しい状況が続いております。 

  長野県の平成25年度予算は、一般会計8,322億円で、前年度比マイナス1.1％、90億円の

減であります。県は総合５ヶ年計画の初年度として、確かな暮らしが営まれる美しい信州の

実現に向けて、県内経済の下支えや雇用の創出を図るべく、切れ目ない対応を柱として予算

を編成しております。 

  歳入面では、経済の回復傾向を鑑み県税の増額を、地方交付税では国家公務員と同様の給

与削減の実施を前提に減額を、地方交付税の不足分を補う臨時財政対策債の増額をそれぞれ

見込み、一般財源の総額は減尐する見通しです。 

  歳出面では、社会保障関連経費が年々増加するとともに公債費が依然として高い水準にあ

ること、義務的経費が政策的経費を圧迫する硬直的な財政構造が続くことなど、財政状況は

一層厳しい状況となるものと見込まれています。 

  こうした状況下にあって、麻績村は当面自立路線で進むこととしておりますが、筑北村と

は引き続き、友好連携のもとで多くの事業を共同実施し、近隣市村との協調・連携により広

域的な課題にも対処するとともに、共同・広域による事業の効率化に努めてまいります。 

  平成25年度は第６次麻績村振興計画の初年度に当たり、「明るい未来へつながる元気な麻
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績村」を目指して、従前にも増して住民の意向を尊重しながら、村民とともに知恵を出し合

い汗を流す「協働の村づくり」を積極的に進めてまいります。 

  さらに、地方主権の時代を迎え、自己決定・自己責任のもと、多様化、高度化、増大化す

る行政需要に的確に応えるとともに、安心・安全の村づくりを進め、事業の創意工夫と重点

化を図り、住民目線に立った行政運営になお一層の努力をしてまいります。 

  平成25年度予算を編成するに当たり、次の３項目をさらに進展させることを基本といたし

ました。 

  １、自立で元気な麻績村へ 

  ２、若者が定住する麻績村へ 

  ３、高齢者や障がい者にやさしい麻績村へ 

  この３項目を基本方針とする施策の概要を申し上げます。 

  まず、１つ目は「自立で元気な麻績村づくり」です。 

  集落や地域のコミュニティ活動の支援、外部からの人材導入や地域資源を活用しての都市

との交流事業を推進してまいります。地域おこし協力隊や緑のふるさと協力隊の増強、そし

て新たに導入する集落支援員制度により、地域力の維持・強化を図ります。 

  「ふるさと麻績村応援団事業」は、スタートして４年目になり予想以上の成果を見るに至

っておりますが、さらに進展させてまいります。 

  観光事業につきましては、別荘利用者との交流による協力体制を構築、施設整備を進める

とともに、厳しい時代に対処すべく一層の経営の効率化を図りながら、魅力ある観光商品の

企画・開発を進めてまいります。 

  また、貴重な遺構・遺物等の保護・保全など、地域の歴史や文化を大切にしてまいります。 

  これらにより、麻績村に住む皆様が誇りと愛着を持って暮らせる、元気な麻績村をつくっ

てまいります。 

  次に、２つ目は「若者が定住する麻績村づくり」です。 

  過疎化、尐子高齢化の進展により多くの課題が生じておりますが、これらを解決するには

若い人たちに定住していただく以外にありません。若い人たちの定住人口をふやすため、平

成23年度から継続しております、若者向け賃貸住宅の建設、教育施設や道路の整備など若い

人たちが住みやすい生活環境を引き続き整えてまいります。 

  地域資源活用型の起業活動や既存企業の支援など、制度を活用しながら働く場の確保にも

努めます。 
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  優良農地の保全、優良果樹等の普及支援、加工施設の有効活用など、関連機関等とともに

農業振興に努めてまいります。 

  平成24年度に、尐子化対策の一つとして、出産・育児支援金交付事業を創設いたしました

が、今後も子供を産み育てやすい環境を整えるとともに、次代を担う子供たちが健やかに成

長するよう、幅広い子育て支援施策を実施してまいります。 

  また、平成24年度より保育園の所管を教育委員会に移し、出生から保育園、小学校、中学

校までの子供一人一人の成長を一貫してサポートできる体制整備をいたしましたが、今後は

細部にわたりさらなる充実を図ってまいります。 

  また、恵まれた大自然の中で活動する「森の学園構想」による「おみっこ元気くらぶ」な

どの活動や、「放課後児童クラブ」を通して子供たちの生きる力や豊かな感性を育てるとと

もに、働く保護者のサポートをしてまいります。 

  学校等統合問題については、よりよい教育環境を整えるため、筑北村との協議を重ね、統

合が早期に実現できるよう努力してまいります。 

  そして、３つ目は「高齢者や障がい者にやさしい麻績村づくり」です。 

  高齢者が敬愛され、一人一人が生きがいを持って健康で安心した生活を送れるよう、幅広

い福祉施策を充実してまいります。 

  高齢化率が40％を超す状況となっておりますが、元気な高齢者がさまざまな場面で活躍さ

れているのは麻績村の誇りであります。また、健康に関する意識の高さも目を見張るものが

あります。高齢者の皆さんが健康でさらなる社会参加をしていただくよう、介護予防施策の

充実を図り、また、高齢者を地域全体で支え合う福祉社会の実現を目指します。 

  また、平成25年度から、障がいのある方々の日常生活や社会参加を総合的に支援する障害

者総合支援法が施行されますが、麻績村でも日々安心して暮らしていただけるよう、福祉サ

ービスのさらなる充実と向上に努めてまいります。 

  今後も関係団体との連携を深め、高齢者や障がい者にとって優しい村をつくってまいりま

す。 

  以上、主な施策について申し上げましたが、このような施策を盛り込み編成いたしました

平成25年度の会計別予算額は、次のとおりであります。 

  一般会計予算、21億5,400万円 

  国民健康保険特別会計予算、３億5,800万円 

  聖高原別荘地地上権分譲事業特別会計予算、110万円 
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  住宅団地分譲事業特別会計予算、1,590万円 

  下水道事業特別会計予算、１億7,440万円 

  水道事業特別会計予算、１億8,840万円 

  介護保険特別会計予算、４億1,300万円 

  後期高齢者医療特別会計予算、3,900万円 

  観光事業特別会計予算、3,100万円 

  以上、９会計でありますが、各会計別の予算内容について申し上げます。 

  まず、一般会計予算について申し上げます。 

  歳入歳出予算は21億5,400万円で、前年度比マイナス2.1％、4,600万円の減であります。 

  それでは歳入から申し上げます。 

  村税につきましては、近年の実績及び社会経済情勢等を考慮し、課税客体の把握に努め計

上いたしました。 

  地方譲与税及び各種交付金につきましては、平成25年度における国と地方の税制改正並び

に国の方針を踏まえ計上いたしました。 

  地方交付税のうち普通交付税につきましては、国の地方財政計画等を考慮し前年並みに計

上いたしました。また、特別交付税につきましては、ルール分において前年度より若干の増

額を見込み計上いたしました。 

  交通安全対策特別交付金、分担金及び負担金、使用料及び手数料につきましては、前年度

の実績を勘案して計上いたしました。 

  国庫支出金につきましては、児童手当に係る負担金、障がい者給付費に係る負担金、社会

資本整備総合交付金等を見込み計上いたしました。 

  県支出金につきましては、農業費県補助金、林業費県補助金、住宅耐震改修促進事業補助

金、児童手当県負担金、障がい者給付費県負担金、後期高齢者保険基盤安定県負担金、児童

福祉費県補助金等を計上いたしました。 

  寄付金につきましては、「ふるさと麻績村応援団事業」の寄付金を計上いたしました。 

  財産収入につきましては、聖高原別荘地地代、村有土地・施設の貸付収入でありますが、

別荘地地代は５年ごとの見直しにより減額になっております。 

  その他につきましては、実績を勘案し計上いたしました。 

  繰入金につきましては、健全財政の堅持を念頭に、事業実施に係る財源を当該基金から充

当いたしました。 
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  村債につきましては、過疎対策事業債と臨時財政対策債を計上いたしました。 

  その他の収入につきましては、近年の実績を勘案し計上いたしました。 

  次に、一般会計の歳出について申し上げます。 

  議会費につきましては、実績を勘案し計上いたしました。 

  また、地方議会議員年金制度の見直し改正による諸経費を前年度に引き続き計上いたしま

した。 

  なお、厳しい財政状況下、議員各位のご理解により、議員報酬を削減させていただきまし

たことに深く感謝を申し上げます。 

  総務費につきましては、経常的な経費が主ですが、諸経費の縮減に努めました。 

  一般管理費では、庁内の業務用基幹系情報機器のシステム整備委託料並びに使用料、バッ

クアップサーバーの更新費用を計上いたしました。 

  文書広報費では、例規集印刷費の増額、新たに財務規則作成支援業務委託料を、財産管理

費では、庁舎内の洋式トイレの改修及び「よっといで麻績塾」の外壁修理費を、企画費にお

いては、地域おこし協力隊及び緑のふるさと協力隊に係る経費、また、本年度新たに集落支

援員を採用し、さらなる地域支援の充実を図るとともに、ふるさと麻績村応援団事業、住民

が行う地域づくり活動支援事業など、地域産業の振興と特色ある地域づくりを推進するため

の経費を計上いたしました。 

  バス等運行事業費では、平成23年度において大幅な見直しを行い、24年度においても一

部見直しをさせていただき今日に至っておりますが、今後も地域公共交通機関として、交通

弱者の足の確保のため、運行に必要な経費を計上いたしました。 

  徴税費では、正確な課税客体の把握に努めるとともに、平成27年度固定資産税の評価替え

に備え不動産鑑定評価委託等必要経費の計上をいたしました。 

  選挙費では、参議院議員通常選挙、村長選挙、村議会議員一般選挙に係る必要経費を見込

み計上いたしました。 

  民生費では、高齢者、心身障害者福祉の一層の充実を図るべく、関係事業費を計上いたし

ました。特に、心身障害者福祉制度につきましては、障害者自立支援法から障害者総合支援

法に改正され、障がい者の日常生活から社会への復帰支援まで広範囲に支援をしていく制度

となり、より充実が図られる制度となっております。その制度改正に合わせ予算を計上いた

しました。 

  児童福祉費では、尐子化対策の一つとして昨年度創設した出産・育児支援金交付事業が育
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児支援金交付まで範囲を広がることから、その所要額を計上いたしました。 

  保健衛生費では、子宮頸がん、ヒブ、小児肺炎球菌の予防接種、妊婦一般健診、各種がん

検診、その他必要経費を計上いたしました。 

  また、ごみ処理関連の予算を計上するとともに、ニーズの多い住宅用太陽光発電システム

導入補助金については、増額計上いたしました。 

  農林水産業費につきましては、農業振興費で、人・農地プロジェクト会議を立ち上げ、将

来の麻績村農業のあり方や農地の荒廃化対策等について研究・検討をしてまいります。また、

新たに農業振興地域整備計画基礎調査にも着手しますが、その必要経費を計上いたしました。

その他、中山間地域農業直接支払事業、鳥獣被害防止総合対策事業を引き続き実施いたしま

す。また、遊休荒廃農地復旧事業を積極的に進めるための諸経費を計上いたしました。 

  農地費では、農業水利施設保全合理化事業により老朽化した用排水路の改修を進めてまい

りますが、これらの経費を計上いたしました。地籍調査につきましては、２年目を迎えます

が、その必要経費を計上し進展に努めてまいります。 

  林業振興費では、間伐事業などの森林整備、赤松枯損木伐倒駆除など松くい虫対策事業を

さらに強力に進めてまいります。これらに係る経費を計上いたしました。 

  商工費につきましては、商工振興に向けて諸施策の経費及び懸案でありました街路灯改修

工事費を計上いたしました。 

  別荘地管理費では、別荘地の管理に係る経費を計上いたしました。 

  観光総務費では、観光行政経費及び観光事業特別会計への繰出金等を計上いたしました。 

  土木費につきましては、住民の安全・安心を確保し快適な生活が送れるよう、道路や河川

整備等の社会基盤の整備を初め、地区要望等への対処など事業費を計上いたしました。また、

上下水道事業特別会計の円滑な運営を行うための繰出金や、前年度に引き続き、若者定住に

向けての村営住宅建設事業費を計上いたしました。 

  消防費につきましては、消防施設の適切な維持管理と広域消防との連携、消防団員の訓練

等に要する諸経費を計上いたしました。 

  また、犯罪防止に向けた防犯灯設置補助事業費も計上いたしました。 

  教育費につきましては、事務局に子育て支援コーディネーターを、小学校に村費講師や特

別支援員を配置するなど、次代を担う児童・生徒の健全な成長を期すべく所要経費を計上い

たしました。 

  社会教育費では、麻績村地域交流センターを核とした生涯学習活動のさらなる充実を図る
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ための所要経費を計上いたしました。また、平成24年度に旧麻績小学校北校舎が村内初の登

録有形文化財として登録されることになりましたが、耐震補強工事後の貴重な文化財を保護

して、有効に活用していくための諸経費を計上いたしました。 

  国指定重要文化財である麻績神明宮の保存修理については、氏子の皆さんの熱意により工

事が着手されました。村といたしましても貴重な文化財を護持していくため、その支援費を

計上いたしました。 

  公債費につきましては、所要の額を計上いたしました。 

  諸支出金につきましては、基金から生ずる利子相当額を計上し、積み立てることといたし

ました。 

  予備費につきましては、今後の緊急的事態に弾力的に対処できるよう、一定額を計上いた

しました。 

  以上のとおり、経常経費の抑制に心掛け、事業の重点化を図り、必要な事業は積極的に進

めることといたしました。 

  次に、特別会計について申し上げます。 

  １、国民健康保険特別会計予算について申し上げます。 

  年々高齢化が進む中、医療費に係る保険給付費については減尐傾向にあるものの、依然と

して高い金額で推移しており、給付費の安定化に向けた健全な保険財政運営を念頭に、近年

の実績を勘案して計上いたしました。 

  また、後期高齢者医療支援金、介護給付金、保険財政共同安定化事業への拠出金、特定健

診や疾病予防の保健指導等の事業費を計上いたしました。 

  国民健康保険税につきましては、税収は世情を反映し所得の伸びが見込めず、新年度にお

きましても厳しい状況は続くものと思われます。 

  村民の生活習慣病の予防意識を高めるとともに、医療費の適正化を図り、保険給付事業が

今後も健全に運営できるよう努めてまいります。 

  ２、聖高原別荘地地上権分譲事業特別会計予算について申し上げます。 

  平成25年度に契約期間満了を迎える７区画の更新及び別荘地地上権の販売など、地上権分

譲事業が円滑に進められるよう所要額を計上いたしました。 

  ３、住宅団地分譲事業特別会計予算について申し上げます。 

  現在、社会経済環境の回復が見込めない状況下でありますが、未分譲区画の販売と維持管

理に係る所要額を計上いたしました。 
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  ４、下水道事業特別会計予算について申し上げます。 

  下水道事業は水洗化率も80％を超え、快適で清潔な環境の中で生活を送ることができるよ

う事業を進めております。今後も、さらに健全で効率的な管理運営ができるよう努めてまい

ります。 

  ５、水道事業特別会計予算について申し上げます。 

  良質で安心・安全な水道水を安定的に供給するため、水道施設の維持管理には万全を期す

とともに、健全な運営管理に努めてまいります。 

  補助事業による聖地区水道管布設替え工事並びに村単による工事を進めるとともに、施設

修繕などに重点を置き、所要経費を計上いたしました。 

  ６、介護保険特別会計予算について申し上げます。 

  近年は民間の介護施設が新たに整備されておりますが、これら新たな施設のサービス見込

額等保険給付費の推移も勘案して所要額を計上いたしました。 

  介護保険制度がスタートして13年が経過しますが、超高齢化社会の中で、一層の充実が求

められております。今後も事業の円滑な運営に心掛けてまいります。 

  ７、後期高齢者医療特別会計予算について申し上げます。 

  高齢者の医療確保に関する法律が施行され、都道府県を単位とする広域連合が保険者とな

り運営する後期高齢者医療制度が発足して６年目を迎えます。 

  本特別会計では、県の運営する広域連合の方針に従い、被保険者より保険料を徴収し、後

期高齢者広域連合に納付することが主な業務であります。近年の実績等から所要額を計上い

たしました。 

  ８、観光事業特別会計予算について申し上げます。 

  景気の長期低迷と尐子高齢化の進展、観光客のニーズの多様化、事業者の競合など観光に

係る事業は厳しい状況にあります。 

  平成25年度は昨年度に引き続き、観光施設のより効率的な管理運営を図るとともに、新た

な誘客に努めてまいります。 

  指定管理制度の導入、索道事業におけるリフトのオーバーホール等の所要額を計上いたし

ました。 

  以上、平成25年度の一般会計並びに特別会計予算について、概要を申し上げました。 

  国内外の経済情勢は明るさが多尐見えてきたもののいまだ厳しい状況にあります。また、

尐子高齢化に伴う社会保障費の増大や不安定な雇用状況など、今後の社会情勢においても先
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行きが不透明で、さらには地方財政においても厳しい状況が続くものと思われます。 

  近隣自治体との協調や連携を深め、行政のスリム化、効率化など一層徹底した行財政改革

を進めてまいります。そして村民が誇りの持てる魅力に満ちた活力ある福祉村の実現に向け

て、着実に未来への展望を切り開くべく職員一丸となって努力してまいります。 

  今後とも村政に対し、村民皆様のさらなるご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ

まして、新年度予算の提案といたします。 

  平成25年３月６日、麻績村長。 

○議長（宮下光晴君） 提出者の提案理由の説明が終わりました。 

  お諮りいたします。 

  本日は上程のみとし、議案第23号から議案第31号までの９議案について、事項別明細の

説明、質疑は３月７日及び３月８日の２日間、各委員会で行い、議案の審議、採決は、本定

例会第３日目の３月12日に予定しておりますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） 異議なしと認め、本日は上程のみとすることに決定いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（宮下光晴君） 以上で、本日予定されました議事日程は全て終了いたしました。 

  これにて平成25年第１回麻績村議会定例会第１日目を散会といたします。 

  この後、委員会室において全員協議会を開催し、提出者より条例制定、改正、その他議案

について詳細説明を受け、終了後、社会文教委員会におかれましては、付託された陳情案件

について審議をお願いいたします。 

  大変ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ２時１７分 
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開議 午前 ９時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（宮下光晴君） 皆さんおはようございます。 

  定刻となりました。 

  本日は議会改革の一環として、第２回目となりますが、多くの村民の皆様に議会、行政へ

の関心を高めていただくことを目的に、休日に議会を開催させていただきました。開催に当

たり、村長初め行政執行者側の皆様には休日何かとご多用のところとは存じますが、ご理解

を賜り、それぞれご都合をつけていただきまして本日休日議会が開催できましたことに、深

く感謝申し上げます。どうぞ本日はよろしくお願いいたします。 

  ただいまの出席議員、８名全員です。定足数に達していますので、平成25年第１回麻績村

議会定例会第２日目を開会いたします。 

  これより本日の会議を開きます。 

  なお、報道関係者より撮影、議会傍聴の申し出がありましたので、これを許可いたします。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議事日程の説明 

○議長（宮下光晴君） 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

  事務局長より、本日の議事日程等について説明願います。 

  事務局長。 

〔事務局長説明〕 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎一般質問 

○議長（宮下光晴君） 日程第１、一般質問を行います。 

  一般質問者は７名です。 

  質問の順序は、既に配付されております一般質問通告事項のとおりです。 
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  順番に発言を許可いたします。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◇ 塚 原 紀 男 君 

○議長（宮下光晴君） １番、塚原紀男議員の一般質問を許可します。 

  １番、塚原議員。 

〔１番 塚原紀男君 登壇〕 

○１番（塚原紀男君） １番、塚原です。 

  それでは、私のほうから大きく３点通告をいたしました。 

  最初に、森林づくり県民税活用事業についてであります。 

  長野県は、森林で80％を占めております。戦後植林され、間伐等手入れの時期を迎えてお

りますが、木材価格の低迷や採算性の悪化により多くの森林が放置され、荒廃が進んでおり

ます。基本的には、森林所有者が整備するのが所有者の役割であります。ところが、森林離

れ、林業離れが進むばかりです。 

  森林は個人的な財産という意味もあるが、同時に社会的な意味を持っております。県民総

参加で森林づくりをすることが重要であり、県民税が導入をされ、平成20年より24年まで

の５年計画で実施されました。引き続き25年度より29年までの５年間、継続と決定されま

した。 

  活用事業は幾つか事業名ございますけれども、次の２点について質問をさせていただきま

す。 

  森の里親促進事業の計画についてを質問いたします。 

  県が仲立ちをして、企業等の社会貢献活動、森林整備と交流を通して、森林づくりによる

地域活性化を図ることを目的としております。このような非常によい事業であるのに、５年

間経過した中で今後どう取り入れていくか、その辺の計画がないかどうか、村の考えをお尋

ねしたいと思います。 

  次に、みんなで支える里山整備事業の実績と今後の計画ということで、この事業は、集落

周辺の森林の里山は零細規模でありながら手入れが行き届かず、災害の危険や野生鳥獣の潜

伏場所となっております。この事業に対する実績があったのか。また、身近な事業でよいと

思うが、採択基準があり、なかなか難しい面があります。このことについては村が仲立ちを
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して推進してもらいたいと思うが、その見解をお尋ねしたいと思います。 

  次に、２点目の認知症の取り組みについてということで、認知症早期診断、治療について

を質問したいわけでありますが、認知症の人が年々増加しております。現在65歳以上の人口

に占める割合の約10％、また85歳以上の人口に占める割合で約30％が認知症であると言わ

れております。 

  長野県も長寿県１番であり、当村麻績村の高齢者率は40％でもあります。麻績村の認知症

の人の把握状況はどのくらいか。また、早期発見、診断または治療といった診察、検査等を

実施する予定をお尋ねしたいと思います。 

  次に、街路灯についてということで、老朽化対策はどうなっているかと。商工会で管理し

ております街路灯についての再質問ではありますが、年々老朽化が進んでおります。倒伏等

事故が起きる前に手当ての手段がないか。また、補助制度等の検討をされているのかお尋ね

をしたいと思います。 

  以上、３点についてお尋ねをしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（宮下光晴君） 答弁を求めます。 

  高野村長。 

〔村長 高野忠房君 登壇〕 

○村長（高野忠房君） それでは、１番、塚原議員のご質問に答えさせていただきます。 

  まず、最初のご質問でございます。森林づくり県民税活用事業についてということで２つ

のご質問でございます。 

  長野県では、森林を健全な姿で次の世代に引き継いでいくため、森林の恩恵を受けている

県民全体で支える仕組みの中で、長野県森林づくり県民税や寄附金によって基金をつくり、

長野県森林づくり県民税基金をつくり、この活用によって間伐などの森林づくり事業を実施

しております。 

  平成25年に予定しております森林税を活用する事業でございますが、大きく３つございま

す。まず１つは、求められる機能に忚じた里山等の森林づくりの推進ということで４事業。

２つ目は、間伐材の利活用等による継続的な森林づくりの推進ということで３事業。そして

また、３番目といたしまして、里山と人との絆づくりを進める取り組みを推進する事業で６

事業が計画されており、これらに関する当初予算額でございますが、６億3,797万円という

ことになっております。 

  この森林税を活用した事業は、麻績村でも各種の事業を実施してきてまいります。そして
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また一定の成果をおさめておるわけでございます。まず、ご質問の森の里親促進事業につき

ましては、荒廃した里山や山林集落へ県が仲立ちとなり、企業等の社会貢献活動を促進し、

森林整備と交流を通じた地域活性化を推進していこうというものでございます。麻績村では、

現在市野川地区で手を挙げております。今度さらに里子となっていただける森林を所有する

集落等があれば、また村有地で適地があれば県とともに推進してまいりたいと、こう考えて

おります。 

  次の、みんなで支える里山整備事業につきましては、周辺集落の小規模分散的で手入れの

遅れた里山の森林を中心に、間伐を面的に推進する事業で、麻績村では平成20年度から導入

しております。この事業は、新年度から新たに間伐材が県内の加工消費が可能な場合、山土

場まで搬出・集積を支援する事業が加わりました。この新たな事業につきましては、条件等

がクリアできれば活用していきたいと、こう考えております。なお、このみんなで支える里

山整備事業につきましては、実績あるいは今後の計画等につきましては、振興課長から答弁

をさせます。 

  次に、２つ目のご質問でございます。認知症対策への取り組みについてということで、認

知症早期診断・早期治療についてということでございます。 

  高齢化の進展により認知症の高齢者が急増しており、既に全国で300万人を超えていると

も言われ、今日深刻な問題となっております。ご指摘のように、認知症は早期受診・早期診

断・早期治療が非常に重要であるわけであります。そうすることによって認知症の進行を遅

らせ、生活上の障害を軽減でき、その後のトラブルを減らすことも可能で、尊厳を持った生

き方を長く続けられることになります。 

  しかし、認知症の診断は初期ほど難しく、専門の医療機関の診断が不可欠であります。本

人が体調の変化に気づくか、一緒にいる家族や親しい方に認知症の前兆を察知していただく

か、このことが早期発見の鍵になります。 

  ことし１月26日に村保健センターで、ミサトピア小倉病院から岸川雄介副院長を招いて、

認知症を学ぶ講演会が開催されましたが、参加された140名ほどの方々は、真剣に聞いてお

られました。今後も認知症に関するこうした事業を通して、早期受診・早期診断・早期治療

につなげていただくよう努めてまいります。 

  高齢者がぴんぴんキラリ、いつまでも健康で元気に輝いて生きていただけるよう保健介護

予防事業など、充実をさせてまいります。なお、認知症の方の数を村で把握しているかとい

うことでございますが、認知症の方の把握ということは非常に難しいことでございまして、
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現在その患者数等についてはつかんでおりません。 

  次、３つ目のご質問でございます。街路灯についてでございます。 

  まず、塚原議員には、以前から街路灯の改修等に向けての貴重なご提言と、またご理解を

いただいておりますことに感謝を申し上げさせていただきます。 

  さて、村内に設定されております街路灯につきましては、商工会員を中心とした街路灯組

合が村などからの補助金を受けて設置し、今日まで管理をされてまいりました。そして、現

在も管理をされております。明るい町並みづくりや防犯に大きく貢献されてこられたことに

厚く感謝を申し上げます。 

  この街路灯が、ご指摘のとおり近年老朽化が目立ち、危険な箇所も出てまいりました。街

路灯組合で今後の対忚について検討がなされましたが、会員の高齢化や売り上げの減尐等か

ら、以前のように設置事業費を会員にご負担いただくということは大変難しいとのことであ

ります。こうしたことから、村が全面的に支援申し上げ、街路灯の整備を進めていくという

ことにいたしました。詳細につきましては振興課長から補足いたします。 

  以上、答弁申し上げました。 

○議長（宮下光晴君） 飯森振興課長。 

○振興課長（飯森 力君） それでは、私のほうから補足等させていただきます。 

  まず最初に、森林づくり県民税の活用事業の関係でございますが、そんな中で、みんなで

支える里山整備事業の実績と、また今後の計画ということでございますが、森林税を活用し

た実績につきましては、20年度から24年度で切り捨て間伐を52.1ヘクタール、総事業費で

1,800万ほど活用させていただいております。この部分につきましては村が１割を負担して

いるわけでございますが、今後も進めていきたいというふうに考えております。 

  また、そんな中で森林づくり推進支援金というのもございます。そこら辺も金額は尐ない

わけでございますが、まき割り機とか特殊伐採、また24年度におきましては松くい虫の樹幹

注入剤と、そういう金額的には事業費は尐ないわけでございますが、活用をさせていただい

ているというところでございます。 

  また、今後の、ちょっと申し上げましたが計画につきましては、みんなで支える里山整備

事業につきましては、一忚間伐と、もう一つ作業道ということで、今事業計画を県また組合

等の関係でつくり上げる中で実施していこうというふうに考えております。今後、先ほど村

長が申し上げましたが、間伐等の部分で搬出ができるという部分で、作業道等のことも考え

ながら森林整備を進めていきたいということでございます。 
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  また、森林づくり支援金につきましても、松くい虫等の対策を含めて今検討しているとこ

ろでございます。また、里山整備事業、これは県民税等は関係ないわけでございますが、里

山整備事業の関係で、また引き続き間伐を行っていきたいということで、次年度も13ヘクタ

ールほど予定をしてございます。 

  また、森の里親促進事業でございますが、麻績村も手を挙げているということで、一忚市

野川地区で挙げているわけでございますが、麻績村の場合、結構急峻な山林が多いという中

で、なかなか業者さん等が手を挙げてこないのが実情かと思います。そんな中で今後も進め

ていきたいということでございますが、近隣でいきますと筑北村がやっていると。それと、

中信管内では山形村が行っておりますが、そのほかにつきましては今、皆さん協議を始めて

いる状況でございます。そんな中で麻績村としてもできる限り業者さん等入れる中で、でき

ればこういうものも進めていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 

  また、街路灯についてでございますが、街路灯につきましては村長が今答弁申し上げたと

おりでございますが、一忚これから改修をしていくということで、現在街路灯組合におきま

しては、144基の管理をしてございます。そんな中で、25年度改修していきたいということ

で、現在改修の数につきましては130基ということで、全てＬＥＤ化をしていく予定でござ

います。 

  そんな中で、なぜ130基かということでございますが、今、街路灯組合の中でもその基数

の精査、調査をしてございます。それと、街路灯を整備する中で、今までとはまた違うとい

うこともないんですが、均等な配置をできるだけしていく中で精査をしていきたいという考

え方がございます。そんな中で、一忚予定数としては130基ということで、予算計上は

4,100万ほど計上をさせていただいております。そんな中でできるだけ早くということで、

25年度の単年度事業で改修をしていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 

  以上でございます。 

○議長（宮下光晴君） 柳原住民課長。 

○住民課長（柳原俊文君） それでは、認知症対策につきまして、若干補足説明させてただき

たいと思います。 

  認知症につきましては、議員がおっしゃるとおり、なかなか困難な症状であるということ

は皆さんご承知だと思います。なお、認知症ということに対しての特化した人数というのは、
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先ほど村長が申し上げましたとおり、村の中で把握ははっきりとできないということでござ

います。ただ、介護認定を受ける上での認定者ということで、介護保険を使われるというこ

とになります人数につきましては、参考ではございますけれども、約62％から64％の間く

らいではないかというふうに思われます。こちらの人数的な数値がおおむね出ているという

ような傾向でございます。 

  なお、議員がおっしゃられました診察、検査の予定はないかということではございますけ

れども、今のところこちらのほうで、診察等に向けての全導入の検査等の、簡易検査でござ

いますけれども、先般新聞等で報じられております簡易検査、塩尻市で行うというようなこ

とが出ておりましたけれども、その関係につきましては、ちょっとまだ村としての導入は今

のところ考えていないということでございます。 

  以上でございます。 

○議長（宮下光晴君） 塚原議員。 

○１番（塚原紀男君） それでは、森林税の関係で先に再質問をさせていただきます。 

  実績等今年度の中であったわけでありますが、今後の見通しをお尋ねしたわけであります。

そんな中で、最初に森の里親の関係でありますが、これは既に経過する中では、今まで対忚

をしてきたというふうにとってもいいじゃないかと思うが、今年度については市野川のほう

で申請が上がっているというようなことでありますが、これは具体的にどの辺まで進んでい

るのか。 

○議長（宮下光晴君） 振興課長。 

○振興課長（飯森 力君） 里親につきましては、この制度が始まるときに地方事務所の林務

課と調整する等、現地等を見る中で、とりあえず麻績村としては市野川地区がいいだろうと

いうところで、市野川地区を上げさせていただきました。ですので、もう数年ここやってい

るわけですが、それがないというような状況でございますので、よろしくお願いいたします。

今後も引き続き進めていきたいということで考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（宮下光晴君） 塚原議員。 

○１番（塚原紀男君） 企業の方に来てもらってやるというようなそういう事業で、本当に村

の活性化のためにもなりますので、場所的には市野川がいけなければ違う地域だって幾らも

選択すればあるわけでありますので、ぜひこのことは積極的に進めていただきたいなと、こ

んなふうに思います。 



－31－ 

  それから、里山整備の関係で、これも実績結構やっておられたわけでありますが、先ほど

も言ったように、この条件が細かくあるというような中で、個人ではなかなかできないとい

うような、そういう、ほかにもそういう個人でやる事業はないかと思うが、このことの当初

は宣伝チラシ等入ったわけでありますが、なかなか宣伝不足という面も一部考えられはしな

いかと思うし、これは事業主体は村でやってもらわないといけないというような事業になっ

ているかと思うが、その辺、個人的にはそう考えておっても、なかなかどこでどうやってい

いか、３人で１町分なければいけないというようなという規約の中で、やはり村でもって仲

立ちをする、そのことは宣伝の関係、それから１人でもあれば近隣の人にどうだというよう

なことの勧めをしていただくのが一番いいわけと思うが、その辺のお考えはないですか。 

○議長（宮下光晴君） 振興課長。 

○振興課長（飯森 力君） 確かにおっしゃるとおりかと思います。そんな中で、本年度につ

きましては、先ほども申し上げましたが、間伐材の搬出も集積もできる部分が出てまいって

おります。そんな中で、また再度森林所有者等のほうにもお声がけする中でやっていきたい

なというふうに思います。 

  今の現状を見ますと、整備する中で間伐材も切り捨てというような部分で、大分森林所有

者も余り乗り気がなかったのかなという気もございます。そんなところをしっかり広報とお

話する中で進めれればなというふうに思いますが、実際にはその後の部分でなかなか使いた

くても使えないような、契約をしていく中で協定を結ぶ中でやっていきますので、そこら辺

のところでもまだ引っかかっている部分があるのかなというふうに思います。 

  一忚、大分３戸以上になるということでもちょっと、続く部分で問題があろうかと思いま

すが、そこら辺のところもある程度麻績村、この地域の、谷の地域の森林を把握しておりま

す森林組合等も情報収集する中で進めていければなというふうに考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（宮下光晴君） 塚原議員。 

○１番（塚原紀男君） このことは、二酸化炭素の吸収源とか地球温暖化の貢献とかそういっ

た面が多くあるわけでありますので、今度の25年から９年までの計画の中では、若干前の５

年とは、間伐材の搬出とか多尐変わった制度が出ておりますので、また今までのことも忘れ

ている方が多々あろうかと思いますので、その辺を含める中での宣伝のチラシ等を折り込ん

でいただいたらいいかと思うが、その辺のお考えは。 

○議長（宮下光晴君） 振興課長。 
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○振興課長（飯森 力君） その辺も視野に入れ、できれば区長会等を通じる中で、資料等村

民に行きわたるような状況の中で進めれればなというふうに思っておりますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（宮下光晴君） 塚原議員。 

○１番（塚原紀男君） できればというじゃなくて、区長会も間近ありますので、そこで県の

ほうにもチラシ等もあろうかと思いますので、ぜひお願いをしたいと、こんなように思いま

す。 

  次に、認知症の関係でありますが、先ほど担当のほうでも承知しているかと思いますが、

ほかの町村でもこういった早期発見に向けた取り組みをしております。当然、医療費または

介護保険費と、そういったような抑制にもつながるわけでありますので、ぜひ進めていただ

きたいと、こんなふうに思います。 

  それと同時に、認知症予防のためのファイブ・コグ検査、こういったものは独自でできる

かと思いますし、自分の脳の機能の状態がわかるというような検査でありますので、その辺

のことをやっていただきたいなと思いますが、その辺いかがですか。 

○議長（宮下光晴君） 住民課長。 

○住民課長（柳原俊文君） 議員がおっしゃられますファイブ・コグというのは、承知はして

おります。検査内容としましては、簡単な運動、それから記憶、それから注意力、それから

言語、視空間の認知とか、それから思考能力を簡単な検査をするということでのソフトであ

るということは認識しておりますが、これにつきましては、今後でございますけれども、社

会福祉協議会等とまた介護予防のほうと直結するような形になろうかと思いますので、いろ

いろな内容の中で検討していければというふうに考えております。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（宮下光晴君） 塚原議員。 

○１番（塚原紀男君） 認知症の高齢者とか介護する家族等のそういった支援をするための認

知症相談会と、こういったのも他地域ではやっているようでありますが、こういったことも

年に１回ぐらいはどうかと、こんなことも思うが、その辺はいかがですか。 

○議長（宮下光晴君） 住民課長。 

○住民課長（柳原俊文君） おっしゃられる相談会等につきましては、県のほうで月に１回そ

ういう相談ということで、松本保健福祉事務所・保健所のほうで実施しております。それに

一忚村も参加するというような形で行っておるところでございますが、村独自でそういう相
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談というのは、やはり専門のセラピスト等の関係がございますので、そういう専門家等との

つながりの中で相談会ができればいいんですが、今のところ雇うといいますか、お願いする

というような状況には、今のところはなっておりません。今後その関係につきましては検討

していければというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（宮下光晴君） 塚原議員。 

○１番（塚原紀男君） 25年度の事業内容を見る中で、このことの主要事業の目標に載ってい

なかったと思いますが、この辺はそんなに必要性がなかったから載せなんだという判断でし

ょうか。 

○議長（宮下光晴君） 住民課長。 

○住民課長（柳原俊文君） これにつきましては、さきにつくりました第５期介護保険計画、

それから老人福祉計画のほうの中に、重点施策として一忚載せさせていただいております。

ですから、全般的に見まして老人福祉に対するものにつきましては、今回の25年度計画とい

うことではなくて、全体的な問題の中で取り組んでいきたいということで、今回25年度に特

に重点施策の中には載せてございません。 

  以上です。 

○議長（宮下光晴君） 塚原議員。 

○１番（塚原紀男君） それから、県のほうから市町村のほうへ、昨年の１月あたり、私もち

ょっと記憶がないんですが、こういった認知症患者数等のこと等のアンケートというか調査

依頼があったかと思いますが、このことは各戸へはやられたのかどうか、ちょっとその辺お

尋ねしたい。 

○議長（宮下光晴君） 住民課長。 

○住民課長（柳原俊文君） 正直申し上げまして、認知症等の調査というのは、認知症という

ふうに現認していないと調査ができないということでございます。したがって、任意の調査

ということでございますので、県もそういう任意的な調査に参考にするということだけでご

ざいまして、実際のところ認知症対策ということでの中での人員把握ということは、はっき

りとは実施しておりません。 

  以上です。 

○議長（宮下光晴君） 塚原議員。 

○１番（塚原紀男君） それでは、続いて街路灯の関係お願いをしたいと思います。 
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  新たに25年度に取り入れていただくということの中で、この4,100万を一般財源からとい

うような説明を受けたわけでありますが、何か起債でもって対忚がなぜできなかったかと、

そんなことのお尋ねと、それから現在も、155基以前はあったわけでありますが、現在使わ

れているというか電気のついているのが144基だそうでありますが、これはあとの残ったの

は次年度というような考えはあるかないか、その辺もお尋ねしたいと思います。 

○議長（宮下光晴君） 振興課長。 

○振興課長（飯森 力君） 財源のほうにつきましては、また財源の詳しいほうからちょっと

ご説明申し上げますが、今塚原議員さんのおっしゃった155基、そのものにつきましては、

これは街路灯組合のほうに確認して、今現在管理しているのが144基ということで決まって

いますので、そこら辺のところはご理解をいただきたいと。 

  そんな中で、要するにその街路灯組合の部分でお店等をやめて、もうその街路灯は要らな

いよという方もいらっしゃいます。そんな中を含めながら、今街路灯組合のほうで調査、調

整をさせていただいているということで、一忚計画は130基ということで乗せてございます。 

  ただし、これも街路灯の工事の単価によって若干変わってきますので、130基以内でおさ

まればいいとしますし、もしその工事が安く済んで、もう５基ほどつくれるとなれば、また

そんな中で調整は進めていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（宮下光晴君） 宮下村づくり推進課長。 

○村づくり推進課長（宮下利秀君） それでは、私のほうから財源の関係についてご説明をさ

せていただきますけれども、一般的に財源の起債というようなことになりますと、過疎対策

事業債というような形になろうかと思います。この起債につきましては、過疎地域自立促進

特別措置法という法律がございまして、事業が充当できるものが決まっております。ただ、

街灯につきましてはその充当できる事業に当てはまらないというようなことがありまして、

県とも協議したわけですけれども、今回は過疎債の充当は考えていないというところでござ

います。 

○議長（宮下光晴君） 塚原議員。 

○１番（塚原紀男君） そうすると、今まで街路灯組合という組織で、個人で所有をされてい

たわけでありますが、今後は村が購入してこの所有は村ということですか。それと、電気料

はどこで払うのか、その辺をお尋ねしたいと思います。 

○議長（宮下光晴君） 振興課長。 
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○振興課長（飯森 力君） そこら辺につきましても今調整中でございますが、実施には村が

つくるということで、村の持ち物になりますが、管理自体は街路灯組合に委託をして、全面

的に今までどおりと同じようにやっていただくことになります。 

  それと、その街路灯につきましては皆さん方の部分で、街路灯組合の会員の皆様方が電気

料を負担していく、これは今までどおり変わりはございませんので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（宮下光晴君） 塚原議員。 

○１番（塚原紀男君） 今まではそういった宣伝を兼ねて名前の面板をつけ、そのために個人

で所有、そして電気料も払ってきたということだと思うが、今度看板は同じようにつけるん

ですか。 

○議長（宮下光晴君） 振興課長。 

○振興課長（飯森 力君） 看板につきましては、一忚今のところつける予定はないというこ

とでございますが、この街路灯の整備をするに当たりまして、街路灯組合の総会また役員会、

アンケート等をとる中で、看板は村の事業でやっていく部分で、ちょっとつけるのは難しい

というようなお話の中でご理解をいただく中で、この改修工事ができるということで決定し

てまいりました。 

  そんな関係で、街路灯組合の中でも、街路灯組合はこういう方々が会員になってやってい

るということを広く広めていくような活動をとる中で、管理をしていただくということにな

りますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（宮下光晴君） 塚原議員。 

○１番（塚原紀男君） 本来なら、これを街路灯組合でなくて、街路灯も防犯灯も電気をつけ

ることは、呼び名が違う程度に感ずるだが、そういう中では各地域でそれぞれ持っている防

犯灯、これもこれと同じような対忚をして、むしろ電気料を全部村負担と。これは近隣でも

そういう町村がご存じのとおりかと思うが、そのことの対忚をするという考えのもとに、今

回こうやったかなと私は思ったわけだが、その辺村長のお考えは。 

○議長（宮下光晴君） 高野村長。 

○村長（高野忠房君） まず、防犯灯の考え方でございますが、防犯灯の考え方は、麻績村は

本当に長い歴史の中で現在の防犯灯があるわけであります。すなわち、防犯とは何かという

理念になると思いますが、行政も地域も一体となって防犯に努めていこうというような考え

方の中で、防犯灯、いわゆる地域でそれぞれ必要な防犯灯については、それぞれ地域でつく
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り、そして地域で持っていこうということの中から、防犯灯についてはそれぞれの地域で担

っていただいておると。 

  それに対して、行政は改修等あるいは新設等の場合に助成をさせていただくということで、

いわゆる防犯については地域と行政と一体となってやっていくというその精神が、ずっと今

日まで続いておりまして、この精神はこれからもずっと続けていくべきだと、そう思ってお

るわけであります。 

  さて、街路灯につきましては、これは商工業者中心に、いわゆる商店街を明るくしようと

いう考えから始まっておるわけです。そして、それにかかわる皆さんが会員となって、その

街路灯を、その地域を明るくしていこうと、いわゆるまちづくりを会員でやっていこうとい

う精神の中で進んでいるということであります。 

  そしてまた、そういった中で防犯にも役立てていこうというようなことから、村も助成を

してきたという経過があるわけです。それで、本来でありましたら、会員の皆さんが独自に

設置をして、そしてまた改修もしていくということでありますが、今日の商工業者の実態を

見ますと、今大きな投資はできないというような中で、そしてまた個々の負担ができないと

いう中で、それではここは危険だから街路灯をやめていくかということにもなるわけであり

ますが、今回は村として、それでは改修についてはご支援申し上げようと。あとは以前と同

じような形で街路灯組合の皆さんでやってくださいというような話し合いの中で、街路灯組

合の皆さんがそんな方向でやっていきましょうということになったということでございます

ので、ご理解をいただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（宮下光晴君） 塚原議員。 

○１番（塚原紀男君） 今のお答えは、現状やってきた中を継続というようなお考えというこ

とでありますが、そこは先ほども言ったように、集落からの要望も、電気料等の村での負担

はどうかというような集落からも出ておりますので、そういうことを含める中で、早く言え

ば考えを変えて、このことはもう村を明るくするために防犯灯も街路灯も全部村負担でやる

ということは、これは村長の考えのみ、考えがそういうつもりにならないからこれはできな

いことだと思うが、それは今ここで返答というわけにはいかないかと思うが、ぜひそんなこ

とをお願いしたいと思うが。 

  それと、先ほどの電気料は今までどおり個人から負担をしてもらうと、街路灯の関係。そ

のことは看板もなくて、その辺をどういうふうに考えているか、簡単に個人といったって、
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商工会員全員からもらうのかどうするのか、その辺はどうですか。今までの人だけ。 

○議長（宮下光晴君） 振興課長。 

○振興課長（飯森 力君） 先ほど申し上げたとおり、村の方針等を伝える中で、街路灯組合

の中で対忚していただく中で決定してございますので、その方々がどこからというか、多分

今までの会員の皆様方１基なら１基分を負担していくと。というような考え方だというふう

に解釈はしております。 

  そんな中で、どういうふうに進んできたかというと、今の街路灯に比べると、ＬＥＤ化す

ると大分安くなるという中で、維持費を含めた中で街路灯組合のほうで徴収する中でやって

いきたいという結果になってきたということでございますので、村のほうで個人個人これだ

け負担しろとか、そういうことではなくて、今街路灯組合の中で協議をしながら進めている

ということでございまして、一忚その街路灯組合のほうで電気料は負担していくということ

でございますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（宮下光晴君） 塚原議員。 

○１番（塚原紀男君） その組合は、年会費をもって維持管理もしたり、そのほかに個人が看

板料で電気料も負担したと。それも維持管理も足りないということで、村のほうへ補助をお

願いして、今までだんだん単価が上がってきたけれども、35万円の補助を出しているという

ことでありますが、その辺が今度自分の持ち物でもないのにというか、そこで会費を今まで

どおりやるのかそれはわかりませんが、そういうことになると、維持費が会費だけでは足り

なくなると、そんな予測がされるかと思いますが、その辺はどうですか。 

○議長（宮下光晴君） 高野村長。 

○村長（高野忠房君） 実はこの議員ご心配されることにつきましては、幾度となく街路灯組

合の皆さんとお話をした中で、今回の形でいきましょうということになったわけです。それ

で、私も本当にありがたかったのは、街路灯組合の皆様が、以前はこの街灯については私が

スポンサーでこの電気料を納めているというようなことを明確にしていたという中で、会員

の皆さんが地域を我々の力で明るくしていこうと、そんな考え方で、広い考えで今回やって

いただけるということで、本当に感謝をしておるわけであります。やはり、村づくりという

ものはそういうものではないかなと、そう思っておるわけです。 

  そうした中で、村が今現在35万円の補助金を出しておるということは、これは高いか安い

かということはともかくとして、以前より上がってきたということはどういうことかと言い

ますと、街路灯そのものが老朽化して腐食して倒れたり、あるいは修理が必要だということ
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ですが、修理費がかさんできたと。修理費が多くなってきたために、会員の会費だけではや

り切れないということで補助金が多くなってきておるわけです。でございますから、基本的

にはいわゆる通常の維持費、電気料、それからいろいろな事務経費等の通常の経費について

は会員の皆さんの会費等で運営されておるということでございます。 

  会員の皆さんとともに、明るい村づくりをしていきたいと、こんなことでございますので、

ご理解いただきたいと思います。 

○議長（宮下光晴君） 塚原議員。 

○１番（塚原紀男君） そうすると、当面は修繕費等かからないかと思いますし、街路灯組合

で一切任せてやってもらうという中では、現状の35万は要らなくなるような感じもするが、

その辺、今後はどういくんですか。 

○議長（宮下光晴君） 高野村長。 

○村長（高野忠房君） その額がどのくらい必要かどうか、村からの補助金は全く要らなくな

るのか、あるいはある程度要るのかということは、これから設置していく中で両者で話し合

って、村としても会員の皆さんの温かい気持ちもございますので、できるだけ村も協力して

いきたいと、こう考えておりますので、お願いしたいと思います。 

○議長（宮下光晴君） 塚原議員。 

○１番（塚原紀男君） いろいろ細かいことをお尋ねしたわけでありますが、基本的な考えと

しては、名前を出して言えば、生坂村が全額村費でそういった街路灯、村を明るくするとい

うことでやっているわけでありますので、ぜひそのことも金額どのくらいになるか私もその

試算をしてありませんが、そこらも試算をして対忚できるものなら、誰でもが望んでいると

ころであると思いますので、そんな対忚を検討をいただきたいと、こんなふうに思います。 

○議長（宮下光晴君） 高野村長。 

○村長（高野忠房君） おっしゃる気持ちも十分わかります。自分たちで払うよりも払ってい

ただいたほうがいいという、このことはわかるわけでありますが、今、いわゆる協働の村づ

くりといいますか、ともに汗を流し、ともにやっていこうという中で、それぞれ地域ででき

ることは地域で、それから行政のやるべきことは行政でといった、こういった考え方も貴重

であると思っておりますし。 

  それから、今皆さんがそういった声だというふうに今おっしゃられましたが、いろいろな

地区がございます。そういったことが当たり前だと、今のような形が当たり前だといって、

そういったことをやっている地域も多くございます。そういった中で、やはり地域は行政に
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全てやらせるのではなくて、地域は地域で守っていくことも必要だという貴重な考え方もあ

るわけでありますので、ぜひともそんなこともご理解賜りますようにお願いしたいと思いま

す。 

  以上です。 

○議長（宮下光晴君） 塚原議員。 

○１番（塚原紀男君） 私の考えも検討をいただくということもひとつお願いをして、以上で

私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（宮下光晴君） １番、塚原紀男議員の一般質問が終了しました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◇ 宮 下   聡 君 

○議長（宮下光晴君） 続いて、６番、宮下聡議員の一般質問を許可します。 

  ６番、宮下議員。 

〔６番 宮下 聡君 登壇〕 

○６番（宮下 聡君） ６番、宮下聡。 

  それでは、さきに通告した事項について質問いたします。 

  質問事項については、１番、子育て支援事業について。２番、各地区要請、特に土木関係

の対忚策について。３番、村施設整備と省エネ対策について。以上、３項目について質問を

いたします。質問要旨については一問一答で行いたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

  それでは、まず最初に、質問要旨について行いたいと思います。 

  子育て支援事業についてということで、１番、麻績村において中学校卒業から18歳到達後

から３月31日までの医療費無料化についてを質問したいと思います。 

  子育て支援の充実については、平成24年12月の定例議会におきまして決定をされました

村独自の育児手当制度として創設されました出産祝い金と育児支援金支給制度を開設したわ

けであります。支給の内容については省きますが、この新しく取り組んだ村独自の育児支援

制度については、今後非常に子育て支援策としての制度としての大いに期待をするわけであ

ります。 

  子供の医療費無料化については、現在中学卒業までが行われております。昨年４月から無
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料となっております。この医療費無料化をさらに進めるためには、現在の中学卒業から18歳

到達の３月31日までの医療費無料化をぜひ実施することを要請したいと思います。子供の医

療費無料化は、高校生までで終わるわけであります。近隣では、既に実施をしておるところ

もあります。若者の定住促進のためにも大事な施策でありますので、ぜひ村長の前向きな答

弁を求めたいと思います。 

○議長（宮下光晴君） 答弁を求めます。 

  高野村長。 

〔村長 高野忠房君 登壇〕 

○村長（高野忠房君） 答えさせていただきたいと思います。 

  まず、子育て支援、幅広くいろいろとご理解、ご支援を賜っておりますこと、感謝を申し

上げるわけでございます。 

  さて、ただいまの中学卒業から18歳到達後の３月31日までの医療費無料化をというご提

案でございますが、現在子育て事業につきましては多くの皆様のご協力をいただきながら、

幅広く事業を今推進しておるわけであります。そして、ただいま議員おっしゃられたように、

近隣の先進的な例をおっしゃられたわけでございますが、そういった地域にも負けないいろ

いろな事業で進めさせていただいておると、こういうことであります。 

  住民課、教育委員会が一体となって実施しております各種の事業は、大変今好評でござい

まして、県下でもこの子育て事業については注目をされておるわけでございます。また、本

年度から出産祝い金、育児支援金制度を創設するなど、きめ細かな支援を進めておるわけで

あります。今後もこれらの事業がまず定着していくように努めてまいりたいと、こう考えて

おります。 

  ご提案のただいまの件でございますが、趣旨は理解できるわけでございますが、ほかに優

先すべき事業、子育て事業たくさんございます。そういった中で、当面はただいまご提案の

件については難しいんではないかなと考えておるわけでございます。まずニーズの多い事業

から具現化に努めていきたいと、こう考えておりますので、何とぞご理解を賜りますようお

願いしたいと思います。 

○議長（宮下光晴君） 宮下議員。 

○６番（宮下 聡君） 麻績村の高校生の今実態から見ますと、大体１年生から３年生まで75

人ほどいると聞いております。比較的高学年になると医療費もかからないということの中で、

小学６年から中学卒業までということの中で現在実現されたわけなんでありますが、大体こ
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としの予算から見ましても、予算的には約60万円ほど計上されたわけなんですが、この中学

から高校までという中では、こういった試算をされた中で、大体が医療費も高学年になると

かからないという実態の中で、まず予算的には60万円ほどでできるんじゃないかと私なりの

試算であります。 

  県下でも、先ほども言いましたとおり、長野県下の乳幼児等の医療費給付制度が市町村の

実施状況を見ますと、平成24年４月現在で77自治体中27の町村で約35％が既に実施をされ

ております。高校卒業までの医療費無料化については、麻績もぜひ他の村に負けないように、

村長としてこれから25年度を見通した中で、計画的にお願いしたいということの中で、当分

見送りということですが、村民ニーズからいっても非常に重要な施策でありますので、こと

しの目標をこれからされる中で、できるだけどういう方向でやっていくかという前向きな答

弁をお願いできませんか。 

○議長（宮下光晴君） 高野村長。 

○村長（高野忠房君） 先ほど申し上げたように、ご提案の趣旨は十分理解できるわけであり

ますが、今麻績村全体といたしまして子育てをどういう考え方でいこうかという中でありま

すが、子育てという分野については、本当に細かい事業まで入れるとたくさんのものがござ

います。非常に数多くあります。そういった中で、こういったものは親御さんのほうにやっ

ていただけるだろうというものは、極力そういった形にして行政として大きな金のかかるも

の、そういったものに今集中してやらなきゃいけないというものが多くあるわけであります。 

  例えば申し上げますと、保育園、小学校あるいは中学校との一番お金のかかります加配で

ありますね。決められた定員以上の人員を配置して子育てをしていくとか。それから、さら

に放課後の対策でありますとか、それから保育園にしてみれば時間延長とか、いろいろ強い

要望のものがあるわけであります。そういったものを誘致していくために、それぞれご家庭

であるいは親のほうでできるところはお願いしたいという考え方で今進んでおるわけであり

ます。県下の一覧表を並べて、この事業はやっている、やっていない、あるいは金額がどう

だこうだというそういった比較ではなくて、実質的にニーズの多いものから今始めておるわ

けであります。 

  そういった中で、昨年の暮れに始めました子育て支援、こういったものもそういった要望

があったり、あるいは議員さんの中のご提案もあり、そういった中から新しい制度をつくっ

ていくわけでございますが、こういったものをつくっていくということになりますと、将来

に向けての財源の確保、こういったことも検討していかなきゃならないということでござい
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ます。議員のおっしゃられるそういった制度も、早い時期にそういったものができればいい

という気持ちはございます。しかし、現在はそれもそうでございますが、もっと優先してや

っていきたい、それから今始めている事業を定着させていきたいという考え方がございます

ので、しばらく、当面それは見送らせていただきたいということでございます。ご理解を賜

りたいと思います。 

○議長（宮下光晴君） 宮下議員。 

○６番（宮下 聡君） 子育て支援といっても、村長がおっしゃられたとおり非常に幅が広い

わけでありますが、先日の第６次麻績村振興計画が答申されたわけですが、その中にも子育

て支援の現状と課題の中に経済的支援による子育て環境の充実が望まれているとあります。

こういった観点から、ぜひこれから幅広い子育て支援策の中の医療費無料化ということなん

ですが、できれば早い時期に私はぜひ実現できるようにお願いをしたいと思います。村長の

方針でありますので、この件については終わりますが、ぜひ前向きな形で、もう高校生まで

安心して勉学に励めるという、医療の中で高校生で終わりますもので、ぜひ近いうちに早い

時期に実現できるように、ぜひお願いをしたいと思います。よろしくお願いします。 

  次に移りますが、各地区要請、特に土木関係の対忚策について質問いたします。 

  地区要請の状況と進捗状況ということで、各地区要請について主に土木関係ですが、道路

改良、それから法面崩落、水路改良事業、道路の側溝、Ｕ字溝関係等々の工事の復旧が各地

区から要請をされております。全体で200カ所に及んでいるわけなんですが、23年度の決算

の効果調書を見ますと、村内一円で54件ということで約2,260万円、それからちょっと戻り

ますが、22年度はこの復旧作業が41件、1,490万円を完了しているわけです。 

  毎年こうやって約200カ所くらいの未処分が発生をしているわけなんですが、この状況か

らして見受けられることは、実際の現状をどうとらえているのか。それと、この進捗状況は

どう進んでいるのか、そういった現状状況の中を報告願いたいと思います。 

○議長（宮下光晴君） 飯森振興課長。 

○振興課長（飯森 力君） それでは、私のほうからちょっとお伝えをしていきたいと思いま

す。 

  まず、各地区要請の現況と進捗状況ということでございますが、今議員さんのおっしゃら

れたとおり、各地区の要請につきましては毎年250件から280件ぐらい要望が出てまいりま

す。そんな中で実施できている件数はということでございますが、やはりおっしゃられたと

おり40件から60件程度の実施にとどまっております。なお、毎年要望箇所がふえていくだ
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けで、減っていくということはなかなか今のところ考えられないというような状況でござい

ます。 

  予算的にも今おっしゃられたとおり、年2,000万から24年につきましては約3,000万、

4,000万近い金が計上されてやっているわけでございますが、そんな中においてもなかなか

要望全てにお忚えすることはできないというような状況でございます。要望の中身につきま

しては、やはりおっしゃられたとおり道路の壊れたところの補修、また水路の補修、拡幅し

てほしい、そんなような状況、また水路でも漏水がひどくてだめだというような部分、そう

いう部分が含まれる中で、約250件から280件というものが上がってくるわけでございます。 

  ただし、これにつきましては、過去の部分から引き継いでいる部分も相当ございます。そ

んな中で、地区の中で要望される中で実施させていただいても、また新たに同じくらいの数

字が要望が上がってくるというような状況でございますので、なかなか予算も影響はしてく

るわけでございますが、実施できないというような状況でございます。 

  ただ、そんな中で25年度事業計画のときにもお話を若干してございますが、そんな中でま

とめる中で、今地区の要望の中で大きい水路整備に25年からかかっていきたいということで、

まとめる中でやっていきたいということでございますので、水路整備につきましては、ここ

数年の中で50％、60％解消できるかというような状況もございますが、そんなことで進め

ていくということでございます。 

  また、そんな中でその進め方ということでございますが、やはりこれは各地区の中で、例

えば道路も改修も必要だろうということもございます。そんな中で、現状を見させていただ

く中でいくと。だから、この要望の中には例を挙げますと道路の陥没というようなこともご

ざいますが、行ってみると尐し水がたまる程度だったり、そういうものも全部含まれており

ます。そんな中でやはり緊急性また対象の工作の状況等を含める中で、利用状況等状況を見

る中で進めてきているという現状でございますので、よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○議長（宮下光晴君） 宮下議員。 

○６番（宮下 聡君） この現況からして、ことしの進捗状況をちょっとお聞きしたいんです

が、こういった先ほどの説明のとおり、やってもやってもまた出てくるというような、こう

いった各所が非常に老朽化が激しくなっている状況の中で、ことしの復旧状況というのは、

24年度まだ継続しているわけなんですが、どんな状況で現在のところ進んでおりますか。 

○議長（宮下光晴君） 振興課長。 
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○振興課長（飯森 力君） 今、24年度につきましては、一忚１月末くらいでちょっと閉めて

みたわけでございますが、約280件からの要望が出てきております。そんな中で、今後３月

までにちょっと含める中でやっていきたいという部分も含めまして約40件ということになろ

うかと思います。 

  ですので、残りがまたどんとふえてしまうわけでございますが、やはり大きなお金がかか

ってくる部分もございます。それらも含めてやってございますので、そこら辺のところをご

理解いただく中で、件数的には尐なくなっている状況もありますが、先ほど申し上げました

危険度等またその生ずる受益の関係等を精査しながら進めさせていただいているという状況

でございますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（宮下光晴君） 宮下議員。 

○６番（宮下 聡君） 現況と進捗状況はおおよそわかりました。次の、今後の地区要請事業

の取り組みを計画的にどう進めていくかというほうに移りたいと思いますが、復旧事業の分

類としては、課長からこういう一覧表をいただいたわけなんですが、緊急性の高いもの、ま

た普通に進めていいもの、それと先延ばしができるようなものとか、いろいろ分類がされる

わけなんですが、この実施計画を立てるという、こういったことで取り組むということを私

は特にお願いをしたいと思いますが。 

  現在までの復旧工事はどういう基準のもと選定をして、工事を進めてきたのか。また、全

般の施工計画をつくって進めてきたのか。また今年25年度からは各区の要請が、今聞きます

と24年度分で280件あると、非常にまたふえているわけなんですが、この地区要望に対して

これからどういった計画を進めてこれを尐しでも減らしていくという、村民の協力も非常に

必要なわけですが、ぜひその辺を計画的に進めるという観点の中で、現在までどういう進め

方をしてきたのか。各地域を全般にわたって見てはおると思いますが、どういった計画のも

とにやってきたのか、そういう現在までの進めてきた状況をお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（宮下光晴君） 高野村長。 

○村長（高野忠房君） 今、課長が申し上げたように、本当に多くのご要望が今、村のほうに、

いただいておるわけであります。ただ、以前と比較いたしますと、要望内容でございますが、

以前はこの程度であれば村のほうには来なかったというようなものも、大分今の時代は上が

ってきております。昔はそれぞれ地域のおてんまというような中で直していただいたおいう

ようなものまで、今日は上がってきているということで、数が以前よりも上がっておると、

そういうこともございます。 
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  さて、これからの取り組みとかあるいは計画的な進め方というようなことでございますが、

大きなものがあるわけですね。老朽ため池ですとか水路の改修、それから主要村道の改良、

これらについてでございますが、これらの要望も非常に大きなわけでございますが、これら

につきましては、村単独ではできませんので、県・国の補助金あるいは交付金を受けて実施

するということでございまして、こういったものについては年次計画を立ててそれぞれやっ

ております。 

  特に、老朽ため池等につきましては、老朽化の度合い等を調査しまして、危険度が高いほ

うから順次進めていくような形でやっております。幸い、今回の国の24年度の補正で、前倒

しというようなことが出てきたわけでありますが、村といたしましては次にどこをやってい

くというような計画をもってやっておるわけであります。 

  それから、主要道路、これらにつきましても、これは国交省等を入れる関係でそれぞれ優

先順位を決めながら計画を立てて進めておるということであります。 

  それから、あるいは県・国に関する事業、こういったご要望もたくさんちょうだいしてお

ります。これらにつきましては、その実情を訴えてお願いをしているという状況であります。

そうした中で、やはり県・国等についても危険度といいますか、緊急性のあるもの、それか

ら受益者といいますか、関係者の多いもの、そんなものから着手していただいておるという

ような状況でありますが、こちらもなかなか順調に進んでいかないというのが実態だろうか

なと、そう思っております。 

  それから、村単独の幾つかの事業があるわけでございますが、これにつきましては、現地

を確認していただきながら受益者が多いというようなもの、それから緊急性が高い、こんな

ようなものから順次進めさせていただいておるということであります。でございますから、

決してそれぞれ地域から上がってきた申し込み順といいますか、要望をいただいた順にとい

う形ではならないというのが現状であるわけであります。今後もこうした考え方で進めてい

きたいと、こう思っております。 

  そして、財源が村単独のものにつきましてはすべて村の一般財源ということになるわけで

ありますが、ほかの事業と関連づけてやっていきたいと、こんなようなことも考えておるわ

けでございます。これからもこのような形でやっていきたいと思っておりますので、ご理解

を賜りたいと思います。 

○議長（宮下光晴君） 宮下議員。 

○６番（宮下 聡君） 村民から見ますと、これだけの非常に、さらにふえて280カ所という
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ことなんですが、どういった形でこれを進めているのかということが、村民からすれば見え

ないわけね。だから、私の言うのは、これだけの事業をどうやって村民の要望に忚えていく

か、復旧作業を進めていくかということで、ぜひこれから１年間のおよその計画とか、そう

いうものが出ないんですかね。 

  それでないと、これだけの要望があるから、じゃ、緊急性の高いものからやっています。

それから、先延ばしできるのは後回しにしていますというような形で、今までそういう形で

きたかと思いますが、その計画的な取り組みということを何とかできないものかと。村民か

らしてみて、こういう状況の中で要望がたくさんあって、じゃ、それをどうやって復旧作業

をしているのかということを示してほしいと思うんですよ。そういったことを、計画的な復

旧作業という、こういった観点で何とかならないかと思うんですが。 

○議長（宮下光晴君） 振興課長。 

○振興課長（飯森 力君） おっしゃられていること、大変重要なことかというふうに感じま

す。しかしながら、この地区の要望に関しましては、状況を見ますと、大体区の総会の後に

まとめて出てくるというような状況がございます。そんな中見ますと、大体10月の後半、

11月ころから４月までというふうに各地区出てまいります。 

  そんな中で要望を見る中で、やれるところ、やれないところ、考えて計画する中でやって

いるわけでございますが、そんな中でいくと、前年度の部分を計画しても新年度に新しいも

のが出てきてしまうというような状況の中でおりますので、皆さんにお示しできればいいん

ですが、なかなかそういうことにはつながっていかないという状況もございます。そんな中

で、もう尐し計画性を持った状況をつくっていければなというふうに考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（宮下光晴君） 宮下議員。 

○６番（宮下 聡君） これだけ、これを見ますと非常に細かなところ、さらにちょっと規模

的に大きいところ、先ほど村長言われました国のほうにも対策を求めている、県のほうにも

求めているというお話なんですが、これをどうやって分析をして、どういう方向でこれを消

化していくかという、これは本当に大変なことだと思うんですが。 

  村民からしてみれば、いつできるかわからないわということがあると思うんですが、財源

関係にも入りますけど、こういったことで今までの財源を確保しなきゃいけないということ

の中で、200件以上の復旧要望の中で消化してきたわけなんですが、24年度の当初予算は

2,000万円で、その後補正５号で1,000万円を追加して3,000万円でやってきたということも
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あるんですが、この財源と仕事の関連をどうとらえているか。 

  復旧はなかなか進まない。じゃ、それに基づく財源はどうするか。こういう計画がないと、

非常に財源確保も難しいんじゃないかと思うんですが、仕事量はあってもなかなか進まない。

こういったことでほとんど一般財源ということの中でやっているんですが、どうですかね。

財源についてどう捉えているか。全体でどのくらいあるかという試算も、これはなかなか難

しいと思うんですが、これからどういう方向で長期間においてこれを消化していくか、住民

要望に忚えていくかというのが非常に問題なんですが。 

  財源的にはどうですか、今までの経過の中で、せいぜい3,000万くらいな確保の中でやっ

てきたんですが、そういった尐し、これは財源をもっと確保すれば消化できていくのか、そ

の辺はどうですか。 

○議長（宮下光晴君） 高野村長。 

○村長（高野忠房君） やはり、正直申し上げますとこれらの事業に全てお忚えしていくには

財源であるわけですが、今議員おっしゃられたとおり、当初予算においては1,000万あるい

は2,000万というような予算を過去においては組んでまいりまして、それぞれの状況を見て

年度途中で補正をさせていただいて対忚していくということをやっておるわけです。 

  そして、各地区からご要望をちょうだいするときに、あるいはお聞きするときに、区長さ

んを初め、原則として区長さんを通じてご要望をいただいておるわけでございますが、そう

いった中で、区長さん初め区の役員の皆さんから、いわゆる現実のお話を聞かせていただい

たり、それから現地を一緒に見させていただくというようなことをさせていただいておりま

す。 

  そうした中で、さっきから申し上げているように、これは本当に緊急性を要するな、ある

いはここは非常に多くの方がご利用されるなというようなところが出てまいりますと、それ

らを優先してやるということなんですが、どうしてもそういうことを入れていきますと、手

持ちの予算では足りなくなるということで、年度途中で補正等をさせていただいてやってお

るわけであります。 

  そうした中で、今それぞれ各区にお願いしていることは、現物支給といいますか、現物を

支給申し上げるので、もし忙しいとすれば村でやれということになると、相当同程度の修理

とかそういうことは各地にあるので、ここをすぐというわけにはまいりませんよというよう

なお話の中で、地域として急ぐ場合には、材料費等の支給を申し上げるのでという、そして

対忚していただくということもあるわけでありまして、そういった形で対処していただいて
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いる地域も大分あるわけでございます。 

  そういうことを含めて、現在今、金額的には年間で2,000万から4,000万ぐらいというこ

とで今進んできておるわけでありますが、3,000万ぐらいが現在ではやっとかなと、そのよ

うに考えております。できるだけ制度を活用できるようなものは、制度を活用していきたい

と、こう考えておるわけでございます。 

  以上であります。 

○議長（宮下光晴君） 宮下議員。 

○６番（宮下 聡君） これを本当に一般財源でやっていくということは大変なんですが、こ

の内容の中で、何とか補助事業の対象にはなるということが何点もあると思うんですよね。

それで、同一事業に対して尐しまとめて金額を大きく計画をして、そういったことで補助対

象ができないか。何でも一般財源でやっていくしかないのか。これは非常に、財源確保とい

うことは難しいと思うんですが、その辺はどういうものでしょう。 

○議長（宮下光晴君） 振興課長。 

○振興課長（飯森 力君） そこら辺につきましては、先ほどちょっと述べたんですが、この

地区の要望の中でも非常に水路の改修等ございます。それにつきましては、今回ある程度ま

とめさせていただく中で、村内全域の水路整備という形で行っていくということでございま

す。 

  そんな中で、水路関係につきましては、国の事業の前倒しの部分もございます。そこら辺

も利用しながら、麻績村全体にわたる水路整備等を行えるよう計画を立てて、できるだけ

県・国の補助事業を適用していきたいというふうに考えております。 

  また、ため池等につきましても、危険度等の部分でございますが、そういう大きなものに

つきましてはやっていきたいと。ただし、今度細かいものをまとめるということでございま

すが、やはり道路にしろ、例えばの話、明治町と上町というようなところで全部つながれば、

何とか村道改良とかいろいろな部分で補助の対象はなろうかと計画は立たろうかと思います

が、ここで50メートル、ここで30メートルというものをまとめて計画で上げるのはちょっ

と不可能に近いのかなというふうに考えております。 

  そんな中でも、できる限り村の中でつながる部分があれば、それは例えばの話、起債対忚

の部分でやるとか、いろいろな部分でちょっと大型の事業化ができるんではないかなという

ふうに考えてはおりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（宮下光晴君） 宮下議員。 
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○６番（宮下 聡君） 本当に、これだけの要望を尐しでも住民要望を減らしていくか。非常

に問題があるんですが、先ほども言いました地元でできる、住民でできるものがどういった

ものがあるか。ちょっとしたものでもいろいろの今の工法でいくと、建設用機械がなければ

ほとんどできない、手作業でできないという、幾ら小規模であってもできないという。そう

いったことで、住民からの協力を得たいというが、そこら辺の分析をした上で、地元の中で

の話し合いというものは今まで持ってきたわけですかね。 

○議長（宮下光晴君） 振興課長。 

○振興課長（飯森 力君） その辺の地元対忚等の部分につきましては、先ほど村長も申し上

げましたが、原則区長さん等を通しての要請でございます。そんな中で現状を聞く中で、こ

こら辺については何とか地元で対忚できないかというような協議もさせていただいておりま

す。そんな中で、例を挙げますと、一地区当たりは地元で水路整備、側溝、Ｕ字溝等を買う

中で、何十メートルという工事もしたりしております。そこら辺は材料費が全額出ますので、

皆さん方の地域の住民のボランティアでできる部分という部分もございます。 

  農道舗装もやっております。アスファルト塗装はなかなか難しい部分がありますので、コ

ンクリート舗装で自分たちでやってございます。ただ、その材料支給に関しましても、材料

と、例えば小型の機械、誰か扱える人がいて、使えれば使うとなれば機械代も出てまいりま

す。そんな中もお話しする中で、地元対忚できる部分はお願いしていくということでござい

ます。ですので、要望に来たときに区長さん初め区の役員の方々お見えになりますので、そ

んな中で現状をお聞きする中で協議をして対忚をしていただく部分もあろうかと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（宮下光晴君） 宮下議員。 

○６番（宮下 聡君） ちょっと時間もないわけでありますが、こういった非常に住民要望が

ふえていく中で、どうしたらこれに忚えていけるかということ。それと、最後の質問ですが、

こういった状況を村民にきちんと説明をして、それから村民のある程度の理解を得てやって

いくことが大切ではないかと思うんです。区長会等、この現状を報告をしていただいて、住

民にきちんとした説明責任を果たすような形をお願いしたいと思います。それと同時に、で

きるだけ計画的な復旧作業をするような体制でお願いをしたいと思います。それでは、この

問題を終わります。 

  次に、村施設の整備と省エネ対策ということの中で、シェーンガルテンおみに対してのエ

レベーター設置をお願いしてあるわけなんですが、非常にこの開設以来、シェーンガルテン
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におきましてはエレベーターがなくて今まで過ごしてきたわけなんですが、住民からも高齢

化が進む中、または障害を持つ中で、ぜひエレベーターが欲しいと。非常に２階へ上がるに

も大変だというような声も聞かれています。 

  それとまた、指定管理者で民間委託したわけなんですが、ガルテンの従業員の方からもそ

ういったお客さんの要望があると聞いております。こういったことで、エレベーター設置に

ついては村長の前向きな答弁をお願いしたいと思いますが。 

○議長（宮下光晴君） 高野村長。 

○村長（高野忠房君） 答えさせていただきます。 

  シェーンガルテンおみは、現在民間事業者を指定管理者として管理運営を委託しておるわ

けであります。指定管理者からは、この話は今のところ出ておりませんが、今後指定管理者

の意向を聞きながら、設置について可能性があるかどうか、技術面、そしてまた資金面から

研究をしてみたいと、こう思っております。 

  なお、過去において検討した経過等があるわけでありますが、その結果としては設置は見

送るということになったわけであります。その辺の経過等については、観光課長から説明を

補足をさせますが、今後今申し上げたように、技術面、資金面のほうから研究はしてみたい

と、こう思っておりますので、お願いしたいと思います。 

○議長（宮下光晴君） 宮下観光課長。 

○観光課長（宮下和樹君） 補足をさせていただきます。 

  平成20年のときに、ふるさと事業団の助成支援を受けた地域再生マネジャーというような

事業を取り入れまして、検討をした経過がございます。そのときの協議結果からしますと、

工法では外づけの工法が一番安くつけられるんではないかというような検討がなされていま

す。事業費としましては、その当時1,300万というような数字は出されて、検討の中でして

きた過程がございます。 

  その協議をしているところで、結果でございますけれども、費用対効果という観点からす

ると見送ったほうがいいじゃないかというような結果が出されております。協議をされてか

ら４年が経過をしているところではございますけれども、現在の今までの対忚としましては、

シェーンガルテンの構造自体は２階が洋室、１階が和室というような整備状況となっており

ます。できる限り障害者あるいは高齢者の方に使いやすいようにということで、そういった

予約を受ける中で、１階の和室のほうでの対忚をさせていただいるのが現状でございます。 

  また、必要に忚じては和室のほうにベッド等を用意すると、そういったことも視野に入れ
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て予約を承っているというようなところで、今まで経営をしてきております。今後につきま

しては、村長答弁あります指定管理者のほうとも協議をする中で、検討していきたいかなと

いうふうに考えます。 

  以上です。 

○議長（宮下光晴君） 宮下議員。 

○６番（宮下 聡君） 施設の充実を図るということの中で、村長も公約の中では３本柱の一

つということで、高齢者や障害者に優しい麻績村ということをうたっておりますよね。ぜひ

こういった観点から設置をお願いして、私もちょっと費用面で聞いてきたんですが、設置場

所はあそこに売店がありますよね。売店の横に自販機がありますね。あの裏あたりがいいん

じゃないかという従業員の方からも話されたわけです。場所的にはいいところがあります。 

  それと、費用については小さいホームエレベーター式のものでもよかないかと。車椅子が

入って１人か２人そこへ付き添いの方か、そんな程度の小さいものでいいじゃないかという、

本体だけは200万くらいでできるんじゃないかと。今、1,300万ですか、そんなような予算

があれば設置は可能だと思うんですが、ぜひ前向きに検討していただきたいと思うんですが、

村長にもう一度お願いしたいと思います。 

○議長（宮下光晴君） 高野村長。 

○村長（高野忠房君） ただいま宮下議員さんおっしゃいましたのも、一つの案であるわけで

す。ただ、先ほど私、技術面でということを申し上げたわけでありますが、あの建物は建物

の構造からいってエレベーターを設置する場所がもう限られてしまうということですね。以

前は外づけという方法で検討したわけでありますが、中へつくっていくということになると、

現在の重要な構造なところを改修しなきゃいけないというようなことも出てまいりまして、

建築確認とかいろいろ難しい面も出てくるわけです。 

  いわゆるそういった技術面での検討も必要でございますし、それから今、利用者様のこと

を考えますと、今車椅子１台でというお話でございますが、実際に動き始めるとそれだけで

はならないというような面もあるわけでありまして、それから、特に営業で使うということ

になりますと、安全面とかいろいろなことがございます。そういったことを総合的に検討し

なきゃいけないという面と、それからあと、資金面ですね、このこともございます。 

  ですから、そういったことも含めて今後研究をさせていただくということでご理解いただ

きたいと思います。 

○議長（宮下光晴君） 宮下議員。 
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○６番（宮下 聡君） ぜひ、この提案をもとに早速調査検討をしていただきたいということ

を望むわけです。よろしくお願いします。 

  次に、最後の各地区の防犯灯をＬＥＤ化にする計画ということなんですが、東日本大震災

が３月11日を迎えるわけなんですが、２年を経過した中で、この原発事故により、原発から

自然エネルギーへの転換が大きな課題となっている、こういったことの中で、電力不足によ

る節電対策が我々国民にも大きな問題ということの中で、市町村も特に積極的に取り組んで

いかなきゃいけないんじゃないかということです。 

  この防犯灯については、先ほども塚原議員の質問にもありますが、関連をします。ぜひ村

施設の防犯灯をＬＥＤ化にして電気料とかいろいろの費用に対する節電をできるような、こ

ういったことでＬＥＤを設置する方向で検討をお願いしたいと思いますが、村長の答弁をお

願いしたいと思います。 

○議長（宮下光晴君） 高野村長。 

○村長（高野忠房君） 先ほどのご質問にもございましたが、各地区の防犯灯につきましては、

それぞれ各地区で現在管理をされていただいております。そうした中で、近年新設される、

あるいは改修される防犯灯につきましては、全てＬＥＤ化をお勧めしておりますし、またご

要望もＬＥＤ化でございます。そうした中で、村もそれに対忚するように補助金をあげて対

忚させていただいております。ご要望に沿って対忚できるように努めてまいります。 

  詳細につきまして、現状等につきましては、総務課長から補足をさせます。 

○議長（宮下光晴君） 清水総務課長。 

○総務課長（清水 清君） それでは、私のほうから答弁させていただきます。 

  防犯灯につきましては、地域の犯罪発生を未然に防ぐというようなねらいで、みんなで地

域住民を守る観点から各区の施設財産として整備をいただいているところでございます。村

では区の申請に基づきまして、新規設置を対象にして80％の補助という状況でございまして、

地元負担が20％ということでございます。ただし、修理代につきましての経費は補助はして

おりません。 

  区からの申請内容を見ますと、近年は価格の安定化に伴いまして、ＬＥＤでの補助申請で

ございます。本年度で見ると、予算的には補正予算を含めまして50万ほどの計上でございま

して、ほぼ執行予定でございます。ＬＥＤのメリットとしては、蛍光灯の長寿命化、電気料

の削減等維持管理費の軽減にもつながるというふうに考えているわけでございまして、省エ

ネ、環境の観点からしても、そんな時代と認識しておるわけでございます。 
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  今後におきましても、区の申請に基づき補助をし、明るい住みよい地域づくりに貢献をし

ていくというふうに考えているところでございます。 

  実績といたしましては、平成22年度からＬＥＤで設置の区が出てまいりまして、22年度

から数えますと、今現在までで20基の補助でございまして、24年度につきましては、12個、

６地区からの申請でございまして、これにつきましては極力ご要望に忚えるよう努力してい

るところでございます。 

  以上です。 

○議長（宮下光晴君） 宮下議員。 

○６番（宮下 聡君） このＬＥＤ化というのは非常にメリットがあるわけなんですが、設置

すれば電球等のそういった消耗はほとんどと言っていいかわからないが、なくなると。それ

と電気代も40％から50％は節電できると言われております。こういったことから、ぜひ村

が積極的にこのＬＥＤ化を進める体制をとってほしいと。地区の老朽化したときにやるでな

くて、できるだけ積極的な資材援助、今80％と言いましたが、それをして、村内をできるだ

け全部ＬＥＤ化にしたいというような村の方針を打ち出してほしいんですが、その辺、村長

いかがですか。 

○議長（宮下光晴君） 高野村長。 

○村長（高野忠房君） 村ではそれぞれ地区から来られてお話あるときには、これからはＬＥ

Ｄですよというようなお話はさせていただいております。これからも機会があれば街路灯そ

れぞれの地域老朽化が進んでおりますので、そんな地域についてはそんな話をさせていただ

いております。 

  ただ、今総務課長が申し上げたように、ついこの数年前からＬＥＤということでございま

して、それ以前に新しくつくられたところ等もございますので、そういった地域については

電球だけかえるとかそんなことをまたお話をさせていただければと、こう思っております。 

○議長（宮下光晴君） 宮下議員。 

○６番（宮下 聡君） もう既に完全に村の事業としてＬＥＤ化した市町村も大分出ているん

ですが、麻績村も村政運営の中で非常に重要な課題でありますので、ぜひ村としての方針を

全面に打ち出していただいて、積極的にＬＥＤ化して省エネに貢献してくれというような呼

びかけをぜひお願いをしたいと思います。 

  これは非常に国民に課せられた節電対策は、非常に重要だと思いますもんで、ぜひその辺

も、このＬＥＤ化ばかりじゃなくても、できるだけ節電をする村としての方針を打ち出して
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ほしいと。特に村施設内の省エネ化をどう進めるかというようなことも、きちんと方針を出

して、村民に示してほしいと思います。 

  では、私の質問はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（宮下光晴君） ６番、宮下聡議員の一般質問が終了しました。 

  ここで一旦休憩をとります。再開については10時50分からといたします。 

  ただいまから休憩に入ります。 

 

休憩 午前１０時４３分 

 

再開 午前１０時５０分 

 

○議長（宮下光晴君） それでは、休憩を閉じ会議を再開いたします。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◇ 小 山 福 績 君 

○議長（宮下光晴君） ５番、小山福績議員の一般質問を許可します。 

  ５番、小山議員。 

〔５番 小山福績君 登壇〕 

○５番（小山福績君） ５番、小山福績。 

  事前に通告いたしました２件について質問させていただきます。 

  １件目、ＪＡ松本ハイランド麻績支所について。 

  松本ハイランド農業協同組合第４次長期構想、前期・中期計画によると、第６ブロックは

明科、生坂、筑北、麻績の各支所４カ所の体制となり、日向支所は平成25年をもって廃止さ

れると聞いています。日向支所も現在金融窓口だけであり、利用者も高齢の方が多く、貯金

の管理、金融相談等も麻績支所まで出向くことになり、負担増になると思われます。 

  給油所についても、集約化を図り、筑北地域、聖南ＳＳも25年度収支状況により、麻績Ｓ

Ｓ１カ所になる改革案が出されています。現在ある聖南店、麻績店店舗についても、さらな

る改善対策に取り組み、困難な場合は業態変更を進めるとしています。将来的にスタンド難

民、買い物難民が出ることのないよう、麻績村としてＪＡハイランドに強く要望していく必
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要があると感じます。 

  人・農地プランについても、ＪＡハイランド事業方針の中で、営農に関して地域と連携し

た農地集積と遊休荒廃地対策を関係機関と進めるとしています。麻績村においても、人・農

地プランに積極的に取り組んでおるわけですから、ＪＡハイランドとタイアップした麻績村

の農業施策を早急に立ち上げる必要があると感じます。 

  ２件目の質問は、福祉企業センターの運営について。 

  麻績村例規集、福祉企業センター条例管理規則第５条によると、所長１名、指導員３名を

置くとされていますが、現在担当職員不在であり、住民課長が兼務で対忚しており、実質３

名で運営されています。障害のある方も働いており、もしものときに責任者不在では対忚に

支障が出ると思われます。施設も古く、今後利用者のためにも施設改修、安定した職員の配

置も含め、早急に検討していく必要があると考えます。村長のお考えをお聞きしたい。 

  再質問は自席にて行います。 

○議長（宮下光晴君） 答弁を求めます。 

  高野村長。 

〔村長 高野忠房君 登壇〕 

○村長（高野忠房君） それでは、５番、小山議員のご質問に答えさせていただきます。 

  まず最初のご質問でございます。ＪＡ松本ハイランド麻績支所について。まず、支所の統

廃合が計画されている中で、村としての対忚はということでございますが、昨年11月27日

に開催されましたＪＡ松本ハイランドさんと村との農政懇談会、この席で伊藤組合長さんか

ら第４次長期構想前期・中期計画に基づく支所等の統廃合について、ＪＡの方針をお聞きし

たわけでございます。その席で、私からは組合員に不便を強いることや、地域の衰退に拍車

をかけることのないようにとの趣旨を強くお願いを申し上げました。 

  その後も、同趣旨のお願いを申し上げ、また地域の組合員の強いご要望もあり、その結果

として１月18日に伊藤組合長さんが役場に来られ、麻績支所は充実をさせていただき、日向

出張所は形態を変えて存続していただけるというような、そんなようなお話をお聞きしたわ

けでございます。お願いを申し上げた方向になったことに感謝を申し上げるわけでございま

す。 

  ただし、日向出張所につきましては形を変えるということでございまして、金融、共済の

業務については麻績支所に統合ということでございますので、それ以外の形でしばらく存続

していただけるのではないかな、そう考えているわけでございますが、ただし、名前を変え
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る、地域の交流の場というようなことになっておりまして、村としても日向出張所について

は地域の人たちのよりどころとなる、そんな形でともに考えていきましょうと。ともに協力

していきましょうと、そんな話を申し上げてございます。 

  今後、正式にＪＡさんの決定を待って、関係者を検討してまいりたいと、そう思っておる

わけでございます。 

  次、２つ目のご質問でございますが、人・農地プランを推進していくに当たり、ＪＡと行

政との連携はということでございますが、人・農地プランについては、アンケート調査を始

めるなどその作成に着手したわけでございます。高齢化により、担い手の問題や耕作放棄地

の増加など、人と農地の問題で５年後、10年後の展望が描けない農家及び集落がふえている

現状にあるわけでありますが、こうした中で、将来に向けて持続可能な農業を目指すために、

農家の意識改革もあわせて人・農地プランを推進したいと考えておるわけでありますが、当

然議員おっしゃるとおり、ＪＡの地域農業ビジョンの目指す方向も同じであるわけでござい

ますので、しっかりと連携をして進めてまいりたいと、こう考えておるわけであります。具

体的には、25年具体的に始めます人・農地プランのまずプラン作成から入っていきたいと、

こう思っておるわけであります。 

  次、２つ目のご質問でございますが、福祉企業センターの運営について、運営の実態と今

後についてということでございます。 

  運営の実態については、後ほど住民課長から答えさせます。現在の運営状況は決して効率

的とは申し上げられませんが、今後につきましては、ご利用される方が数は減ってもいらっ

しゃるわけでございますので、現状維持をしてまいらなきゃならないと、こう思っておるわ

けであります。職員も一生懸命やっていただいておりますので、効率的な運営に努力してま

いります。 

  ただ、施設が建築後30年以上経過して老朽化が進んでおるということから、今後について

そろそろ検討をしなければならない時期に来ているのではないかなということは感じておる

わけでございます。先ほど職員体制についてでございますが、ただいま所長が現在体調を崩

して病院に入っておるわけでございますが、現在復職に向けて訓練に入っております。早期

の回復を願っておるわけでございます。それまでにつきましては、現在住民課長が兼務で対

忚させていただいておるわけでございます。 

  以上、私から答えさせていただきました。 

○議長（宮下光晴君） 柳原住民課長。 
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○住民課長（柳原俊文君） それでは、企業センターの運営の実態等につきまして補足説明さ

せていただきたいと思います。 

  議員おっしゃられるとおり、条例に基づきまして所長１名、指導員３名ということでござ

います。この条例がつくられた時点におきましては、利用者定員ということで20名、利用者

も実際18名ほどおったという状況の中でつくられた条例でございます。現在の利用者につき

ましては13名、実質２名の方が今お休みになっておりますので、11名の方が利用されてお

るというところでございます。 

  したがいまして、平成24年度体制といたしましては、所長１名、それから指導員２名で始

まったわけでございますけれども、残念ながら所長が体調を崩して療養ということで、途中

から指導員を１名お願いしまして、11月から３名体制ということで行っております。なお、

事務等の関係につきましては私が代行ということでさせていただいております。 

  利用者の人数によりまして、県から来ます交付金等につきましては、決まってきておりま

す関係で、若干今回も12月の補正でも減額させていただいたとおり、11名分の事務費とい

うことで県からの交付金で賄っているということでございます。 

  なお、受注事業につきましては、年々下がってきてはおったわけでございますが、平成24

年度につきましてはおかげさまをもちまして景気の動向等で多尐の前後はありますけれども、

昨年度よりは受注の件数がふえて収入がふえているというような状況でございます。最終、

平成24年度につきましては、300万を若干オーバーするくらいの収入になるのではないかと

いうふうに、今予想を立てておりますが、今のところは順調ではございますが、また今後ど

うなるかということもございますが、今のところしっかりとその受注を確保できるような形

で努力してまいりたいと思っております。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（宮下光晴君） 小山議員。 

○５番（小山福績君） それでは、再質問をさせていただきます。 

  ＪＡさんのことにつきましては、村長さんにお聞きしても無理な部分もあろうかと思いま

すけれども、前期・中期計画が本年度から27年度にわたっておりまして、第４次の長期構想

としての最終が平成30年であると聞いています。 

  ここから想像できることが、あと５年くらいの間に、どういうふうに世の中の、買い物で

もそうですしスタンドでもそうですが、移っていくかということが、なかなかめまぐるしく

社会構造が変わっていきますので、想定できない部分も生じてくるような気もしますので、
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例えばガソリンスタンドにつきましても、平成25年２月16日の信毎の紙面によりますと、

県内のガソリンスタンド34施設、休廃止の意向という見出して出ておりまして、これが表面

に出た数字だけでこれだけだそうです。改築されなければいけないのがあと106くらい残っ

ているとたしか書かれていたような気がします。 

  そこで、麻績村も現在スタンド２事業所あるわけですけれども、消防法の改正に伴う老朽

タンクの改修義務化で、農協さんあたりはやる気になれば資金的には問題ないわけですが、

個人の場合はそれだけのお金を捻出してガソリンスタンドをやっていくかどうするか、迷っ

ている方が相当数事業者の中にいると思われます。県もこの地下タンクの入れかえについて

ある程度支援をしていくというようなことをちょっと新聞で見たような気がしますけれども、

麻績村としても先ほど申し上げたように、スタンド難民のような形になるような形態だけは

ぜひ避けていかなければならないと思います。 

  また、ラポール、ウィル、ここら辺の店舗もある程度売り上げが落ちてくれば、農協さん

も恐らく、見捨てるという言い方は失礼ですけど、業務内容を変更するなり品数を減らすな

りという対忚をせざるを得なくなるような気がしますので、そこら辺のところも含めまして、

麻績村として村長さんには強くＪＡハイランドさんのほうへ引き続き要望していっていただ

きたいと思いますが、１月18日の伊藤組合長さんとの懇談の後も、また引き続き年に何回と

かということを、この事業計画が終了するまでの間、そういう懇談等のお話をしていっても

らうように計画を立てていただけないかどうかお聞きしたいんですが。 

○議長（宮下光晴君） 高野村長。 

○村長（高野忠房君） 伊藤組合長さんにも、最初、昨年開催されました農政懇談会の席でも、

それぞれ中山間地の自治体はいかに地域を元気にするか頑張っているんですよと。農協さん

もともに同じ気持ちになってやってほしいと。今そうしないと、それぞれ中山間地はどんど

ん寂れていってしまうと。そういう中で、今まで行政と農協さんが手を握り合ってそれぞれ

地域を元気にしてきた。今、農協さんにそういった方針にされてしまえば、この地域はどん

どん過疎化に拍車がかかり、地域が衰退していってしまうと。そんなお話を申し上げて、ご

理解をいただいたと思っております。 

  伊藤組合長さんも、願うことであれば地域が元気になってほしいということでありまして、

それぞれいわゆる農業の関係でも、麻績地域においてはリンゴの新わい化の増産とか、いわ

ゆるそういったことにも期待しておるわけでありまして、これからもともによい村づくりの

ためにやっていこうと、そんなこともおっしゃっていただいておりますので、これからも伊
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藤組合長さんともいろいろと機会を捉えて話す中で、今小山議員が心配されているようなこ

とがないように努めてまいりたいと、こう思っておりますので、議員からもご支援を賜りま

すようお願いしたいと、こう思っております。 

  以上です。 

○議長（宮下光晴君） 小山議員。 

○５番（小山福績君） それでは、ぜひそういう方向でお願いしたいと思います。農協の方が

ここにおられるわけではありませんので、これ以上長期計画の構想については話しても結論

が出ないと思いますので。 

  あと、人・農地プランの件ですが、これは自分も農協の２月７日の麻績支所の地区懇談会

へ地元の信用役員として参加させていただいたわけですが、その席上も、実際この人・農地

プラン、また遊休荒廃農地がふえていること、また後継者がいない、これは全て自分たちが

考えている話と共通しているような気がします。 

  それで、そんな中で、じゃ、何をしていくかということは農協さんも模索をしているよう

ですが、その中の一つに関係機関、地域と連携した農地集積と遊休荒廃地対策ということで

打ち出しておりますので、この部分も麻績村とぜひ行政で先に立ち上げて、それをＪＡさん

のほうへ課題として投げかける、そんな形でも何でもよろしいですが、早い段階で両者で農

業関係者を含めて会議を持っていただきたいと思いますが、そんなような計画は何かありま

したらお願いします。 

○議長（宮下光晴君） 飯森振興課長。 

○振興課長（飯森 力君） それでは、私のほうから若干、人・農地プランの関係でございま

すが、一忚平成25年当初までに、人・農地プロジェクト会議というものを立ち上げていきた

いと思います。これは、人・農地プランの作成をしていくための計画策定にかかわる部分で

ございます。そんな中で地域懇談会を開催する中で、直接農家からの意見、情報収集を行う

中で計画に反映をさせていくということでございます。 

  そんな関係の部分と関連して、連携する期間としてＪＡもございます。それと、ＪＡの中

のＪＡの皆さん、また農業委員会の皆さん、いろいろな農業にかかわる部分でやっておりま

す地域農業の再生協議会というのがございます。こちらのほうはＪＡさんも会員として一緒

に協議を進めているところでございます。ですので、こんなプロジェクト会議の結果等を皆

さんにお諮りする中で、よりよい方向を進めていくということになります。 

  そんな中で、やはりＪＡとしては麻績村の農業には大変重要な位置を占めているというふ
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うに考えておりますので、今後も引き続き連携をとる中で情報交換等をする中で、よりよい

人・農地プランの立ち上げをしていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（宮下光晴君） 小山議員。 

○５番（小山福績君） そのことを形にしていくためにも、ある程度計画というようなものが

必要になると思いますが、３カ月に一遍会議を持つとか、緊急に招集して会議をやるとか、

要は三位一体になったような形の会議を計画的に持つというようなことは予定されているか

どうか、お聞きしたいんですが。 

○議長（宮下光晴君） 振興課長。 

○振興課長（飯森 力君） まず最初に、人・農地プランの関係で、農業のマスタープランを

作成するということでございます。そのマスタープランの原型をつくるためにも、最初に

人・農地プロジェクト会議というもので調整しながらやっていきます。そんな中で、どうい

うふうにしていくかという方向性が決まってまいりますので、議員のおっしゃられるとおり、

今後はそういう方々を集めた中での会議も必要になってこようかと思います。その辺につき

ましては、またプロジェクト会議の中で検討し、対忚をとっていきたいというふうに考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（宮下光晴君） 小山議員。 

○５番（小山福績君） 今、課長さんに説明をいただきましたので、先ほども申し上げたよう

に、ＪＡさんがここにおられるわけではありませんので、これ以上の話は多分詰まらないと

思いますので、このハイランドのことについては以上とします。 

  続いて、福祉企業センターの再質問をさせていただきたいと思いますが、先日自分も施設

をちょっと見させていただきまして、指導員の方にもちょっとお話を聞いてきたわけですけ

れども、はっきり言って施設が、先ほど村長さんがおっしゃられたように古い感じがしまし

て、はっきり言ってきれいとは申せないような内装、外装だったような記憶があります。 

  それで、自分も運営委員としてあそこへ携わっておりながら、早い段階でもう尐し運営委

員の皆さんと一緒に施設見学をするなり、状況把握をもう尐し正確にしておくべきだったと

今反省をしているわけですけれども、その努力が足りなかったということは自分も責任を感

じます。 

  それで、一つお聞きしたいのは、課長が今、所長兼務でやっておられるわけですけれども、

事故等の対忚が現場に所長が不在ということでは、どうしても心配になるということを指導
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員の方からちょっと苦情を言われましたので、臨時の指導員さんが担当している中で、急に

病気になった、けがをした、火災が起きたというような場合に、指導者だけではすぐ対忚で

きないと、そういうふうにご指摘を受けましたが、その辺は今後どういうふうにやっていく

か説明をいただきたいんですが。 

○議長（宮下光晴君） 高野村長。 

○村長（高野忠房君） 議員おっしゃるとおり、きちんとした責任者が現地にいないというこ

とはよろしくないことであるわけです。所長につきましては、以前も体調が余り好ましくな

くて、休むことがあったわけでございますが、どうしても体調を崩して長期に休暇をとりた

いということが始まったのは、11月からでございます。年度の途中ということもありまして、

課長が今兼務をさせておるわけでございますが、現在、所長復帰訓練に入っております。こ

の状況を見て、復帰できるかどうかということでございますが、もしその復帰が難しいとい

うような判断がつけば、新たなほかの職員を置かなきゃいけないのかなと、こう考えておる

わけです。 

  限られた役場の職員の中でございますので、11月からすぐにということができなかったと

いうことについてはおわび申し上げるわけでございますが、今、復帰に向けて訓練に入って

おりますので、今のところ順調に回復しているのかなというふうには見受けられますが、今

後を見ながら長期になるということであれば、新たな所長ということも考えさせていただき

たいと、こう考えております。 

  もうしばらく様子を見るために兼務をさせておきたいと、こう思っておりますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

○議長（宮下光晴君） 小山議員。 

○５番（小山福績君） 課長さんに一つお聞きしたいんですが、ここに企業センターの平成22

年から平成24年までの運営委員会の会議資料があるわけですが、平成22年、23年を基準に

してこれを見た場合に、昨年あたりになると社会福祉施設についてきちっとした説明文もな

い部分もあり、相対的に薄っぺらいという言い方はちょっとふさわしくないと思いますが、

何か年々福祉企業センターの運営会議の次第、またその内容等についても徐々に必要なこと

だけを載せたような感じがしますが、その辺はどんな対忚を。これからもこれと同じような

資料でいくのか、もう尐し前年度のような説明書のついた資料にしていくのか、その辺をち

ょっとお聞きしたいんですが。 

○議長（宮下光晴君） 住民課長。 
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○住民課長（柳原俊文君） 私が住民課に参りまして４年ほど経過いたします。その間の運営

委員会の資料につきましては、確かに議員おっしゃられるとおり、ほとんど変わらないとい

うことでございます。それ以前の資料等につきましては、福祉企業センターとはこういう状

況で、こういう方が利用されている。こういう状況で必要だから、こういう施設があるんだ

よというような説明文といいますか、その内容も資料として添付されていたというふうに記

憶してございます。 

  したがいまして、そういうものにつきましても、今後は加えていきたいというふうに考え

ております。また、必要なことがございましたら、またご助言をよろしくお願いしたいと思

います。 

  以上でございます。 

○議長（宮下光晴君） 小山議員。 

○５番（小山福績君） 自分が先ほど申し上げたように、委員として施設見学、また通所者の

働く環境等も確認していなかった部分がありますので、自分にも責任はあると思いますので、

これからまた課長また所長と打ち合わせをする中で、委員の皆さんにもぜひその施設を見て

いただいて、何かこの委員会としてサポートできる部分があるか、これから模索していかな

ければならないと自分でも思っております。 

  それとあと、うまい表現ではないんですが、弱い立場の施設のような気がするんですよ。

先ほど宮下聡議員がおっしゃったように、村長も高齢者や障害者に優しい麻績村へというこ

とを公言しているわけですから、この施設についてももう尐し改良して、働きやすい、そん

な場所にしていく、そんな計画がありましたらお聞きしたいんですが。 

○議長（宮下光晴君） 住民課長。 

○住民課長（柳原俊文君） 今回ご提言といいますか、この議会に出しております第６次の麻

績村振興計画、そちらのほうの下部でございます。前期・後期の計画、それから実施計画の

中で、企業センターにつきましての改築等の検討をしていくというふうに盛り込まさせてい

ただいております。 

  したがいまして、何年とはちょっとまだはっきりとは申し上げられませんけれども、今後

環境等の整備につきましては検討していくということになっておりますので、またご協力の

ほどよろしくお願いしたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（宮下光晴君） 小山議員。 
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○５番（小山福績君） 村長さんに一つお聞きしたいんですが、この所長の件も含めまして、

慢性的な役場職員の数が不足しているんではないかと自分では思うんですが、その辺はどう

いうふうに思ってらっしゃるかお聞きしたいんですが。 

○議長（宮下光晴君） 高野村長。 

○村長（高野忠房君） 次の若林議員さんのご質問の中でも答えさせていただこうかと思って

おりますが、今まで行政改革という中で、いわゆる行政の経費をそれぞれ縮めていこうとい

う努力をしてきたわけでありまして、一番大きいのは総人件費という考え方の中で、人の数

を抑えてくるということをやってきております。 

  これからも必要な箇所はやらなきゃいけないわけでありますが、やはり今現在、非常に地

方分権、これからも地方分権が進んでくるわけではございますが、私ども役場職員に求めら

れる仕事というのは、非常にふえているというふうに思っております。そうした中で、今現

在定員を割っているような状況でございますので、今後はもう尐し人員を確保していかなき

ゃならないのかなと、そんなふうに考えております。そんなことから、計画的に今職員採用

等もしながら対忚していきたいと、こう考えております。 

  以上です。 

○議長（宮下光晴君） 小山議員。 

○５番（小山福績君） それでは、これ以上、時間はあるわけですけれども、ＪＡさんの話と

企業センターの話ですので、これ以上踏み込んでもすぐ結論が出るということがありません

ので、私の質問は以上とします。 

○議長（宮下光晴君） ５番、小山福績議員の一般質問が終了しました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◇ 若 林 今 朝 路 君 

○議長（宮下光晴君） 続いて、３番、若林今朝路議員の一般質問を許可します。 

  ３番、若林議員。 

〔３番 若林今朝路君 登壇〕 

○３番（若林今朝路君） ことしの冬は非常に寒さも厳しく、降雪量も多く、我が地域は村一

番の降雪地帯でもあり、例年になく除雪また一部屋根の雪下ろし等、こういった光景を見る

ことができたわけであります。このところは暖かい日が続いて、おかげさまで田畑の雪も融
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けつつあり、春を感じさせる陽気となったわけであります。 

  私の今回の質問は、このところ身近な課題として出ております公務員の給与削減、観光事

業、また６番の宮下議員と重複するわけでありますが、村の要望事項、この３点についての

質問をさせていただきます。 

  まず最初に、公務員の給与削減についてであります。 

  国は国家公務員の給与を削減して、東日本大震災の財源として捻出するため、平成24年、

25年の２カ年の時限措置として、平均7.8％の引き下げをするというものです。政府は国家

公務員の給与水準を100とした場合、地方公務員の水準を示すラスパイレス指数が国の試算

で2012年度106.9になったことを踏まえ、地方公務員の給与水準が国より高くなる減額の方

針が示されました。 

  昨年４月１日現在の国家公務員の平均月額と長野県77市町村の給与月額の差額について調

べてみますと、国より６万円以上低い市町村が10町村、４万円から６万円低い市町村が17

市町村、２万円から４万円低い市町村が27市町村、3,000円から２万円低い市町村が19市町

村、国より高い給与水準にある市町村が４市町村と、このように４市町村を除いて全ての市

町村は国より低い給与水準となっております。 

  しかし、今回の7.8％引き下げにより、中信地区市町村のラスパイレス指数は２村を除い

て他の市町村より100％を超える結果となりました。地方自治体からは職員など削減を図り、

行政改革を進めてきただけに、国側への不信を募らせる市町村が非常に多く、地方分権のあ

り方を改めて問う形となっております。 

  私の今回の質問は、使用者である村側の立場、また職員である労働者側の立場を抜きにし

て質問をさせていただきますので、まずもってご理解をいただきたいと思います。 

  そこで、給与削減された原資を災害復興の財源に充てるということでありますが、改めて

この給与削減の趣旨と目的、その背景について、さらにこのことが市町村及び職員に与える

影響、こういったものについて村長のほうからご答弁を求めるものであります。また、実施

された場合、我が村に与える交付税の影響、これはいかほどか、これらもあわせてご答弁を

求めるものであります。 

  次に、観光事業でございますが、平成の行政改革が今観光部門で進められております。昨

年度、今まで財団法人聖高原開発公社が運営したシェーンガルテンおみ、レイクサイド館が

民間企業に指定管理が移され、今年度、この３月30日をもって財団法人聖高原開発公社を解

散し、新たに聖高原リゾート株式会社が発足することになり、大きな転換期を迎えています。 
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  この結果、民間企業に移行された指定管理施設と、また財団法人から株式会社に移行され

た聖高原リゾート株式会社、さらに村が今まで行っておる別荘事業、観光事業、こういった

大きく３つに業態が変更されるわけであります。 

  今までもそれぞれ横の連携をとりながら観光事業発展のために行ってきておるわけであり

ます。既に条例化されております観光事業全般にわたる研究、検討を進めるための麻績村観

光事業検討委員会、さらに別荘業務全般にわたる検討を進めていく麻績村別荘地等研究委員

会、さらに麻績村聖博物館検討委員会等があります。これは全て村長の諮問機関であり、こ

れはこれとして重要な条例と考えております。 

  ただ、今までと違い、それぞれ業態変更された皆さんが、独立性を持って事業展開してい

くだろうということも予想されます。そのためには、横の連携をより密にしていく必要があ

ると考えております。そのためには、やはりこれらの連携をとるための組織づくり、こうい

ったものが必要と考えます。また、これにかわるべき考えがありましたらお答えをいただけ

ればと、このように思います。 

  ２点目につきましては、指定管理施設の経営状況と実態の把握についてご質問させていた

だきます。 

  企業参画による指定管理施設等につきましての経営状況について、深く追求または関与す

ることはできませんが、施設の利用状況なりまた村民の声を聞き入れていただける、こうい

った情報提供ができないかどうか、これらのところもお聞きしたいわけであります。 

  さらに、別荘分譲について、残された村として観光事業を推進するわけでありますが、こ

の分譲に当たっての業態変更された中での分譲、こういった形については非常にこれからこ

ういう時代が時代でありますので、別荘分譲、こういたものについては非常に難しい要素も

ございますが、これを契機にひとつ地上権分譲、麻績方式、こういったものを新たな商品と

して、それぞれ売り込んでいく必要もあろうかと思いますし、一方では未利用別荘、こうい

ったような空き別荘も点在しておるわけであります。こういったものを一つの商品化できな

いか、ここらのところも今後の大きな課題だと思いますが、これらについてのお考えもお聞

かせいただければと、こんなふうに思います。 

  ３番目の、村への要望事項でございますが、６番、宮下議員の質問と全く同じでございま

す。このことについて、若干質問の中では再質問という形でとらさせていただきます。多尐

重複する点があろうかと思いますが、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（宮下光晴君） 答弁を求めます。 
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  高野村長。 

〔村長 高野忠房君 登壇〕 

○村長（高野忠房君） ３番、若林議員のご質問に答えさせていただきたいと思います。 

  まず、公務員の給与削減についてでございます。 

  国家公務員の給与は、平成24年度から２カ年間、平均7.8％引き下げており、地方公務員

にも同程度の削減を求めております。そして、国家公務員並みに給与を削減することを前提

に、平成25年度分の地方交付税を9,000億円減らすとしております。 

  今日、地方は行政ニーズが多種多様化、増大化する中で、総人件費の縮減に努力を重ねて

まいったわけでございますが、こうしたことへの配慮もなく、また地方の財政自主権を侵す

ことにもなりかねないこのたびの地方公務員の給与の削減を要請するということには納得で

きないものがございます。 

  しかし、東日本の復興への協力という面からは、職員のご理解、ご協力をいただきながら

給与を削減させていただく方向で検討せざるを得ないと考えておるわけであります。このた

びの給与削減が、職員の士気の低下につながらないことを願うものであります。 

  交付税の影響でございますが、全国で9,000億円の削減となっておりますが、麻績村にお

いてはこれはあくまでも概算でございますが、1,800万円ほどではないかなと想定をしてお

るわけでございます。ただし、この9,000億円の削減につきましては、その３分の１は地方

へ新たな交付金として交付されるということにもなっておるわけでございまして、そっくり

ただいま申し上げた額が響いてくることにもならないではないかなと、こう思っております。 

  麻績の職員の給与の実態、それから削減内容、交付税の影響額等については、総務課長か

ら後ほど細かく答えさせていただきます。 

  ２つ目のご質問でございます。 

  観光事業についてでございますが、議員おっしゃられるとおりでございます。麻績村の観

光事業は、昭和30年代終わりから聖高原の別荘分譲事業を主に始まったわけでございまして、

麻績村の村づくりの柱として今日まで進められておるわけでございます。これからも都市と

の交流促進に、そしてまた元気な村づくりに観光事業の推進は重要と考えておるわけであり

ます。 

  現在、村の観光にかかる主な組織でございますが、村の観光課、それから財団法人聖高原

開発公社、そして株式会社聖高原管理センター、そして村観光主要施設の指定管理を受けて

おられる共立メンテナンスさんがございます。また、３月末で財団法人聖高原開発公社は解
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散し、４月からは新たに聖高原リゾート株式会社が発足するわけであります。今後ますます

多様化する観光ニーズに対忚していくには、これら観光に携わる組織が連携をとり合うこと

は極めて重要であると考えておるわけであります。 

  新年度に入りましたら、より強固な連携が図られるよう検討してまいりたい、こう思って

おります。なお、議員おっしゃられたとおり、観光及び別荘分譲に関する検討委員会等につ

いては、現在村長の諮問に答えられる組織として、麻績村観光事業研究検討委員会、麻績村

別荘地等研究検討委員会などがございます。その上に、新たな委員会を立ち上げるというこ

とは考えておらないわけでございますが、議員おっしゃられるとおり、大変重要でございま

すので、今後は先ほど申し上げました村の観光に係る主な組織の連携を図る話し合い、ある

いは会議等は必要であると、こう考えておりますので、今後検討してまいりたいと、こう思

っておるわけでございます。 

  次の、指定管理施設の管理運営の実態把握についてということでございますが、このこと

についてでございますが、指定管理により管理運営を委託してあります施設については、経

営状況等をしっかりと報告していただくということを協定で定めております。いずれその時

期が参りましたら、報告いただくことになっております。それらの状況について、報告事項、

時期等について、観光課長から補足を申し上げます。 

  次に、未利用別荘の利活用の考え方ということでございますが、現在聖高原の別荘地には

約480の別荘が建っております。そして、これらの別荘が年間それぞれお客様がどのような

形でご利用いただいておるかという内容については、把握はできておりません。これはそれ

ぞれ個々の方がいつ利用されるかということについては把握できません。ただし、地上権が

解除された、すなわち村に戻ってきた土地については把握しておるわけでございまして、そ

の土地にある別荘は現在13棟ございます。この13棟については、当然利用されていないと

いう状況でございます。 

  この村の所有物件の中で、まだ利用できそうな別荘については販売が進むよう、そしてま

た利活用ができるよう努めておるわけであります。なお、村所有になった別荘について、23

年度以降７件の販売ができております。７件がお客様の手に渡って、活用されているという

ような状況でございます。先ほど申し上げました、まだ物件が13棟あるわけでございますが、

今後も利用していきたいと、こう考えております。販売するように努力していきたいと、こ

う考えています。 

  ３番目のご質問でございますが、村への要請事項についてということでございますが、こ
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れは６番、宮下議員さんへの答弁とも重複しようかと思いますが、ご了解をいただきたいと

思います。 

  各地区からのご要望は、たくさんの件数となっておるわけでございます。多額の予算が必

要な事業は、各種の制度を活用するように努めておるわけでございます。それぞれ現地を確

認していただき、受益者が多く緊急性の高い箇所から優先して進めてさせていただいておる

ということでございます。限られた予算の中で、全てのご要望にお答えできないという状況

でございますが、今後もできる限り努力をしてまいりたいと、こう考えておりますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。また、必要がございましたら、詳細については振興課長か

ら答えさせていただきます。 

  以上、私のほうから答弁をさせていただきました。 

○議長（宮下光晴君） 清水総務課長。 

○総務課長（清水 清君） それでは、私のほうから公務員の給与削減について答弁させてい

ただきます。 

  まず、１点目でございますが、給与削減の趣旨と目的、その背景はについてでございます。

本年１月24日、閣議決定を受け、国から地方への要請によるものでございます。内容は、１

つ目といたしまして、日本の再生のために、防災・減災事業に積極に取り組むこと。一層の

地域経済の活性化といった課題に、迅速かつ的確に対忚する。２番目として、今後消費税増

税について国民の理解を得て進めるためにも、公務員が先頭に立って取り組みを進めていく

姿勢を示すことが重要ということで、総務大臣からの親書も各自治体に送付されてきておる

ところでございます。 

  国家公務員においては、昨年４月から平成26年３月までの２年間の時限措置として、東日

本大震災の復興財源に向け、平均7.8％の給与の削減を行ってまいりました。そのような状

況下、各地方公共団体においても、これまでも自主的に給与削減措置や定員削減などの行政

改革の取り組みが進められてきたところでございますけれども、東日本大震災を契機として、

防災・減災事業に積極的に取り組むとともに、長引く景気の低迷を受け、一層の地域経済の

活性化を図ることが近々の課題となっておるわけでございます。 

  こういうような状況下において、地方公務員においても国家公務員同様の対忚が求められ

ているわけでございまして、全国町村会は、当初受け入れがたいとの姿勢でございましたが、

現在のところ結論は出ておらないという状況でございます。現在までの状況は、本年７月か

ら来年３月までの９カ月間の時限措置であるわけでございます。 
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  次に、市町村及び職員に与える影響はについてでございますが、実施となれば影響はいた

すわけでございまして、基準となる指標は、国家公務員の給与水準を100とした場合の、地

方公務員の給与水準を示すラスパイレス指数がございます。それをもとに対忚することにな

るわけでございまして、麻績村は近年90％から92％で推移しておりましたけれども、平成

23年度においては中途採用された複数の職員が退職されたというような要因がございまして、

95％という状況になったわけでございます。 

  数字上では過去と比較すればほぼ適正な基準値まで是正されてきた状況と認識しておると

ころでございますが、削減率につきましては、今後の方針により計算されてまいるわけでご

ざいます。平均7.8％の削減であり、給料の階級によっての削減率も変わると予想されてい

ますが、現在までのところ、はっきりしたことは見えてきていません。 

  次に、交付税に与える影響はについてでございますが、今回の影響は平成25年７月給与削

減を前提とした場合には、先ほど村長の答弁のとおりでございますが、給与削減額は全国で

0.9兆円との見込みでございまして、交付税での麻績村削減分は概算でございますけれども、

1,800万円と見込んでいるわけでございます。また、国の意向では交付税交付団体並びにこ

の7.8％削減しても国家公務員の現在の基準を下回る団体にも協力要請をしていると、そん

な状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（宮下光晴君） 宮下観光課長。 

○観光課長（宮下和樹君） それでは、続いて観光事業についてお答えをしたいかなというふ

うに思います。 

  まず、検討委員会等の設置をというご質問でございます。村長の答弁のほうにもありまし

たが、検討委員会につきましては村長の諮問に忚じて検討するというような状況となってお

ります。そのため、若林議員さんのおっしゃいます連携ということになりますと、実質麻績

村の観光協会が一番検討の中で必要とされる協議会かなというふうに考えます。 

  ですので、４月からは株式会社管理センター、また株式会社共立メンテナンス、また新た

に活動を始めてまいります聖高原リゾート株式会社、この３社に改めて観光協会のほうに加

わっていただいて、この中で連携を図っていきたいかなというふうに現在考えて、進めてお

ります。 

  それから、指定管理施設の経営状況の実態はというご質問でございます。 

  売り上げ等の月報程度の数字については、もう既に把握しているところではありますけれ



－70－ 

ども、実際のところ年度が終了しまして、提出していただきます書類につきましては、村長

の答弁のとおり、年度から終了して60日以内に報告するということで協定のほうで結んでお

りますので、その結果を見て公表をしていきたいかなというふうに考えます。 

  ただ、月報だけを見る中では、提案をしてきたときの計画という数字の売り上げ等を見て

みますと、やはり厳しい状況にあるのではないのかなというふうに見ているところでありま

す。ただ、経費の削減等のこともございます。ですので、一概にその数字だけでどうのこう

のということは結果は出ないかなというふうに考えます。 

  また、未利用別荘の利用活用ということでございます。平成22年度から現在７棟が売れた

という言い方がいいのかどうか、これは別ですが、私どもは別荘の建て売りをやっているわ

けではございませんので、たまたまその区画に別荘が建っていたというものであります。そ

の中で、今非常にリフォームというようなことが盛んに言われておりますので、たまたまそ

こに建っていた別荘が一緒に売れていったというような考え方がいいかなというふうに見て

おります。 

  また、村で戻ってきました別荘について、コテージとかいろいろなそんな活用の方法もあ

るかなというふうに考えます。ただ、森林の中で建っている別荘ですので、平地で建ってい

る建物とは非常に保存状況ですか、悪い状態になっております。ですので、いずれにせよ、

建物自体はすぐ使うというわけにはいきません。何らかの投資をしていかないと使えない状

況は変わりはございません。ですので、その辺の投資が必要かどうかをまた見きわめる中で

検討をしていく、そんな予定でございますので、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（宮下光晴君） 若林議員。 

○３番（若林今朝路君） 給与削減等々についてからの再質問をさせていただきます。 

  ちょっと細かい点になろうかと思うんですが、こうした形で国・県・市町村、こんな形で

の給与削減、こういった方向でございますけれども、仮に地方交付税を受けておらない東京

都だとか本県でいう軽井沢、こういったところは地方交付税を受けておらない。こういった

ところへもこの東日本大震災、減災・防災、こういったためにという形で強要されておるの

かどうか。 

  また、細かい点でありますけれども、もし時限措置で24、25でありますが、仮にこのと

きに定年退職なり、また都合で退職されたというような場合の給与、手当、こういったもの

の算定等々についても大きく変わってこようかと思いますが、この２点、かいつまんでひと
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つお答えいただければと、こんなふうに思います。 

○議長（宮下光晴君） 総務課長。 

○総務課長（清水 清君） 不交付団体についての方向ですが、国からは先ほど申したように、

総務大臣の親書として各自治体に要請はされております。したがって、やるやらないという

判断はまだ今現在では情報も得ておりませんけれども、そういうことでの取り組みの要請は

受けております。 

  また、今、退職だとかそういうところに影響はないのかということですが、現在考えてお

るといいますか、認識しておるのは、これは時限的な措置でございまして、したがって、そ

ういうところには影響がないだろうということしかお答えができないわけでございますけれ

ども、そんな状況であります。 

  以上です。 

○議長（宮下光晴君） 若林議員。 

○３番（若林今朝路君） この問題等々については、デフレ脱却という形で国を挙げて取り組

んでおることと、このことは逆行した形であります。ローソンなりセブンアンドアイ、日産

等々、それぞれ賃上げをしていくと。一方、公務員の給与は削減されるということになれば、

やはり購買意欲、こういったようなものにも低下する要素もございます。 

  それよりも、一番は職員自身の士気、こういったものが低下しなければいいなと、このよ

うに思うものであります。今後、このラスパイレス指数、こういったものを基準としての一

忚何らかの形で削減はされていこうと思いますが、これらを考慮してひとつ取り組んでいた

だければと、このように思います。 

  次に、観光事業でございますが、一ついろいろ今組織等々の関係もご答弁いただいて、観

光協会母体としての取り組みという形のご答弁をいただきました。より横の連携を密にとっ

ていただくということをお願いするわけであります。 

  それと、もう１点、一忚各施設とも業者に指定管理されたもの、また一方では株式会社化

ということで、これは村が大株主、こういった形の中で、一忚管理センターを除いては

100％の村の出資であります。そんな形で、非常にこれからも村との連携は非常に大事にな

ってくるわけであります。そんな形で、それぞれ役員等々も決まっておるわけでありますけ

れども、こういった施設へやはり長年勤めていただいた役場の定年退職する皆さん方、非常

に経験豊かな皆さん方がおるわけでありますので、こういった皆さん方が中へ入って行政と

会社、こういったもののかけ橋をしていただく、こんなことがぜひ私は必要かなというよう
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なことで、定年退職者の今後の登用、こういったものは私、非常にこれから大事にになって

くるかと思うんですが、その辺、村長のお考えをお聞かせいただければと、このように思い

ます。 

○議長（宮下光晴君） 高野村長。 

○村長（高野忠房君） ただいま役場職員の定年後のことについてのご質問でございますが、

これは観光事業に限らず、今定年の延長というようなことが出てきております。そういった

中では、いろいろなことをこれから考えなきゃいけないときに来ているのかなと、そうは思

っております。 

  ただ、具体的にこの新たな村でつくる観光関係の事業のほうにそういった職員をというこ

とは、まだ具体的には検討しておりません。ただいまのご提案を今後参考にさせていただき

たいと、こう思っております。 

  以上であります。 

○議長（宮下光晴君） 若林議員。 

○３番（若林今朝路君） ぜひここらのところ、今観光部門ばかりでないということでござい

まして、確かにそのとおりでございます。先ほど小山議員からも質問ありました企業センタ

ー、こういった形の役職等々についてもこれに該当してこようかと思います。そんなことで

ご検討いただける機会をひとつ設けていただきたい。 

  それから、村への要請事項であります。これも宮下議員と内容は同じで、若干重複するか

もしれませんが、一忚細かい質問になって恐縮かと思いますけれども、やはりこの要請方法

なり要請を受ける方法、ここらの検討をぜひお願いしたいと。私も地域へ帰りますと、地区

の要請をしてと、協力してくれと。またほかの地域へ行きますと、俺も陳情してやるで協力

してくれねえかという、こういった地元へ帰りますと出てまいります。 

  一忚地区によっては要請書を細かくファイルにつづって、その都度引き継ぎをしてやって

いる地域もあれば、全く区長の書類だけで引き継ぎもないというところもあるわけでありま

す。ですから、恐らく要請の内容等々についても、わからないので何回も何回もやっていて

も、工事やってくれないということで、重複した要請がかなり行っておるだろうと。ですか

ら、この年々280件の要請書の中にも、そういったものもかなりあると。 

  ですから、要請する側の方法もいけないし、それを受ける役場の体制も、私は余りよくな

いなと、このように思いますので、ここら、受けた時点で何か書類ですね、一定の書類か何

かあって、そこへ要請された事項の顛末をひとつつけていただいて、要請きょうこういうこ
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とあったと、これについては重要性があると、これについては重要性がちょっと待てと、こ

の事業はこの事業でやるから尐し待ってくれというようなランクづけを顛末して、それを区

長へ返してやるということで、これは大事な書類だからずっととって引き継いでくれという

ような形をぜひとっていただければと。非常に要請する側の責任もありますし、またそれを

整理する村側としても、台帳整理、こういったものについて、特に綿密にとっていただける

ことが大事ではなかろうかなと、このように思いますが、その辺どうでしょうか。課長でい

いです。 

○議長（宮下光晴君） 飯森振興課長。 

○振興課長（飯森 力君） 議員さんのおっしゃられる意味、大変よくわかります。私どもの

ほうでも要請書をいただく部分で、今、過去からの部分がつづってあるつづりは、大体ファ

イルでも10センチ幅のやつでも４冊程度になっております。一忚コンピューターの中で記入

する中で処理はしているわけでございますが、半分くらいは総会の前にお越しいただく中で、

ことしの部分はどのくらいということで確認をとっていく区もございます。そこら辺も含め

る中で、そういうご提案いただいた中で、どこまでできるかちょっと検討させていただく中

でやっていきたいなというふうに思います。 

  また、要請方法につきましては、やはりその地区で総会の前にまとめた中で持ってくる方

等おります。できるだけ一緒の月くらいのところで来れば、村のほうもまとめやすいのかな

という気はいたします。そこら辺も含めてちょっと検討もさせていただきたいなと思います。

おっしゃられるとおり、なかなか、区のほうでもこれとこれを上げたけど、これどうなった

やということで確認に来る手間もございます。そこら辺も含めてちょっと検討させていただ

ければありがたいかなと、よろしくお願いいたします。 

○議長（宮下光晴君） 若林議員。 

○３番（若林今朝路君） ぜひその点、ひとつお互い要請されたことが実現できる、こういっ

た形の中でよく村がやってもらったというようなことになるわけであります。このごろ、本

当にことしに入ってからでありますけれども、これも若干書類の手続ミスになろうかと思う

んですが、うちのほうでもこういうことが起こったわけです。ことし水路の改修工事の計画

書を区長へ頼んで、一忚改修箇所を提出しろと、こんなことで、私ども１月にそんな作業を

したわけであります。それを村へ提出したと。 

  特にそういった中で、今までも水路関係の要請も幾つかあったわけでありますが、その都

度その改修工事については今年度から始まるその国の事業、県の事業で実施するから待って
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くれという形で一忚答弁いただいて待ってきたわけでありますが、１カ所２月へ入ったら、

一忚用水の工事が始まったと。これも要請事項に入っておらない地域の工事が始まったとい

うことでございまして、区長のところへ工事始めるからということで挨拶に来たと。 

  区長も聞いてねえしといって私のところへ飛んできたんですが、私も聞いておらないとい

うことで、要請がないところを専決に工事に入ったり、要請事項をやったところが後回しに

なったりというようなトラブルも今年出ておりますので、一忚そこらのところを食い違いと

いうこともあるでしょうし、一体、要請を区長からしていないところを村独自でやったとい

う、こんな形しかとれないわけであります。 

  やはりそういった工事というのは、ああ、村にやってもらってありがたかったと。また、

その水系者の了解も全く受けずにやっておろうとかと思うんですが、水系者の皆さんも、あ

あ、やってもらってよかったなという印象は受けないと思うんです。やはり水系者なり地権

者が、やってもらってよかったというような形の事業を進めていかなければ、意味がないか

と思いますので、その辺、特に気を配っていただきたい、このように思うわけであります。 

  時間も昼を若干超えてしまいましたが、私のほうの質問を終わらせていただきます。あり

がとうございました。 

○議長（宮下光晴君） 高野村長。 

○村長（高野忠房君） 最後のご質問の中で、地区の強い要望のない箇所もできるというよう

なことのお話でございますが、今回の事例とはちょっと異なりますけれども、それぞれ地域

では余り気にはなっていないけれども、地域全体としては非常に重要な事業というようなも

のがございます。 

  例えば砂防のダムとか、こういったものについては地域の皆さんが考えている以上に、全

体で考えると危険だというようなことでは、県のほうにご要望を申し上げて、採択が決まっ

てから地域のほうに話していくと、こんなようなこともございます。ですから、地域の要望

に沿わないような事業も全体として入れていかなきゃいけないということもございますので、

その点ではご理解をいただきたいと、こう思っております。 

  以上です。 

○議長（宮下光晴君） ３番、若林今朝路議員の一般質問が終了しました。 

  ここで昼食のため休憩をとります。再開については午後１時から行いたいと思います。 

  それでは、ただいまから休憩に入ります。 

 



－75－ 

休憩 午後 ０時０３分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（宮下光晴君） それでは、休憩を閉じ会議を再開いたします。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◇ 尾 岸 健 史 君 

○議長（宮下光晴君） ７番、尾岸健史議員の一般質問を許可します。 

  ７番、尾岸議員。 

〔７番 尾岸健史君 登壇〕 

○７番（尾岸健史君） ７番、尾岸健史です。 

  それでは、さきに通告した事項の防災対策について質問します。 

  まず、要旨１の地域防災計画の見直しについて。 

  東日本大震災から２年、この教訓と最近の災害を踏まえて、内閣府中央防災会議では、防

災基本計画修正を決定し、平成24年９月６日に施行しております。各地の地方自治体でも地

域防災計画の見直しがされております。 

  麻績村では、平成24年度予算において、防災会議委員報酬５名分３万5,000円、需用費で

防災計画追録代ほか74万6,000円が予算化されております。これは、地域防災計画の見直し

に係る予算だと思いますが、現在までの見直しと進捗状況はどうなっているのか、次の点に

ついてお聞きします。 

  まず、見直しに向けた今後の作業手順と具体的なスケジュールですが、現在の状況から判

断すると、25年度に延ばして見直しをするようですが、その手順と具体的なスケジュールは。

また、平成21年３月の全面的見直しにおいて、麻績村防災会議を開催して検討した経過があ

るが、今回はいつごろ開催し検討するのか。 

  次に、見直しの基本方針と総合防災訓練の実施について。まだ具体的な内部検討に至って

いないと思われるが、今回の見直しはどの点に重点を置いて見直すのか、基本方針をお聞き

したい。また、現行の防災計画では５月下旪から６月上旪において総合防災訓練を実施する

とあるが、いまだに実施されていないが、どのように考えているか。東日本大震災の教訓に
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よれば、関係機関と連携した実践的な防災訓練が重要であり、緊急を要するものと考えるが、

いかがでしょうか。 

  次に、避難場所の設定と仮設計画についてですが、平成25年度予算によると、防災マップ

を作成し、各家庭に配布する計画のようであるが、現行の麻績村防災マップによれば、避難

所の多くは危険区域になっており、安全とは言いがたい。見直し、あるいは新たな整備が必

要ではないか。また、仮設計画ではライフラインの確保、仮設住宅や仮設トイレの設置、こ

の点についてはどのようにお考えか。 

  次に、行政が機能麻痺にならない対策はどのようにお考えか。 

  東日本大震災から、いかなる状況においても行政機能が麻痺してはならないことを教えら

れたわけであるが、行政の拠点確保や情報資料等の保管庫の整備などの対策はどのように考

えているか。 

  次に、防災倉庫の整備と食料品の備蓄、調達方針について。 

  従来の計画では、非常用食料の備蓄の目安が示されているが、保管場所、管理の状況、備

蓄量の実態は。また、コンビニや食品メーカーなど流通業者との支援協定はどうなっている

のか。今後の防災倉庫等の整備や備蓄食料を充実する考えは。 

  次に、見直し計画の住民や関係団体への周知について。 

  25年度防災マップを作成し、全戸に配付を計画しているようだが、防災計画に関連して作

成するものがそのほかにあるのか。例えば職員対忚マニュアル、全戸配布の概要版等はどの

ようにお考えか。 

  次に、災害対策の細分化により、それぞれについて具体的な対策を考えられないか。 

  例えば、風水害、震災、火災、交通関係、事故災害、放射性物質、危険物事故などをそれ

ぞれに分けて明記し、より具体的な対策を立てることにより、より実効性のあるものができ

るのでは。 

  次に、要旨２の火災対策についてお聞きしたい。 

  高齢者や障害者などの災害弱者と言われる、住宅に住宅用スプリンクラーの設置支援がで

きないか。 

  消防庁発表によると、平成24年１月から９月の住宅火災による死者は742人で、このうち

65歳以上の高齢者は491人で、66.2％になっている。麻績村は高齢化率が40％を超え、また、

ひとり暮らしの世帯は174人で、65歳以上の世帯は174世帯で351人である。高齢者や障害者

などの災害弱者を火災の犠牲者としないためには、現行の火災報知器では不十分である。高
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齢者や障害者は迅速な対忚はできないので、何らかの支援が必要と考え、住宅用のスプリン

クラーの設置への支援を求めるものである。 

  次に、要旨３の大気汚染対策について。 

  微小粒子状物質ＰＭ2.5の情報の周知を。 

  環境省は先月、大気汚染の微小粒子状物質ＰＭ2.5について、健康の保護を図るための環

境基準として、１日平均で１立方メートル当たり70マイクログラムを超えると予測される場

合、外出自粛などの注意喚起をするとの暫定指針を示した。 

  これを受け、熊本県は３月５日に基準値を超えたため、ホームページなどで外出を控える

ように注意喚起した。西日本を初め関東においても高い濃度が観測されている。現在、環境

省のホームページによると、長野県内では12地点の測定局でデータが示されており、情報を

得ることができる。麻績村としても、警戒を呼びかけるなど、徹底した住民への周知が必要

ではないか、どのようにお考えかお聞きしたい。 

  以上、説明を求めます。再質問は自席にて行います。 

○議長（宮下光晴君） 答弁を求めます。 

  高野村長。 

〔村長 高野忠房君 登壇〕 

○村長（高野忠房君） ７番、尾岸議員さんのご質問に答えさせていただきます。 

  最初に防災対策についてでございますが、地域防災計画の見直しについてということから

答えさせていただきます。 

  現行の麻績村地域防災計画は平成21年３月に全面改正がされ、今日に至っております。近

年各地で発生しておりますゲリラ豪雤や、それから、平成23年３月に発生した東日本大震災

等の教訓から、防災計画のさらなる充実が求められており、国・県等の計画と整合させなが

ら現在その見直し作業を進めておるわけでございます。 

  この計画の策定スケジュール並びに計画の策定等については、総務課長から答えさせます。 

  次に、２つ目のご質問でございます。 

  火災対策についてでございまして、この中で高齢者や障害者世帯にスプリンクラー、いわ

ゆるホームスプリンクラー、この設置補助金の交付をとのご提案でございますが、高齢者や

障害者の世帯で、こうした高額な投資をされていただけるかどうかということがまず疑問で

あるわけでございます。 

  そして、スプリンクラーのあるメーカーの話によりますと、３ＬＤＫ新築時、あくまでも
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新築時です、新築時の機械器具のみの費用は約30万円程度とのことでございますが、給水管

の配管及び設置工事費等まで含めますと、その数倍は必要であろうとの話でございます。 

  また、ホームスプリンクラーは消防法に規定されておる消火設備とは異なり、散水により

火災の進展を遅らせる設備だということで、しかも各家庭の水道管と直結することから、水

道管の異常や水圧低下などにより、正常な作動をしないことがあるとも聞いております。ホ

ームスプリンクラーを設置したから安心だとされては困るわけでございまして、特に高齢者

や障害者世帯では火災予防の意識をしっかりと持っていただくことが大切ではないかなと、

こう思っておるわけであります。 

  防災設備を取り扱う業者のお話でも、個人住宅におけるホームスプリンクラーの設置例は

極めて尐ないとのことでございます。現在、ホームスプリンクラーの設置のご要望は、住民

からはお聞きしておりませんし、高齢者・障害者対策としてほかに優先すべき事業が控えて

おりますので、ご提案の制度創設には難しいのではないかと考えております。今後、こうし

たご要望が多くなりましたら研究をさせていただきたいと、こう考えております。 

  なお、避難のために必要であろうバリアフリー化でありますとか、あるいは耐震化等につ

いては、これは積極的に進めておるわけでございまして、これらにつきましては住民課長か

らあわせて補足をさせます。 

  次に、大気汚染対策についてでございます。 

  現在、中国では大気汚染が深刻な状況となっており、北京市や河南省では24時間当たりの

汚染物質濃度がＷＴＯの定めた環境基準の10倍から20倍にまで及んでいるとの報道がされ

ております。この汚染物質の中で、粒子径が2.5マイクロメートル以下のＰＭ2.5と呼ばれ

る超微小粒子状物資は、呼吸を通して吸い込まれたときに、鼻、のど、気管、肺など呼吸器

に沈着しやすく、健康への影響を引き起こすとされてします。 

  そして、この汚染物質は偏西風に乗って日本にも飛来しておるわけであります。長野県内

では12カ所の観測所で測定がされ、その数値は常に公表されておりますが、現在まで基準値

を超えておらないとのことであります。県では、万が一基準値を超えた場合には、県民の方

へ注意を喚起するよう広報等を行っていくとしております。村でも県とともに住民への注意

を喚起し、対策等についても周知をしてまいりたい、こう考えておるわけでございます。 

  以上、私から答えさせていただきました。 

○議長（宮下光晴君） 清水総務課長。 

○総務課長（清水 清君） それでは、私のほうからお答えをさせていただきます。 
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  まず、地域防災計画の見直しについてでございまして、麻績村の地域防災計画は、平成10

年３月に作成し、その後平成21年３月に全面改正をし、現在のものとなっておるわけでござ

います。平成23年３月の東日本大震災の発生により、以前にも増して安全・安心の暮らしが

求められております。本年度見直しを行う予定で報酬委員と追録代費用を予算計上をさせて

いただきましたが、東日本大震災以降国の防災計画・基本計画が原子力防災対策部分も含め、

見直しを現在進めており、今後の改定にあわせて県の地域防災計画の見直しもしている状況

でございまして、村としては一連の見直しを踏まえながら、既存計画の修正を行うこととし、

３月の補正予算で不用額を減額させていただき、来年度の見直しに向けて準備を行っており

ます。 

  次に、見直しに向けた今後の作業手順と具体的なスケジュールはということでございます

が、地域防災計画は、５編の多岐にわたって構成されております。現在においては、各課担

当者のところで見直しをしているところでございまして、今後においては国・県の見直しの

内容、修正が必要になることが予想されますので、基本的な考え方として、村の計画をデー

タ化し、管理していく方向とさせていただきました。 

  作業スケジュールにつきましては、平成25年内には素案をまとめ、防災会議にお諮りをす

るとともに、県の計画の内容について相談をした上で、来年度末には住民へ周知、防災マッ

プ等の配布ができるようにと現在は考えているところでございます。 

  見直しの基本方針と総合防災訓練の実施についてお答えをさせていただきますが、東日本

大震災以降、住民の防災に対する意識が高まり、安全・安心を求めておられます。また、局

地的に降るゲリラ豪雤等自然災害等も全国各地で近年多発している状況でございまして、現

在の地域防災計画は東日本大震災以前に修正されているものでございまして、今後の見直し

により、より実態に近いものになるようにと考えておるわけでございます。 

  また、計画の中には防災訓練の時期は議員ご指摘のように、５月下旪から６月上旪に設定

し、実施するとありますけれども、現在までは実施しておりません。今後におきましては、

開催時期も踏まえて検討してまいりたいというふうに思っております。 

  現在、大規模な訓練はしておりませんけれども、９月１日の防災の日に合わせ、小学校、

保育園、企業センター、役場等の関係者約300人を超える参加者のもと、避難訓練等を実施

しておるという状況でございます。また、非常時の災害対忚といたしましては、職員の行動、

特に初動対忚が重要と考えておりまして、抜き打ちの非常参集訓練も実施してきております

し、いざというときの職員の行動も大きいと考えているところでございます。そのほかにも、
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文化財防火デーとして村内の貴重な文化財の防災対策として、特に地元の皆さんのご協力を

いただき、対忚をしているところでございます。 

  大規模な総合訓練の必要性は感じておりますけれども、現在、各地域で自主防災組織を立

ち上げていただいており、まずは自分の地域での災害想定による訓練が大事ではないかなと

いうふうに感じておるところでございます。もう尐し時間をかけて地域訓練をお願いをし、

その後、総合訓練をというふうにも考えているところでございます。 

  次に、避難場所の設定と仮設計画はに対しましてですが、災害の種類によって異なってま

いりますけれども、一番身近な地区の公民館がまず避難場所になると考えております。大規

模災害になりますと、計画に掲載の体育館あるいは運動場、教育施設等も考えておりますけ

れども、土砂災害の区域にある施設もありますし、災害時要援護者が避難生活を送りやすい

福祉施設所の設定もあわせて、地域防災計画の中で見直しをしていきたいというふうに考え

ておるわけでございます。一例を申しますと、地域交流センター、あるいはデイサービスセ

ンターみづきなどでございます。 

  一番いざというときの対忚に困るのは、トイレだそうでございまして、今年度においても

その対忚を考えているところでございます。高齢者避難マニュアルの作成の件につきまして

は、住民課のほうから答弁をすることになっております。 

  次に、ライフラインの確保対策はということでございますが、一番は電気だと思います。

中部電力は協定はしておりませんけれども、供給事業者として最大限の対忚をしていただけ

るとのことでございまして、また、昨年７月には一般財団法人中部電気保安協会とも災害時

における電気の保安に関する協定書の締結をさせていただいたところでございます。発電機

等の補充にも努めているところでございます。 

  また、飲料水につきましては、状況に忚じて何とも申し上げられませんけれども、電気の

遮断だけなら発電機によります上水場の対忚も可能ということから、タンクによる給水も可

能ではないかというふうにも考えているところでございます。現時点におきましては、でき

るだけの対忚をしていくということでございます。 

  次に、行政が機能麻痺にならない対策はということでございますが、現在役場庁舎を拠点

としておりまして、庁舎は耐震構造でございまして、スペースもあるという判断をしている

ところでございます。事務遂行上で、現在はコンピューターなど情報化が進んでおるわけで

ございまして、その情報管理についても役場のみではなく、複数箇所での管理で対忚してお

ります。住民基本台帳あるいは戸籍、土地等の財産管理等セキュリティー管理にも意を用い



－81－ 

て今後においても最善な管理方法を努力をしていく所存でございます。 

  次に、防災倉庫の整備と食料品の整備、調達方法はに対しましてですが、現在本町地区に

ありますが、水防倉庫、また日向、菅ノ沢地区にあります消防倉庫、また役場隣接の消防棟

を利用しております。食糧費の備品は、消費期限等もあるものについては、しっかり管理の

できる役場で行っておりますが、備蓄品については防災計画で定められた数値を目途に対忚

しております。 

  小さい村での単独での協定は、品数、流通の確保等難しい状況等もございまして、現在で

は麻績村が大規模災害に見舞われた場合におきましては、長野県市町村災害相互忚援協定に

より、支援や県の備蓄品の提供により、対忚可能と考えております。現在、コンビニ等での

協定はしておらないという状況でございます。 

  次に、見直し計画の住民や関係団体への周知はについてでございますけれども、防災計画

が承認された後に、新年度において防災マップの作成を予定をしております。現在、職員の

対忚マニュアルまでの作成費用は計上してございませんけれども、必要に忚じ対忚していき

たいというふうに思っております。 

  次に、災害対策の細分化により、それぞれについて具体的な対策をということに対しまし

ては、作成に当たっては長野県を初め関係団体の調整を図って現在の地域防災計画ができ上

がっておるわけでございまして、先進地等のものを参考にさせていただきながら、現在のも

のを基本ベースとして今現在は考えているところでございます。 

  そして、村内に今、各区長さん等を通じまして、防災組織を立ち上げていただくべき努力

を行政また消防署とも連携をとりながら実施しております。現在25区のうち18の地区で組

織化をいただいたという状況でございます。今後においてもさらなる支援をしたり、あるい

は設置をしていただくよう努めてまいりたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（宮下光晴君） 柳原住民課長。 

○住民課長（柳原俊文君） それでは、まず、防災対策の中での福祉関係につきまして若干ご

説明させていただきたいと思います。 

  現在、総務課長が言いましたとおり、地域防災計画の中には塩尻市等が設置しております

福祉避難所等の文言、それから場所等についての規定はされておりません。したがいまして、

今後担当の総務課等と協議しながら、地域防災計画の中に盛り込んでいきたいと思っており

ます。 
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  それから、まずその計画はもちろんではございますけれども、障害者、要援護者等の避難

所ということよりは、まず最初に要援護者についての把握をしていかなければならないとい

うことから、今後登録制度等を活用した中で、人員を把握していきたいというふうに考えて

おります。 

  それから、次に、火災対策でございますが、こちらにつきましては、私ども福祉サイドで

は、高齢者に優しい住宅改修事業、それから障害者に優しい住宅改修事業等がございますが、

これにつきましては、階段の段差解消や廊下や階段、それから浴室の手すり等の設置等が対

象となっております。現在、そのスプリンクラー等の火災対策における設置につきましては、

この事業としては採用しておらないというような状況でございます。 

  それから、最後の大気汚染対策につきましてでございますけれども、最新の状況から言い

ますと、実は先日このＰＭ2.5の数値が若干、１時間当たりでございますけれども、超えた

という数値が長野県のホームページに載っておりました。ただ、１日平均でいきますと、35

マイクログラム以下ということになっておりまして、平均値につきましては依然としてまだ

低い状況であるということであります。 

  県につきましては、このホームページに随時公開することともに、その数値が超えた場合

は、注意喚起が必要な１日の平均値というふうになった場合につきましては、県民向けに外

出自粛などの広報がされるということでございます。これにつきましては、担当者にメール

またはファックス、それからインターネットだけではなくて、個人宛ての携帯へのメール等

で喚起をするということだそうです。 

  それを受けて、市町村につきましては、広報を使いまして、外出の自粛等を呼びかけてい

くというようなことでございます。今後、村としましてもその連絡があり次第、住民の方々

への連絡、小・中学校が保育園への連絡を迅速に行っていきたいというふうに考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○議長（宮下光晴君） 尾岸議員。 

○７番（尾岸健史君） 今お答えいただいたんですが、ちょっと私、残念に思うのが、質問要

旨でいきますと、地域防災計画の見直しについてということを私、ご質問しているわけでし

て、現在どうなっているかとか、それをポイントを置いてやるのではなくて、お答えいただ

きたかったなと思ったのです。 

  まず、見直しに向けた今後の作業手順と具体的なスケジュールのところで、県の動向を見
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ながらと、いずれの項目でも県の動向を見ながら、これが余りにも多過ぎると思うんですよ。

村としてどういう危機感を持って、どういう手順で内部検討を進めていくか。修正だといっ

たって、県が示した後修正しただけでは、村の自主性なんていうものは全くないわけですよ

ね。だから、その辺について県の動向ではなくて、村はどういう重点を置いて修正していく

んだと。その辺の回答をいただきたいと思いますが、その辺ちょっと、もう一度お願いしま

す。 

○議長（宮下光晴君） 総務課長。 

○総務課長（清水 清君） 今現在におきましては、もとになる地域防災計画がございまして、

それが震災以降大分見直しが必要という状況が出てきておりまして、それについては各それ

ぞれの担当のところで見直しをさせていただいております。 

  そして、これにつきましては、国・県との整合性をとって作成をしていきたいという部分

がございます。そういう状況の中で踏まえて、見直しをかけていくということでございまし

て、そんなふうに考えているところでございます。 

○議長（宮下光晴君） 尾岸議員。 

○７番（尾岸健史君） この具体的なスケジュールというところで、25年度に県とか国の動向

を踏まえながら素案をまとめて、防災マップとかそういう住民への周知については今年度末

に行いたいと、さっきそういう回答ございましたけれども、今年度からやっているわけです

よね。だから、24年からずっとやってきて、どこまで突っ込んだ内部検討をされているのか、

その辺がまだ明確に示されていないんですよね、今の回答でも。だから、その辺をもう一度

かいつまんで、簡単でいいですから、ご説明いただきたいと思います。 

○議長（宮下光晴君） 総務課長。 

○総務課長（清水 清君） 今現在におきましては、くどいようですが、各担当のところでこ

の防災計画の中身を見て、それで検討をして改善点を上げてくると。今の状況ですと、追録

方式に現在なっておりまして、これが業者のほうで委託をして作成をしたものなんです。こ

れにつきましては、今後、変更が余儀なくされることが多分数多く出てくるだろうというこ

とで、方向性としては、今データを村独自でつかみ、村独自で変えていくという方向性を今

出して、それで見直しをし、その対忚をしていきたいということで、現在まで例えばどうい

うところがどういうふうに変えていくというような方向性は、今現在までのところはまとま

っておりません。 

  以上です。 
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○議長（宮下光晴君） 尾岸議員。 

○７番（尾岸健史君） 具体的なスケジュールもまだ明確になっていないようですので、その

辺、今じゃなくてもいいですから、必ず提示していただきたいと思います。これは村の住民

の安全・安心の暮らしを求めている、行政にその力が物すごく必要だと思うわけです。行政

の力にかかっているわけですよね。責任が重いと思うんですよ。だから、その辺をぜひ示し

ていただきたいと。 

  それから、２番目の基本方針と総合防災訓練の実施ということで、特にこの防災訓練の関

係では、現行の防災計画では、５月下旪から６月上旪において総合防災訓練を実施すると、

こうあるわけですよね。今までこの総合防災訓練というのはされたことがないと私は記憶し

ているんですよ。先ほどのお答えによれば、小学校それからサンライフ、そういう社会的公

共施設で小規模災害みたいなそういう訓練はしているけれども、私、ここの防災訓練の重要

性というのは大規模災害というのが一番の柱になってくる。 

  それで、先ほど細分化して、それで具体的な実行される対策をといったのは、その後に来

る話なんですよね。だから、これは自主防災組織との連携とは皆さんおっしゃっていますけ

れども、それも想定した関係機関との総合防災訓練、これは是が非でもやらないと、村民も

みんな不安に思うと思いますよ。 

  だから、その辺についてもう一度、どんな腹づもりでいるかお聞かせください。 

○議長（宮下光晴君） 総務課長。 

○総務課長（清水 清君） 的確なお答えではなかったかもしれませんが、現在この５月から

６月の上旪にかけて実施するということで、防災計画の中には計画として上がっているわけ

でございますが、現在までにおいては、総合防災訓練としてはやっておらないという状況で

ございます。 

  ただ、近隣の状況の中では、避難訓練だとかそういう訓練をやったり、自主防災組織の中

でも実施をしているという状況で、今後についてはやらなきゃならないというふうに思って

おるところでございます。決して、やらないとかということではなくて、ただ、今の段階で

いつやるんだというふうに言われても、明確なお答えができませんけれども、やらなきゃな

らないという認識は持っているところでございます。 

  以上です。 

○議長（宮下光晴君） 尾岸議員。 

○７番（尾岸健史君） やらなきゃならないという、そういうことじゃなくて、やりますと言
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ってほしかったですね。というのは、これ、義務的にやるんじゃないんですよ。緊急性をも

って村の村民を守る、それが責務としてやらなきゃいかんという答えが欲しかったんですよ

ね。 

  ですから、私、逆に言えば、東日本大震災の教訓から、皆さん方は何を得たかと、その辺

を、私村長からお聞きしたいと思います。 

○議長（宮下光晴君） 高野村長。 

○村長（高野忠房君） 防災計画の見直しにつきましては、現在進めておるわけでございます

が、まず最初に、国とか県とかということではなくて、村独自にということでございますが、

おっしゃることはもっともでございますが、新たにこれからの防災計画というのは、放射能

汚染対策とか、新しいことが加わってきております。 

  こういったことにつきましては、国の基準等を見ながら、それと整合性を持つようなこと

でやっていかなきゃならないということでありますし、それからまた県の広域的な防災計画

とも整合性を持たなきゃいけないということもございますので、村独自といって、村独自で

やる部分もございますし、整合性をとらなきゃいけない部分もあるということはご理解をい

ただきたいと、こう思っております。 

  それから、村としての防災に対する一番の考え方はということでございますが、議員おっ

しゃるように行政としては村民をきちんと守らなきゃいけないということの使命があるとい

うことは認識しておるわけです。しかし、防災、要するに命を守っていくということは、全

て行政にやれと言われても、これはできることではございません。それぞれ今回の東日本の

大震災の教訓でもあろうかと思いますけれども、いわゆる絆といいますか、地域できちっと

守っていく、地域の普段の絆が命を救ったという、今回そんな例もございます。 

  そういったことで、先ほどから申し上げているように、まず地域の防災組織ということを、

これをしっかりと何とかもっと確実なものにしていきたいと、この願いがございます。地域

の住民が地域はみずから守るというような強い地域をつくり、そしてあわせて、そういった

中で総合的な形でやっていくということも必要です。これは当然必要であります。 

  それから、さらに村内にはいろいろな施設がございます。高齢者の施設、申し上げますと

例ではサンライフというようなものもございますが、いわゆる個々で確実にそれぞれ避難が

できる、訓練ができるということもやらなきゃいけないでしょうと、こういうこともあるわ

けであります。それから、総合訓練としましては医療機関との連携でありますとか、それか

ら県との連携あるいはさらには自衛隊とか、いわゆる大きな連携を持って、そしてやってい
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かなきゃいけない部分も当然あるわけであります。一歩一歩近づけてまいりたいと、こう思

っておるわけであります。村としても、住民の命をしっかりと守っていくという気持ちはし

っかり持って、これからやっていきたいと、こう考えております。 

  以上であります。 

○議長（宮下光晴君） 尾岸議員。 

○７番（尾岸健史君） 今、村長のお答えの中に、自分たちの命は自分たちで守る、これが基

本だよというぐあいに受け取れました。確かにそうかもしれません。そのために自主防災組

織というのを立ち上げているわけでして。ただ、防災訓練をするに当たって、そういう自主

防災組織とも連携したことを、ぜひ考慮しながら計画を立てていただきたい。これ私、希望

しておきます。 

  それから、ライフラインの確保で、さっき中部電力、保安協会、この辺の電気のことをお

っしゃいましたけれども、麻績村は下水道化が進んでいるわけですよね。下水道化が進んで

おるにもかかわらず、この辺のライフラインの中に下水道のお答えがなかったということが

ちょっと残念でならないんですが。例えば下水道、上水道、その辺についてはどういうお考

えでしょうか。忚援協定も含めて、その辺のお話も伺いたいと思いますけども。 

○議長（宮下光晴君） 飯森振興課長。 

○振興課長（飯森 力君） それでは、私のほうから水道、下水道、ライフライン、間違いな

くそういうことでございます。そんな中で、今、村の水道、下水道事業といたしましても、

尐なくとも半日、１日対忚できるような体制を整えることが大事かと思います。そのほか、

そんな中での災害に起こる部分につきましては、業者等の中の部分の災害協定等を確実にす

る中で、しっかり確保していきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいた

します。これもこれから計画の中へしっかりうたい込んでいくつもりでおりますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（宮下光晴君） 尾岸議員。 

○７番（尾岸健史君） この中で、仮設トイレというのがあるんですけど、ほかのほうの自治

体では、通常は防火水槽あるいは雤量調整水槽、そういうことで設置しながら、いざそうい

う緊急時にはトイレとして利用するという、そのような計画を立てたり、実際に設置してい

るところもあるんですよ。その辺について、村はどんなふうに今後計画の中へ盛り込んでい

くか、お聞きしたいんですが。 

○議長（宮下光晴君） 総務課長。 
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○総務課長（清水 清君） 今現在の状況の中では、仮設はあくまでも仮設という捉え方をし

ておりますし、ポータブルでの対忚、ただ、数はかなり必要になってくるかと思いますので、

その辺も踏まえてよりよい内容を検討をしていきたいというふうに答えさせていただきたい

と思います。 

○議長（宮下光晴君） 尾岸議員。 

○７番（尾岸健史君） それから、これは仮設計画とかその前に、防災という観点から必要に

なってくると思うんですけれども、中央防災会議の基本計画あるいは防災白書、その中を見

ると、地方公共団体は老朽化した社会資本について長寿命化計画の作成実施などにより、そ

の適切な維持管理に努めるものとすると。要するに、長寿命化計画を作成しなさい、それを

実施しなさいと、こういうふうにうたっているわけですよ。 

  確かに、今の社会情勢からして、財政情勢からして、国からの援助とか財源的な措置がな

ければできないと思うんですよね。だから、その辺について、村長のお考えはどのように考

えているかお聞きしたい。 

○議長（宮下光晴君） 高野村長。 

○村長（高野忠房君） おっしゃるとおり、ライフラインというのは食料とか水、そういうも

のを含めてでありますけれども、一番道路だとか橋梁、それからこういったものも大事です

し、それから上水場、下水道処理場、いわゆるこういったものも大事であるわけで、そうい

ったことで、現在長寿命化計画大分進んできております。それとあわせて、計画だけではな

くて実施をしていかなきゃいけないということでございまして、今進めているものについて

は、新しい基準に適合するように全てやっております。 

  それから、25年度から具体的に始まってまいります大きな集落を抱えております野口・矢

倉地区、これらについても老朽化している橋梁、こういったものも整備していくという考え

方でありますし、それから水道・下水道の施設も、これらについても進めておるわけでござ

います。今後、いざというときにしっかり使えるインフラ整備、こんなことにもこれから心

がげていきたいと、こう思っております。 

○議長（宮下光晴君） 尾岸議員。 

○７番（尾岸健史君） ぜひ、計画をしっかりと立てていただきたいと思います。それに沿っ

て、実施もお願いしておきます。 

  それから、先ほどの答弁の中で、防災計画に定められたと言われていますけれども、これ

は国が定めた、県が定めたというぐあいに誤った解釈をしているのではないかと思うんです
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よ。定めた、自分たちが計画した、そんなふうに村はそういう姿勢で臨んでいただきたいな

と思うが、その辺はいかがです。 

○議長（宮下光晴君） 総務課長。 

○総務課長（清水 清君） 国・県に従うということではない、当然国・県の防災計画も連携

はしてくると思います。したがって、当然麻績独自の部分も出てまいりますし、調整を図り

ながら対忚していきたいというふうには考えております。 

○議長（宮下光晴君） 尾岸議員。 

○７番（尾岸健史君） 先ほど、流通業者との支援協定がいまだしていないということですの

で、これはこの防災計画をこれから25年度中にやるんですけども、その中でぜひ、支援協定

は早急に結んでいただきたいと思います。ほかも含めてお願いしたいと思います。 

  それから、防災マップの関係ですけれども、塩尻市ではダイジェスト版を市民に配布する

予定となっているんですけれども、麻績村はその辺のダイジェスト版の考えはどうなってい

ますでしょうか。 

○議長（宮下光晴君） 総務課長。 

○総務課長（清水 清君） 今現在におきましては、平成25年度の予算では、住民には防災マ

ップ、すなわちわかりやすいもの、厚くなってなかなか読んでいただけないようなものでは

なくて、緊急を要す必要なものという、そういう判断のもとで、防災マップの各戸配布を考

えているという状況でございます。 

  以上です。 

○議長（宮下光晴君） 尾岸議員。 

○７番（尾岸健史君） ですから、この防災マップも今までのにある程度の手を加えた防災マ

ップを配布するという解釈でいいですか。 

○議長（宮下光晴君） 総務課長。 

○総務課長（清水 清君） 現在はそういう判断のもと、対忚させていただいております。 

○議長（宮下光晴君） 尾岸議員。 

○７番（尾岸健史君） それでは、防災についてこのぐらいにしておきまして、火災対策なん

ですが、村長のお答えによれば、要望があれば検討すると、こういうお話なんですが、例え

ば先ほど住民課長からもご説明ございましたけれども、麻績村には三本柱といいますか、そ

の中で高齢者に優しい、それから障害者に優しい村づくりと、こういうぐあいにうたってい

るわけですよね。 
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  消防法に定められていないから、定められているところだけやっておけばいいんだという

のではなくて、そういう火災という痛ましい災害から村民を守るために、どうあればいいか

という。そうすると、その中でじゃ、例えば今、高齢者に優しい住宅の改良事業、あるいは

障害者に優しい住宅改良事業というのがあるわけですね。県費補助でやっておられると思い

ますけど。でも、その中には村単独事業もあるわけですよね。だから、その中に手すりだと

かお風呂場だとか、そういうことだけではなくて、そういう簡易な、要するに粉が自動的に

出るというようなあれもあるわけですよ。そういうことを柔軟に盛り込んだ支援体制ができ

ないかと。それの検討はできないか、その辺についてお伺いしたいと思いますが、もう一度

お答え願いたいと思います。 

○議長（宮下光晴君） 高野村長。 

○村長（高野忠房君） ご質問は、スプリンクラーの設置をというご質問でございました。で

ございますから、スプリンクラーの設置というのは高齢者世帯にとってはかなり額も伸びる

ということで、村からの補助金をということでございますが、村から補助金を出しても果た

して設置する方がどのくらいあるのかということがまず疑問ですということを申し上げたこ

とと、現在、高齢者、お年寄りを大切にしていこうということで、行政は進めておるわけで

ございますが、今お年寄りを対象にしたいろいろな制度がございますが、お年寄りにとって

みれば、もっともっと多くのご要望をいただいておるわけです。 

  そうした中のご要望の中に、このようなご要望が現在のところないということを申し上げ

たんです。でございますから、今後、そういったご要望があれば検討をさせていただきたい

と、こういうことを申し上げたわけでございまして、やらないということを申し上げている

わけではないので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（宮下光晴君） 尾岸議員。 

○７番（尾岸健史君） いずれにしても、麻績村の高齢化率は40％を過ぎているわけですよね。

ですから、ぜひ要望があるからじゃなくて、先取りして、麻績村の問題点はどうあるんだと

いう、その辺をしっかりと吟味して、こういう支援体制もあるのかということをぜひ検討し

ていただきたいなと思います。 

  それから、先ほどＰＭ2.5については住民課長の答弁いただきましたけど、ぜひこれから

黄砂はどんどん襲来してまいります。住民はやはり健康に害があるのかなというような、確

かに肺とか健康に害する物質であることは間違いないわけでして、ぜひ村民をそういう災害

から守るためにも、広報の徹底をお願いしたいと思います。 
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  以上、私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（宮下光晴君） ７番、尾岸健史議員の一般質問が終了しました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◇ 髙 野 長 男 君 

○議長（宮下光晴君） 続いて、２番、髙野長男議員の一般質問を許可します。 

  ２番、髙野議員。 

〔２番 髙野長男君 登壇〕 

○２番（髙野長男君） ２番、髙野です。 

  それでは、私のほうから３点についてお伺いいたします。 

  まず、第１点目の地下水汚染対策についてお伺いいたします。 

  麻績村も含め、中信地方の11市町村で構成するアルプス地域地下水保全対策協議会は、地

下水は国民共有の財産であり、公水、いわゆる公の水と位置づけ、国に保全法を制定するこ

とを求める要望書を提出することを決議し、２月20日に11市町村長が署名し、２月28日に

協議会の会長である安曇野市の宮澤市長さんらが、関係省庁に要望書を提出いたしました。 

  協議会の11市町村で、安曇野市が３月定例会に地下水の保全涵養及び適正利用に関する条

例案を提出いたしました。麻績村は、決して潤沢に水があるわけではありません。毎日生活

する上で、また防災に、そして基幹産業である農業また商工業が発展するには、水は貴重な

財産の一つでもあります。そこで、麻績村でも地下水保全対策条例を制定するのか、村長の

お考えをお伺いいたします。 

  次に、２点目の結婚周年記念の祝い金制度の創設についてお伺いいたします。 

  長寿の要因の背景には、個々の生活態度初め家族の絆、また保健指導員さん、保健師さん、

また地域での地道な活動等、いろいろな人の支えで長野県の平均寿命が男性では80.88歳、

女性が87.18歳と全国で１位との報道があり、まさに日本は今、長寿化と尐子化が進み、超

高齢化社会を迎えております。人生設計も100年で考える社会になってきております。 

  麻績村では、個人の方々の皆さんにはこれまでのご苦労に感謝して、88歳、99歳の方々

には記念品を、100歳を迎えられた方には祝い金を贈呈しております。また、さらなる生き

がいを求めて農作業に趣味に、またボランティア活動等、また家族の絆をさらに深め、健康

に留意し、さらに社会の担い手として生き生き活躍できるよう、生きがい対策の一つとして



－91－ 

結婚周年記念のダイヤモンド婚式を迎えたご夫婦に、またそれ以降を迎えたご夫婦に祝い金

制度の創設を提案いたします。 

  また、以前は金婚式を迎えたご夫婦に、敬老会祝賀式で記念品を贈呈しておりましたが、

その後花束になり、現在は希望者の方のみのお名前を披露しております。長寿社会とはいえ、

50年間健康で二人そろって生活をともにしていることは、すばらしいことだと思います。そ

こで、金婚式を迎えられた方々に記念品の贈呈の復活を提案いたします。村長のお考えをお

伺いいたします。 

  次に、３点目の灯油代への助成についてお伺いいたします。 

  １リットル当たり灯油の価格が、平成16年55円台であった灯油が、その翌年から急激に

値上がりし、平成24年８月ごろから値上がりし続け、ことしの２月には店頭価格で１リット

ル当たり97円まで値上がりし、それぞれの家庭の家計に重くのしかかってきており、村内の

皆さんの生活を直撃しております。 

  また、今シーズンの冬は雪も多く、さらに厳しい寒さが続き、灯油の消費も例年より多く、

家計を圧迫しております。特に生活弱者の世帯にとってはさらに厳しい家計であったと思わ

れます。そこで、緊急の措置として、生活弱者の世帯へ灯油代の助成を提案いたします。村

長のお考えをお伺いいたします。 

○議長（宮下光晴君） 答弁を求めます。 

  高野村長。 

〔村長 高野忠房君 登壇〕 

○村長（高野忠房君） ２番、髙野議員さんのご質問に答えさせていただきます。 

  まず最初に、地下水の保全対策についてということで答えさせていただきます。 

  長い間、先人たちから大切に守られてきた地下水の保全ということは重要なことであり、

これからも未来へ引き継いでいかなければならないことだと考えておるわけであります。 

  村では、アルプス地域地下水保全対策協議会に加盟をし、４市１町６村の広域で地域の地

下水を大切に守っていこうということにしておるわけであります。新たなに麻績村独自の地

下水保全対策条例の制定をとのご提案でございますが、麻績村には大規模な地下水資源があ

りません。そしてまた、アルプス地域地下水保全対策協議会に加盟をして、広域で地下水を

大切に守っていこうということにしております。 

  それからさらに、麻績村における水源地というのは、個人地以外の土地が多いというよう

なことから、独自に制定していくという考えは今のところございません。しかし、地下水を
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大切に守っていかなきゃならないという思いは髙野議員と同じでございます。今後必要な対

策は講じてまいりたい、こう考えておるわけであります。 

  ２つ目でございますが、結婚周年記念の祝い金精度の創設をということでございますが、

さきの報道にもございましたが、長野県は男女ともに日本一の長寿県になりました。お年寄

りの皆様がお元気で長生きをされるということは、大変うれしいことであるわけであります。

夫婦ともに長生きをされ、幸せに過ごされている方へ祝い品を贈るということは、過去には

行われたことがございました。しかし、これは中止となりました。理由は、連れ添った相手

を亡くされ、その悲しみの中で生きておられる方が大勢いらっしゃるのに、お二人そろって

幸せに長生きをされている方へのみ税金を使って祝うのはいかがなものかとのことではござ

いました。 

  こうした過去の経緯もございますし、お二人そろって長生きをされておられるということ

自体が最高の幸せでありましょうから、改めてこうした方へのお祝い品を贈るということは、

現在考えておりませんので、ご理解を賜りたいと思います。 

  ３つ目のご質問でございます。灯油代の助成をということでございますが、麻績村では平

成20年度に低所得世帯に対して福祉灯油助成事業を実施いたしました。このときは灯油代が

一気に20円ほど値上がりしたという急激な高騰により、また全国的にこうした機運が高まり、

村でも福祉灯油購入費助成事業交付金要綱を策定して、助成を実施いたしました。 

  今年度も厳しい寒さが続きましたが、灯油の値上がり幅は平成20年度に比較しますと、ま

だまだ緩やかな上昇でありますし、灯油代に困窮するという大きな声はまだ聞こえてはおり

ません。そしてまた、こういった例も全国的にはまだそう多くはございません。こうしたこ

とから、低所得者非課税世帯への灯油代の助成については、現在考えてはおりません。 

  今後、気象動向の変動やあるいは価格の変動動向、それから近隣市町村等の動向を見きわ

め、必要と判断いたしましたら検討させていただくということで答えさせていただきたいと

思います。 

  以上、私からの答弁とさせていただきます。 

○議長（宮下光晴君） 髙野議員。 

○２番（髙野長男君） 一つ再質問させていただきますが、今の地下水の保全の件ですが、答

弁の中では麻績村ではそういった条例をつくらなんでもいいと、そんなことで答弁がござい

ましたが、このアルプス地域地下水保全協議会に入った目的とは、もう一回お願いいたしま

す。 
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○議長（宮下光晴君） 高野村長。 

○村長（高野忠房君） 長野県、この中信地域で構成されております、先ほど申し上げました

４市１町６村にまたがるこの広域の地域におきましては、大きな北アルプスをひかえており

まして、ここでは貴重な大量の地下水がある、こういった地下水を大切に今後守っていこう

ということであります。 

  現在、貴重な水が海外へ流れるというようなことも懸念される、こういった中で、広域で

この水を守っていこう。そしてまた、これを国にもご支援いただこうと、こんなことで現在

活動を進めておるわけでございます。 

  以上です。 

○議長（宮下光晴君） 髙野議員。 

○２番（髙野長男君） ちょっと１年前ですか、外国資本による森林の買収のことがちょっと

話題になったことがありますが、今ちょっとそういった話はあまり下火になってきておりま

すが、こんなときこそ外国資本の森林買収、それから土地の買収、そんな防ぐためにも、こ

の地下水保全条例を策定したほうがいいんじゃないかと、そんなふうに思いますが、その点、

どんなものでしょう。 

○議長（宮下光晴君） 高野村長。 

○村長（高野忠房君） やはり議員おっしゃるように、今回のこの目的というのも、水のビジ

ネスというんですかね、これが非常に高まってきているということから、外国資本によって

森林の買収とか、こんなことが進んでいる中でこういった運動をしておるわけでございます

が、幸い、麻績村におきましてはこういった皆さんが目をつけるような要件が調っていない

ということであります。 

  といいますのは、いわゆるお一人の地権者で何千ヘクタールというような土地をお持ちに

なっている方もいらっしゃいませんし、それから、公共の山といいますか、大勢で持ってい

る、あるいは村有地とか、そういう場所がほとんどでございまして、あとは非常に細かく地

主さんがそろっておるというようなことの中で、大規模に買収されるというような予測もさ

れないわけでございます。 

  そしてまた、北アルプスのすそ野のように、大量の水資源があるというような地域もござ

いません。そういった中から、今のところそういった懸念はないと、こう見ておるわけでご

ざいます。でございますから、今、村としては、個々の水源地についてそれぞれ現在水利権

者がしっかりとそれを守っていただいております。その水利権者と村はいろいろな協定とい
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いますか、話し合いのもとでいろいろ水利用をさせていただいておりますので、それ以上の

ものをつくって規制をしていくという必要は当面ないだろうと、こう解釈しているというこ

とであります。 

  以上です。 

○議長（宮下光晴君） 髙野議員。 

○２番（髙野長男君） へ理屈じゃありませんが、区有地とか村有地は買収にも目が届くと、

そんなことでございますが、私有地に関しては、森林ばかりじゃなくて、一般の土地でもい

いわけですわ。そこへボーリングして水を吸い取ると、そんなことも考えるわけですが、そ

ういったことも防ぐためにも、私は条例というものは必要じゃないかと、そんなふうに思い

ますが、もう一度お願いいたします。 

○議長（宮下光晴君） 高野村長。 

○村長（高野忠房君） 議員のおっしゃるのは、水を守るためにという、規制をかけろという

ことになってくるわけでありますが、やはり規制というものは、相反するものが出てくるわ

けであります。そういったことも考慮しますと、今そこまで規制をかけていかなきゃならな

いという必要性がまだ見つからないということであります。 

  村の中にも貴重な水源地が何カ所かあります。しかし、それは大変小規模のものでござい

まして、現在もさっきから申し上げているように、それぞれの昔から長く続いてこられた水

利権者がきちんと守ってきていただいてあります。そこに改めて新たな規制を加えていくと

いうことは、逆にいろいろな面で不便が出てくるということもあります。でございますから、

今のところそこまでして行う理由があるのかなということを申し上げておるわけでございま

す。 

  以上です。 

○議長（宮下光晴君） 髙野議員。 

○２番（髙野長男君） さっきの防災の話じゃないですが、先々を見込んで、私はこういった

条例を制定したほうがいいじゃないかと、そんなことを要望しておきます。 

  それから、周年記念のダイヤモンド婚式とか、そういう人に祝い金をと、そんなことで、

答弁では亡くなった方とかそういう人に配慮して記念品とかそういうものはやめたと、そん

な答弁でございましたが、へ理屈じゃないですが、例えば出産祝い金もそうです。産めない

人もいるわけです。結婚してもですね。亡くなった方の気持ちもわかりますし、それはわか

ると思いますが、今夫婦で60年、70年、これは一緒に生活するということはすばらしいこ
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とだと思います。それは健康に留意して、それは不公平には俺は当たらないような、そんな

気がするんですが、もう一度お願いいたします。 

○議長（宮下光晴君） 高野村長。 

○村長（高野忠房君） 先ほど、これと対比して子育ての支援金という、出生祝い金という話

もございましたが、出生祝い金ということはご理解いただいておるんですが、これは政策で

あります。今、麻績村では子供をふやさなきゃならない。こういった政策の中で、尐しでも

ご支援できるものがあればということで始めておるわけでございまして、いわゆるこれと同

じ考え方だということではないというふうに、私は理解しておるんです。 

  それと、先ほどのことに戻りますが、長生きをしていただきたいというのは私も同じ思い

でございます。でございますから、長生きをされるということはそれぞれ片方を亡くされて

も、その分一生懸命生きておられる方がございます。長生きをすればまたそのときには、そ

のほうのお祝いは今させていただいておるわけでございます。夫婦そろって幸せになってお

られる方への、さらなる税を使ってお祝い申し上げるということは、いかがなものかという

過去の経緯もございますし、私もそう思っております。 

  そうしたことから、現在それは見送っておるわけでございまして、当面そういう形でいき

たいと、こういうことでございます。その分、そうした面で長生きをされた方に今現在もや

っておりますが、お祝いの品を贈るというようなことは、これはしっかりと続けていきたい

と、こう思っておるわけでございます。 

  以上です。 

○議長（宮下光晴君） 髙野議員。 

○２番（髙野長男君） 村長の気持ちのあれですね、ああせい、こうせい再質問するような問

題じゃないと思いますが、もうちょっと温かい気持ちで、ひとつ考えていただいて、また来

年でも再来年でもいいですが、気持ちが変わったら、村長をやっているかどうかちょっとわ

かりませんが、気持ちが変わったらひとつやっていただきたいと、そんなふうに思います。 

  灯油代もそうです。これは私が何言っても、村長がそんなもの必要ねえと、そう言えばも

うそれでおしまいですので。だが、これは16年にさっきも言ったが55円台で、今97円だね。

自分もそんなに豊かじゃないであれだが、その当時の本当に倍くらいだね、灯油代。それで、

去年の８月ころですか、そこからまたぐぐっと上がって今97円台だ。これもちょっと計算し

てみたら、大体２割以上の、昨年23年度の灯油代と比べても、２割以上多く使っているだい

ね。そうすると、それが生活弱者の人には相当の打撃だと思うだいね。そんなことで、村長、
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温かい気持ちでもうちょっと考え直しもらえねえかね。村長、お伺いします。 

○議長（宮下光晴君） 高野村長。 

○村長（高野忠房君） まず最初に、結婚の周年記念の祝い金のことを、将来に向けてぜひそ

んな方向でということでございますが、私の気持ちの中では本当にお祝いしてやりたいとい

う気持ちはあるわけでございます。 

  しかし、その方よりももっと苦労されて生きておられる方がある。そういうことを考えま

すと、高齢者福祉の予算をどこへ配分していくかということかと思うんですね。そういった

人たちに配分していくのか、あるいは困っている方のほうへ配分していくのか、その辺の考

え方の相違だと思うんです。 

  まず、全てが潤えばそういった事業にも回っていくと思うんですが、まず、そういう方で

ないところからまず予算を配分していくべきではないかと、そう考えておるわけでございま

すので、ご理解を賜ります。早くそういった皆さんにも村民挙げてお祝いができるような、

そんな時代が早く来てほしいなということを私も願っておるわけでございます。 

  それと、灯油代でございますが、議員おっしゃるとおり、実は私、個人でも大変だなとい

うことは感じております。恐らく低所得者層以外でも、今特に営業関係でございますね、営

業をやっている方についても大変なことだというふうには認識しております。灯油代が上が

ることによって、いろいろな原価が上がっていくわけでございますから、大変だというふう

に思っております。 

  しかし、世の中全てそうでございますので、低所得者層にだけ特別なことをということは、

どうしても限界がございます。ほかの制度もいろいろあるわけでございますので、ぜひとも

そんなことでご理解いただきたいと思います。 

  ただ、今後さらにこれが上昇していくというようなことになって、過去においた平成20年

でございましたか、一挙に20円も上がるというような状況になってくれば、恐らくこれは何

らかの形を考えなきゃならないだろうと思っておりますが、現在のところ、まだ当時ほど急

激なものではないというふうに理解しております。そんなことでご理解を賜りたいと思いま

す。 

○議長（宮下光晴君） 髙野議員。 

○２番（髙野長男君） さっき言いましたが、これは村長の気持ちだけのあれですので、村長

が今は考えていないと、そんなことならもうあれですので、これで質問は終わらせていただ

きます。ありがとうございました。 
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○議長（宮下光晴君） ２番、髙野長男議員の一般質問が終了しました。 

  ここで休憩をとりたいと思います。 

  再開については午後２時25分といたします。 

  ただいまから休憩に入ります。 

 

休憩 午後 ２時１５分 

 

再開 午後 ２時２５分 

 

○議長（宮下光晴君） それでは、休憩を閉じ会議を再開いたします。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◇ 坂 口 和 子 君 

○議長（宮下光晴君） ４番、坂口和子議員の一般質問を許可します。 

  ４番、坂口議員。 

〔４番 坂口和子君 登壇〕 

○４番（坂口和子君） それでは、さきに通告いたしました２題の質問をいたします。 

  まず、質問１については、新年度平成25年度の予算について。 

  昨年の衆議院選挙では民主党から自民党に国の政権はかわり、25年度予算では超大型の

92兆6,115億円の中、地方交付税は減額されております。自主財源の乏しい麻績村において、

新年度予算についてのお尋ねをいたします。 

  次に、質問２については、各行政区内の実態調査についての提案をさせていただきます。 

  尐子・高齢化に伴い、村内の各行政区では、区長を初め地区役員の業務が住民の負担にな

っている感じを受けていますので、実態調査の提案をしたいと思います。 

  以下、要旨一問一問については、一問一答で自席にて行います。 

  それでは、１番の質問事項１の新年度予算についてですけれども、本年度の25年度の地方

交付税の予想と予算編成の留意点を村長にお伺いいたします。 

○議長（宮下光晴君） 答弁を求めます。 

  清水総務課長。 
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○総務課長（清水 清君） まず最初に、私のほうから述べさせていただきたいと思いますが、

交付税の予想と予算編成の留意点でございますが、国の地方交付税総額は17兆624億円で、

前年対比といたしまして、2.2％の減、3,921億円の減額となっております。 

  また、臨時財政対策債につきましても６兆2,132億円で、こちらのほうは1.3％増の799億

円の増額となっております。地方交付税の総額の94％は普通交付税として、また６％が特別

交付税として配分をされておるわけでございます。 

  麻績村は、平成25年度当初予算におきましては、歳入構成比率で54.4％を占めていると

いう状況でございまして、当初予算額では控えめに見込ませていただきました。普通交付税

では11億3,000万円、これは平成24年度と同額を、また特別交付税ではルール分の上乗せを

見込み、4,000万円を計上いたしました。いずれにいたしましても、人口減尐、補正件数の

見直し等もかんがみ、見込みをした、そんな状況でございます。 

  厳しい財政状況の中、実施計画に基づき元気な麻績村づくりに向け、村民が誇りを持てる、

そんな村づくりに意を用いたところでございます。特に、歳出におきましては、尐子化対策

として若者定住促進住宅の継続、また出産育児支援金交付金の実施、それから社会保障費の

増大への対忚、人・農地プロジェクト会議を立ち上げ、将来の麻績村の農業を研究・検討し

てまいる関係所費を初め、森林整備、水路整備を、また長年の懸案事項でありました街路灯

整備にも着手をしていきたいという内容でございます。そして、貴重な文化財の護持に伴う

支援費も計上したところでございます。 

  第６次振興計画を基本に据え、住民の意向を尊重しながら協働の村づくりを積極的に進め

てまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

  以上です。 

○議長（宮下光晴君） 坂口議員。 

○４番（坂口和子君） 今、総務課長さんからの答弁をいただきましたけれど、これからやは

り国の財政も厳しくなってくると、当然地方の財政も厳しくなってきまして、特に先ほどの

課長のお話のように、自主財源が乏しい麻績村においては、交付税に頼っているところがた

くさんあると思うんです。その中で、一方、村長の目標としまして、幾つかの村長の公約が

上がっております。それとのセッティングにおいて、村長のほうから特に内容について説明

があったらお願いいたします。 

○議長（宮下光晴君） 高野村長。 

○村長（高野忠房君） 今、総務課長から申し上げたように、国の財政は厳しいという状況の
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中です。こうした中で、いわゆる限りある財源を使いながら、住民要望というのは限りない

わけでありますね。そういった中で、何に重点を置いていくかということが大事であろうか

なと、こう思っております。 

  そして、幾度も申し上げさせていただいておるんですが、今麻績村にとって何が必要かと

いうところで、そういったところに今重点を置かせていただいておるということであります。

その、今どこに力を入れなきゃいけないかということが、若者の定住関係であろうと、こう

思っておるわけであります。でございますから、今そういったところに力を入れていくとい

うことでございます。 

  将来に向けては、やはり経費を節減するなり行政改革はすべきことはきちんとやっていか

なきゃならないと、こう思っております。そうした中で、麻績村の将来にも続いていく今回

の進行計画ではございませんが、あすにつながる麻績村をきちんとやっていかなきゃならな

いと、そういったことでこれから進めていきたいと、こう思っております。 

○議長（宮下光晴君） 坂口議員。 

○４番（坂口和子君） 施策の一つの、若者の定住促進計画についてですけれど、天王団地に

若者住宅を建設されております。今入居されておりますけど、この入居者については、将来

10年とか15年後には、その方々が村外へ出ていく可能性があるのではないかと思います。

将来的にやはり麻績村の人口を減らさないように、それから子供をふやしていくようにとい

う、そういう先ほどの第６次の振興計画に基づいて人口増を考えた場合に、村長の方針とし

てこの若者定住対策のための住宅建設に非常に力を入れておりますけど、新しい住宅を建て

てよそから来ていただいて、一時的には人口がふえると思います、子供もふえると思います。 

  ですけど、その方々が麻績村に永住していただくという保証はないわけですよね。そのこ

とについては、村長はどのようにお考えですか。 

○議長（宮下光晴君） 高野村長。 

○村長（高野忠房君） おっしゃるとおりでございまして、住宅をつくったから、今人がふえ

ても、それがずっと続いていくかといったら、それは全く保証されていないわけです。しか

し、今は今すぐふやさなきゃいけないから、こういった政策をとっておるわけです。それと

あわせて、やはり若者が長く住みついていただくには、やはり魅力ある麻績村だということ

ですね、一言で言えば。 

  その魅力ある麻績村はどういうことかというと、美しい環境、それから便利な生活環境

等々いろいろあるわけであります。そういったものをあわせて今力を入れておるということ
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であります。でございますから、住環境、道路でありますとか水でありますとか、いろいろ

なことがございます。それから、交通体系でありますとか、そういったことにも力を入れる。

さらに観光事業、こういったものについてもきちんとやっていかなきゃならない。それと都

市との交流ですね、こういったこともやって、元気な村、こういったものをあわせてやって

いかなければ、若い皆さんは住みついてくれない。それから、子供たちの教育ですね、こう

いったこともあわせてやっていくと、こんなことでご理解をいただきたいと思います。 

○議長（宮下光晴君） 坂口議員。 

○４番（坂口和子君） その構想の中の、そうすると今、村の場合、高齢化率40％、それから

当然高齢化の方が多いんですから、自然現象として死亡がありますね。その一方、若者の対

策としてそうやって外部から入れることに施策をとっていますけど、村長のお考えとして、

その人口構想の中に、若者を何％くらいまではやっていきたいという構想がおありでしょう

か。 

○議長（宮下光晴君） 高野村長。 

○村長（高野忠房君） 具体的にまだ数値まで出せるような状況には至っていないということ

ですね。一人でも多く入ってもらいたいということであります。幸いに、麻績村というのは

先人たちの努力によりまして、交通の便は非常にいいということもございまして、今回も現

在募集をしておりますけれども、若者定住住宅等については非常に人気があるということで

あります。 

  やはりそれは、住宅だけの魅力ではなくて、麻績村ということに対する魅力ではないかな

と思っております。さらにさらに魅力を高めていく、こんなことが必要であろうな、こう考

えております。 

○議長（宮下光晴君） 坂口議員。 

○４番（坂口和子君） 大事なことだと思うんですけど、村長の考えの中に、住宅建設という

ことがまだ尐し経年していきたいという考えをしばしば伺っているんですけど、それからも

う一方で、空き家対策について、やはり村外からのここの村に魅力を持って入居していただ

いているという、そういう施策もとっております。 

  先ほど村長は、数字的なものはまだ考えていないというけど、そこはしっかりと目標と立

てて、やはり若者住宅対策をするときに、どのくらいまでは外部からの若者を入れたいから、

住宅はそのためにはどのくらい建って、そしてその若者を何％ぐらいあげるとかということ

がなくて、ただ毎年希望者がたくさんあった、そして一時的に住民が転入してきたからいい
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という施策だけでは、ちょっと余りにも短絡的じゃないかなと思いますけど、そこらはいか

がでしょうか。 

○議長（宮下光晴君） 高野村長。 

○村長（高野忠房君） 説明が言葉足らずであったかと思いますが、今の段階でようやく第一

歩ですね、若い人たちをふやそうという施策に乗り始めて、幾らか成果が見え始めたという

ことでございます。ただ、これがどんな方向に行くかということはまだわからないわけです

ね。 

  それから、じゃ、若者が何％いれば麻績村がいいかということは、非常に難しいことであ

ります。でございますから、お年寄りの方にも長生きをしてもらわなきゃいけない、お年寄

りの方もどんどんこれからも長生きしてもらわなきゃいけない。そういうことを考える中で、

お年寄りはどのくらいまで減っていく、それじゃ若者がどれだけふえるという、そういった

具体的な数値はまだつかめないということであります。できるだけいわゆる人口の理想的な

ピラミッド、そういった構成になっていくのはそれは理想です。 

  しかし、その理想は、こういった地域では理想どおりに行かないわけですね。そういった

中で、できるだけ今非常にピラミッドにはなっていない、議員ご承知だと思うんですが、非

常に中だるみのような人口構成になっております。これを何とかピラミッド型、理想的な形

には麻績村としては持っていきたいという気持ちがございます。でございますから、今それ

を何人までということは申し上げられないというのは、そのことを申し上げているんです。

でございますから、できるだけ若い人たちが住みつくことによって、高齢者を支えていける

ような、そんな社会を目指していきたいということで進んでおります。 

  早くできるだけこれからの具体的な政策の中で、それじゃ、住宅は具体的には当面何戸ぐ

らいは必要だということも、当然やらなきゃいけないと思っております。現在のところはま

だそこまで進んでいないということでご理解いただきたいと思います。 

○議長（宮下光晴君） 坂口議員。 

○４番（坂口和子君） そしたら、その一つですけれど、外から入ってきていただくこともい

いんですけど、この村長の３つの公約の中の若者が定住する中に、麻績村から出た人がもう

一回Ｕターンしていただくとか、または出ていただかない施策については、具体的なものが

挙げられていないけど、その点はどのようにお考えですか。 

  やはりせっかく村の中に住んでいただいた方が出ていくことが今、大きくなって若者が減

っているということも一つの要因があると思います。ですから、Ｉターンも大事ですけど、
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Ｕターン、またはここから出ていっていただかないような施策もあわせて住民に訴えていか

ないと、この若者定住が効を奏さないんじゃないかと思いますけど、そのことはいかがでし

ょうか。 

○議長（宮下光晴君） 高野村長。 

○村長（高野忠房君） 当然そういったことで、今の麻績にいらっしゃる若い皆さんも享受し

ていただけるような政策はあわせてやっておるわけであります。外にいる若い人たちが麻績

に帰っていただく、こんなようなことも力をいれなきゃいけないと思っておりますし、それ

から子育て等についてはこの界隈では余り例のないような子育てまでやっております。 

  そういったことから、外にいる方がふるさとでそんないい教育をしているんだったらとい

うような、今そんな話も出ておりますので、そんなこともあわせてやっていきたいと、こう

考えております。 

○議長（宮下光晴君） 坂口議員。 

○４番（坂口和子君） それでは、それに関してですけれど、１番の予算のところに関してで

すけれど、これから地区懇談会があると思いますけど、そのところでは、重点施策と予算に

ついてはどのようにお考えでしょうか。地区懇談会で行うものについての。 

○議長（宮下光晴君） 高野村長。 

○村長（高野忠房君） 毎年地域の皆さんといろいろな懇談をさせていただくという機会をと

らせていただいております。この春、区長会が終わってから全地区を回るということと、そ

れからさらにはその間に地域でそれぞれ来ていろいろなことを話せとか、いろいろなことが

ございます。そういったときにもできるだけ出ていって機会を取っているわけでございます。 

  今議員おっしゃるのは、春から夏にかけての一斉のことかと思いますが、やはりこれは25

年度の村づくりの基本といいますか、一番大事にしたいことをまずお話ししなきゃならない

かなと、こう思っております。それとあわせて、きょうもいろいろとお話出ておりましたが、

来年はしっかり農業について、人・農地プランでございますか、こういったこともやってい

かなきゃいけないというような、こんな話もしていかなきゃならないだろうなと、そう思っ

ております。 

  実はこれは、各地区でも限られた時間でございますので、余り欲をかいてもなかなか全て

お話しできないということでございますから、焦点を絞ってやっていきたいと思っておりま

す。それとあわせて、普段いろいろお話のできない地域の皆さんから、いろいろなお声も聞

きたいと、そんなことも考えております。これから区長会もございます。そのときにちょっ
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とお話をしながら、計画を具体的に立てたいと思っております。 

○議長（宮下光晴君） 坂口議員。 

○４番（坂口和子君） ぜひ地区懇談会のときには、今村長が言われましたように、焦点を絞

って何と何をどのくらいのということで住民の方々にわかっていただきやすいお話をしてい

ただきたいと思います。それが一つ要望です。 

  それでは、次のふるさと忚援寄附金についてのお尋ねをいたします。 

  まず、ふるさと忚援寄附金が21年度から始まったと思いますけれど、その状況と利用状況

を説明いただきたいと思います。 

○議長（宮下光晴君） 宮下村づくり推進課長。 

○村づくり推進課長（宮下利秀君） それでは、私のほうからふるさと忚援寄附金の寄附の状

況と活用状況について説明をさせていただきます。 

  ふるさと忚援寄附金につきましては、21年度から始まりまして、22年度の10月に制度を

リニューアルしまして進めてきているところでございます。おかげさまで、皆さんのご協力

をいただきまして、年々増加というところでございます。 

  平成24年度につきましては、２月28日現在で83件、178万円ほどのご寄附をいただいてお

ります。累計では181件、412万円ほどの多額の寄附をいただいている状況になっておりま

す。 

  また、寄附金の活用の状況でございますけれども、活用方法につきましては寄附をいただ

く時点で、６項目が設定してございまして、そのどこに使ってほしいという意思をお聞きす

る中で、活用をさせていただいてございます。活用の状況につきましては、毎年度寄附して

いただいた方にお知らせするとともに、ホームページ等で公表もさせていただいておるとこ

ろでございます。 

  また、寄附していただいた方に、こんな形で新たに使わせていただいておりますというよ

うなメッセージという観点から、ふるさと麻績村忚援団交付金事業というような制度を創設

いたしまして、地域で行われております広域的なイベントにも寄附をさせていただいている

ということでございます。 

  テーマ別の寄附の状況でいきますと、福祉関係で現在まで15件、18万円ほど、環境関係

で30件の32万円ほど、教育関係で17件の36万円ほど、農業とか農林業、観光、交流関係で

11件で16万円、共同関係で２件の12万円、村長にお任せというような状況で106件で298万

円、合計で180件412万円というような状況でございます。 
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○議長（宮下光晴君） 坂口議員。 

○４番（坂口和子君） そうすると、今年度24年度では、その181件の412万円、ほど使い尽

くしたということですか。そういう解釈でいいんですか。今いろいろのところを幾つかの６

項目について割り振って活用したということですので。181件、412万円を全部使い切った

という解釈でよろしいんでしょうか。 

○議長（宮下光晴君） 推進課長。 

○村づくり推進課長（宮下利秀君） 平成24年度では83件でございまして、累計で181件とい

うことでございます。22年度にリニューアルしたときに、基金は設けずにその年度で処理と

いうことでありましたけれども、例外として、ふるさと麻績村忚援団交付金事業につきまし

ては、前年度末に積み立てをしまして、翌年度取り崩してイベントに使わせていただくとい

うことでございますので、24年度につきましては、３月の補正予算で積み立てをさせていた

だいて、それ以外はこの項目で全部充当をさせていただきたいというふうに考えております。 

○議長（宮下光晴君） 坂口議員。 

○４番（坂口和子君） そしたら、関連質問にも入るかもしれませんけど、寄附していただい

た方々の住所地、村外とか県外とか都市部とかという数字がわかれば、大体で結構ですけれ

ど、ちょっと教えていただきたいと思いますけど。 

○議長（宮下光晴君） 推進課長。 

○村づくり推進課長（宮下利秀君） 合計でよろしいでしょうか。24年度でよろしいですか。 

○４番（坂口和子君） ええ、結構です。わかる範囲で大体で。 

○村づくり推進課長（宮下利秀君） それでは、24年度ですけれども、村内とかというのは特

に調べてはいないんですが、県内で24年度14件ございます。関東・中部関係で50件、関西

関係で16件、東北・北海道関係区域で１件、中国・四国・九州で２件ということで、合計

83件の寄附をいただいてございます。 

  あと、村内の関係というのも、村内の出身の方がいただいている例もございますし、別荘

の方が寄附をいただいているというような例、また別荘の方が知人に紹介していただいて寄

附をいただいているというような例も出てきてございます。 

○議長（宮下光晴君） 坂口議員。 

○４番（坂口和子君） それでは、その次の記念品のところと関係しますので、そこでもまた

関連質問いたしますけれど、次の寄附者への記念品の内容と今後の課題という要旨を上げて

あります。その記念品の内訳、特産品のリンゴとかお米とかということを聞いておりますけ
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れど、その記念品の内容について、尐し詳細にご説明いただきたいと思います。 

○議長（宮下光晴君） 推進課長。 

○村づくり推進課長（宮下利秀君） 平成24年度の記念品の内容について若干説明をさせてい

ただきますが、記念品につきましては、主記念品というものを４項目設けております。それ

ははぜかけ米、リンゴ、加工品セット、シェーンガルテンおみの宿泊補助券というような形

で主記念品を、ご希望をお聞きしてお届けをしておるというところでございますが、高額な

寄附をいただいた方にはさらに山菜ですとかキノコ、手打ちそばというようなものもお届け

をしているような状況でございます。 

○議長（宮下光晴君） 坂口議員。 

○４番（坂口和子君） 先ほどの寄附していただいた方々の人数も伺いましたけど、この今記

念品を差し上げるに当たって、同一の人が何年かにわたってというケースもありますか。あ

れば、もしその方が同じ人が、例えば毎年金額は尐ないかもしれないけど、毎年やってくだ

さっているという人もいるとすれば、その記念品についての種類が今４種類とかと言われま

したけど、同一のものが送られるということもあるのでしょうか。 

○議長（宮下光晴君） 推進課長。 

○村づくり推進課長（宮下利秀君） 記念品につきましては、寄附の申出書のところに、こん

なようなものがいいですよという主記念品のご希望をお聞きしてございます。リピーターの

方がおおむね半数くらいございますので、その方によって毎年お米、毎年リンゴという方も

おりますし、最初の年はリンゴで次の年はまた違ったものというようなご希望もございます

ので、その人のご希望に沿ってお届けをしているという状況です。 

○議長（宮下光晴君） 坂口議員。 

○４番（坂口和子君） リピーターの方々に麻績村の宣伝もしていただくというのが多分これ、

一つあるということを聞いておりましたけれど、逆にその方々が先ほど聞きました遠方の

方々もいますね。結構遠く、九州の方もいらっしゃるんですけれど、ご寄附をいただいた

方々に本来でしたらこの麻績を見ていただいて、村の出身の方は麻績もわかっているかもし

れませんけれど、この麻績へ来ていただいて、麻績の状況を見ていただいて、それから麻績

の住民と接していただいて、そしてＰＲのお役に立っていただくというのがいいんじゃない

かなと思いますけど、そのような考えはいかがでしょうか。 

○議長（宮下光晴君） 推進課長。 

○村づくり推進課長（宮下利秀君） 議員さんおっしゃるとおり、ぜひ麻績に来ていただきた
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いということもございまして、ふるさと納税制度を平成22年にリニューアルしたときに、寄

附金をいただいた方に、麻績村忚援団員証というものをお届けしてございます。忚援団員証

には、シェーンガルテンの利用補助券と村内の施設、観光課にもご協力いただいております

けれども、利用施設の割引等もつけまして、お送りをさせていただいてございます。 

  おかげさまで、平成23年度につきましては、利用補助券を50％ほど使っていただいてお

りますので、利用補助券１回1,000円のものですけれども、それをシェーンガルテンで50％

の方が使っていただいているということは、麻績村にそれだけ訪れていただけているのかな

というようなことで考えております。 

  以上です。 

○議長（宮下光晴君） 坂口議員。 

○４番（坂口和子君） そうですね、そのような解釈もあるかと思いますけど、ちょっと一部

何かいただいているけど、使わないからお友達にあげるわと言われて、村内の方がもらった

というようなお話も聞いているんです。件数としては尐ないと思いますけれど。 

  ですから、私が申し上げたいのは、実際この麻績村へ来ていただいて、環境を見ていただ

く。先ほど村長も言われましたけど、麻績村ってすばらしいところで、都会から来ていただ

くと非常に魅力があるというところだということを皆さんおっしゃいますので、例えば時期

を１回にしてどこかで、一番麻績村のいい季節とか何か見ていただきたいようなものにあわ

せて、当然そんなにおいでになれるかどうかはわかりませんけど、逆に言うと、記念品のと

ころへお金を使うじゃなくて、その記念品の分を交通費に差し上げる。交通費としてぜひ来

ていただきたいということで寄附者の方に負担のない程度にして、麻績村を訪れていただい

て、名所とか文化施設を見ていただくとかという、そういう新しい企画はいかがでしょうか。

考えてらっしゃらないかどうか。 

  要は、よそから来ていただいて麻績村を見ていただきたいというのが一番の私の申し上げ

たい目的ですけど、いかがでしょうか。 

○議長（宮下光晴君） 推進課長。 

○村づくり推進課長（宮下利秀君） 納税する方のご意思もございます。ただ、平成22年から

リニューアルしておりまして、まだ寄附していただいた方にアンケート調査もしていないと

いうような状況もありますので、できればどこかで、寄附した人がどんな形で寄附してくれ

とか、どんな形で使いたいというアンケート調査ができればいいかなというふうには考えて

おります。 



－107－ 

○議長（宮下光晴君） 坂口議員。 

○４番（坂口和子君） ぜひ、そのアンケートのときにこちらへ来ていただける意思があるか

ないかということもあわせてしていただいて、こちらへお招きした折には、住民と交流する、

そういう機会を設けていただいて、寄附していただいた方々の考えがもっと広がるように、

いいＰＲの役目を担っていただけるような方向に持っていっていただければ、このふるさと

忚援寄附金が生きてくるんじゃないかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、次の要旨３番目の、村づくり活動支援事業補助金についてですけれど、これに

ついても要綱の中に５名以上の構成員と定められておりますけど、実は村民の中で特産品だ

とか伝統文化の試作品づくりなどを初め、尐人数で研究を始める、そういう方の声もちらっ

と聞いております。この要綱には尐し流用性はあるんでしょうか、いかがでしょうか。 

○議長（宮下光晴君） 推進課長。 

○村づくり推進課長（宮下利秀君） 村づくり活動支援事業の補助金でございますけれども、

これにつきましては、コミュニティ助成事業から変更でできているものでございます。あく

までも、この事業につきましては公益性を考えておりますので、個人的なものについては、

税金でございますので、出しにくいというような形でございますので、この村づくり活動支

援事業については５人以上ということでさせていただいてございますけれども、個人的にい

ろいろな事業をやってみたいとかというような相談も、実際にいただいておりますので、そ

ういう方にはこんな事業があるよ、こんな事業があるよというような説明をさせていただい

たり、地方事務所に行って相談をさせていただいているという経過もございますので、もし

そのようなものがあればご相談いただければなと思います。 

○議長（宮下光晴君） 坂口議員。 

○４番（坂口和子君） とりあえず推進課のほうの窓口へという、そういうお考えということ

でしょうか。村民の方々が、やはりいつも特産品をみんなで考えましょうとか、いろいろ考

えましょうと言っていますけど、もう尐し情報の開示をどこかでやっていただいて、そして

村民の方に喚起をしていただくような施策もとっていただいたほうがいいかなと思いますけ

れど、結構私たち女性のところでは、何か尐し人数が集まると、そういう話が出たり、こん

なこともやってみればいいねとかという話は出るんです。 

  ですけど、やはりどこかで尐しでも補助的なものとかそういうものがあると、それから支

援をしていただける窓口ですね、担当の方がもう尐し気楽に村民の方に一緒にやっていただ

けるような、そういうことはできないでしょうか。 
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○議長（宮下光晴君） 推進課長。 

○村づくり推進課長（宮下利秀君） 補助事業につきましては、広報不足というような面もあ

ろうかと思います。昨年も広報で何回かこんな事業があります、また国でもコミュニティ助

成金ですとか元気づくり支援金という県の制度もありますというような広報もさせていただ

いてございますので、またもう尐し広報できるような形で進めていければなと考えています。 

○議長（宮下光晴君） 坂口議員。 

○４番（坂口和子君） それでは、時間も進んでいきますので、次の要旨４番目の、住民の自

主的公民館活動に対する支援についてということですけれど、これも今の３番目の村づくり

の支援金と同等に、住民の方々で仲間で活動するとか、仲間でいろいろのグループをつくり

たいとかという考えを持っていることをよく聞いておりますけど、公民館のほうの規約で、

クラブの立ち上げ規約だとかそれからそういう住民のグループの支え合う規約とかというこ

とは、どんなふうになっているでしょうか。もし補助金もあれば、補助金も含めてご説明い

ただきたいと思います。 

○議長（宮下光晴君） 塚原教育長。 

○教育長（塚原勝幸君） 今、各クラブにつきましては、それぞれ地域の方々、有志が集まっ

てというようなクラブも幾つかございます。また、クラブの中でも公民館の育成事業として

立ち上がってきたクラブ等につきましては、当初３年間１万円というような補助の中で、ク

ラブの立ち上げをしていただいているというような状況でございます。 

  いろいろとクラブの立ち上げにつきましては、ケースバイケースございますので、そうい

った部分につきましては、また公民館のほうとご相談いただく中で、その人たちが地域のた

めに、また自分たちの趣味趣向のために活性化を図る上でやっていきたいというような部分

については、ご相談いただければこちらのほうでいろいろなご指導を申し上げたり、またア

ドバイスしたり、またお力添えをしたりというような体制をとらせていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（宮下光晴君） 坂口議員。 

○４番（坂口和子君） この公民館の要綱は、文書的になっているものは今あるでしょうか。 

○議長（宮下光晴君） 教育長。 

○教育長（塚原勝幸君） 自主的なクラブでございますので、本来的にはそういったものは、

要綱的なものはございません。要するに、現在こういうクラブを立ち上げるので、こういっ

た補助有無というような形で、しっかりとした要綱があるとか、そういうものはございませ
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ん。 

  あくまでもクラブ等につきましては、自主的に皆さんが集まって、実績の運営の中で実施

をしていくというのが根本的な考え方でございますので、主体的にはそういう形で立ち上げ

をいただくと。ただ、その後についてはいろいろと公民館の利用とかそういうものについて

は、要するに公民館活動クラブとして、そういった優遇制をとっているところでございます

ので、そういった意味での支援はしておりますけれども、本来的な補助要綱等の制定等につ

いては現在行っておらないというところでございますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

○議長（宮下光晴君） 坂口議員。 

○４番（坂口和子君） そこが、村の方々にしてみると、何か自分たちでもやりたいんだけれ

ど、要綱がどうなっているのか、規約がどうなっているのか、補助金はどうなっているのか

ということを聞きます。 

  やはり公民館としてそこらのところ、クラブの立ち上げは確かに自主的に個人の判断だと

言われればそれまでですけれど、特に若者のために若者がもっと元気を出して、村の中で活

気づいてもらいたいということがあるとすれば、これは公民館活動だけではないかもしれま

せんけれど、先ほどの村づくり推進課のほうとも連携する部分はあるとは思いますけれど、

もう尐し若者の皆さんが活気ある活動、または仲間づくりができるような、そういうものを

要綱として規約としてというか、そういう文章化したものがつくられるとありがたいかなと

思いますけど、そのことについての方向性はいかがでしょうか。 

○議長（宮下光晴君） 教育長。 

○教育長（塚原勝幸君） 各種独自のクラブにつきましては、なおかつ若者等のクラブにつき

ましては、今いろいろなクラブを自主的に立ち上げて自分たちで活動というような部分も出

ております。今後についていろいろと村づくりのほうでも先ほどございましたけれども、い

ろいろなそういった好意的な補助とか小さな産業づくりとか、いろいろな支援事業、元気づ

くりとかそういった形もございますので、そういったものも踏まえる中で、体制を整えてい

ければと思いますし、また、あくまでも自主的なクラブの立ち上げという部分が根本的な考

えでございますので、実際的にはそういう補助があってどうのこうの、有無というんじゃな

くて、自主的にいろいろな活動、こういうことをやりたいんだがというような形でご相談い

ただければ、それなりきのこういったものがあるよ、こういった支援をするよというような

人的なものについては、常に支援はしているところでございますので、ぜひそういうクラブ
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等があったら、ご相談いただければありがたいかなと思うところでございます。 

  今後、そういう形の中で要望等があるということになれば、ある程度、こういった要綱で

はございませんけれども、ある程度のそういった方向性というものも示されるような形も今

後は考えていきたいかなと思っているところでございますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

○議長（宮下光晴君） 坂口議員。 

○４番（坂口和子君） 補助金ばかりじゃなくて、例えば公的な施設の活用についても、やは

りその中にどういう施設をどうやって使って、どのような手続が要るとか、そういうものが

表記されているものができていると使いやすいと思いますので、それはできたらなるべく早

くにつくっていただいて、要綱等をそろえていただきたいということを要望いたします。 

  では、次に、最後の質問事項２の、各行政区内の実態調査についてという提案ですけど、

各行政区、今行政区は25か６あるんでしょうか、各行政区とも人口構成が非常に、高齢化に

なっていまして若者が尐なくて、その中に区の役員を決めるのに、私も本町なんですけど、

今非常に苦慮しております。従来、年配者から順番に、年順にやってきて、ついに若者のと

ころまで来ちゃっているということで、若い方々は、例えば区長、分館長、その他区の役員

が非常に重圧になっておりまして、そして負担を感じています。 

  ですので、役員ばかりじゃなくて、先ほどもちょっとお話ありましたけど、区の中の実態

調査を１回していただいて、将来、果たして今の25行政区がそのまま続けるのがいいのかど

うかということも視野に入れて、実態調査をしていただけたらと思いますけど、その点はい

かがでしょうか。 

○議長（宮下光晴君） 高野村長。 

○村長（高野忠房君） 今議員おっしゃったとおりでありまして、過疎化が進んでいる、高齢

化が進んでいるという中で、以前は若い皆さんがいて、それぞれ重要な体を動かす、いわゆ

るそういった役員は若い皆さんが担っていただいたんですが、今どうもそういうわけにいか

ないという状況になっております。 

  現在、地区が25、それから地区だけではなくて、公民館活動が今大変な状況になっており

ます。分館が24分館あるわけでありまして、そういった中で、今議員もこれからのことにつ

いてご提言いただいたわけでございますが、村としても地域活動を活発にしていただくため

に、いろいろなことを工夫をしてきておるわけです。例えば、６月に行われます村民体育祭、

これは分館24分館ということではなくて、９区に分けてやっておるということがございます。 
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  そういうことも進めておるわけでありますが、さて、これを区の再編ということになりま

すと、非常に複雑な問題が出てまいります。区の財産でありますとか、区のそれぞれいろい

ろなかかりがございますね。お祭りでありますとかいろいろあって、いろいろ難しい問題が

あります。でございますから、今議員おっしゃられたように、区の皆さんがどう考えている

かというようなことは、それぞれ区の皆さんと話し合っていかなきゃならないのかなと、そ

う考えております。 

  一つの例としては、先ほどの例ではございませんが、体育祭のような形で、大きな地区で

やるものと、それから個々にやっていかなきゃいけないものがあるのか、そんなことも分け

ていかなきゃならないんだろうなと、こう思っております。 

  いずれにしましても、議員の今ご提案がございましたように、今後区長さんあるいは分館

長さんを含めて、これからのあり方のご意見等を聞いていきたいと、こう思っております。 

  以上です。 

○議長（宮下光晴君） 坂口議員。 

○４番（坂口和子君） 私の申し上げたのは、そういうことに限っているんじゃないです。実

際に区の中で、今までの質問の中にもいくつか出ておりましたけれど、区の要請事項だとか、

それから防犯灯の電気料の負担だとかということも出ておりましたね、前の質問の中に。 

  そういうことで、区の中で処理していかなくちゃいけない、または行政と区の中の役員が

連携している環境美化委員だとか、そのほか私実際きょう持ってきておりますけど、こうや

って区の中の役員名簿を見ても、非常に数が多いんです。これを決めるときに、いつも総会

で、大体一つのルールがありまして、年齢順でほっぺた回しでという決め方がうちの区の場

合はそうですよ、ほかも聞いても大体そんなふうに決めてらっしゃるようですけれど、若者

のところへ行っちゃって、もう若者がいなくなっちゃった。 

  じゃ、どうするか。本来でしたら上のもう尐し、実際にもうＯＢになっている人たちがも

う一度その役を担ってくれればいいという考えは持っているんですけれど、じゃ、それを区

の中でうまく調整できるかというと、それが調整できないというのが悩みです。 

  ですから、別に私は本町に住んでいるから本町のことを言いましたけれど、ほかの地区で

もそういう区の役員の選出についての悩みなんかはあるんじゃないかなと思いますし、実際

に区の中の実態がどうなっているかという実態調査は、一回行政のほうでやっていただいて、

そこの中から出てきたものをもう尐し整理して、行政と区の連携がうまくできるように、コ

ミュティがうまくできるようにされたらいかがかなと思っています。 
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  その一つに、今回新しい新年度の予算の中で、集落支援員について新しく出てきまして、

これについてももしこの集落支援員体制がこの集落にうまく張りついて、その集落でフォロ

ーをしていただける体制になるんでしたら、ちょっと私もインターネットで見ましたら、活

用しているところにおいては、この支援員を自治体の中だけで人選して、そして大勢の方々

に活動を振り分けているという例と、それから地区自治体外から来ていただいてやっている

例とはありますけれど、そういうことは集落支援員制度については、今後どのように活用し

ていくか、そのことが一つ。 

  それから、もし実態調査をしていただいた上でこういうものが活用できるならしていただ

きたいと思いますけど、その実態調査をする意思があるかどうか。 

○議長（宮下光晴君） 高野村長。 

○村長（高野忠房君） 先ほどから申し上げましたように、実態調査の前にまず区長さんある

いは分館長さん方がどう考えているかということをお聞きする中で、詳細な調査が必要であ

れば踏み込んでやっていきたいと思います。まずは区長さんや分館長さん方のご意向、ご意

見等を聞く中で検討したいということを申し上げております。 

  それから、集落支援員でございますが、これは限りなく無制限に設置できるというもので

は、今そこまでは考えておりません。地域がそれぞれ元気になるような仕組みをお手伝いし

ていただくということでありまして、それぞれ特定な地域に張りつけていくという考え方で

はございません。でございますから、例えば集落支援員が役場の中に主にいて、それでいろ

いろな事業で地域を支えていくというようなことも、そういうこともあるでしょうし、それ

から、直接地域へ出ていっていろいろなことを支援申し上げるということもあるでしょうし、

それから、特定のご家庭に訪問したりして支援をするということもあるでしょうし。 

  でございますから、今そういったことを考えておりますので、特定な地域に張りつけて、

そこだけの支援ということは今はちょっと考えておりません。ただ、将来それぞれの地区の

中でいわゆる限界集落といいますか、限界集落からさらに進んで、消滅するような集落がと

いうようなことになってくると、そういった集落はどうやって支援していこうかということ

はあろうかと思いますが、現時点ではその集落支援というのは、そこまでは考えておりませ

ん。 

  以上です。 

○議長（宮下光晴君） 坂口議員。 

○４番（坂口和子君） その集落支援の制度がどのくらい麻績村で活用できるかということも
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あると思いますけど、その活用がうまくいっているところの情報も得ましたので、逆に言う

とこの支援員を自治体の中で何人か設定していただいて、どうせそれはその支援員の方には

それ相忚の報酬というものも必要かと思いますけど、ある程度支援員の支出、または業務等

が自治体のほうで計画されて、その方々に動いていただいて、その方々が各行政区のほうの

フォローも、一つに決めるわけではありませんよ。複数決まった支援員があちらへもこちら

へも行政区の中にバックアップするという体制をつくれば、今私が申し上げました区の中の

いろいろの業務で困っていることも、尐しはフォローできるんじゃないかなと思う。 

  なぜかというと、前から私、何回か言っているんですけれど、行政区に役場の担当の職員

をということを私、二、三度一般質問で申し上げたことありますけど、なかなかそれが実現

しておりませんので、そういうことを考えると、この集落支援員という人たちの活用方法を、

セッティング方法を考慮されたらいかがかなと思いますので、その考えをちょっと伺いたい

なと思います。 

○議長（宮下光晴君） 高野村長。 

○村長（高野忠房君） 今おっしゃられたように、行政の一部の支援というような形でやって

おられる先進地もあります。この近隣でも、今大変難しくなっているわけでありますが、

人・農地プランの作成というようなことについては、役場のＯＢの方をそれぞれ地域に何人

か支援員にして、そういうことを担当させるというような、そういった支援制度もやってい

るところございます。いろいろございますが、これからいろいろと知恵を絞ってやっていき

たいと、こう考えております。 

○議長（宮下光晴君） 坂口議員。 

○４番（坂口和子君） この集落支援員制度というのは、もうネーミングからいっても非常に

魅力があって、多分住民の人たちがこれを聞くと、おらほうの部落へも何か協力してもらえ

るのかなと、村からそういう体制を整えてくれているのかなというようなことあると思いま

すので、お願いしたいと思います。 

○議長（宮下光晴君） 推進課長。 

○村づくり推進課長（宮下利秀君） 集落支援員について、若干補足をさせていただきますが、

集落支援員が各地域のお手伝い的なものになるかというようなことではなくて、これは総務

省の特別交付税措置でございまして、集落の動くことに対してのバックアップですので、集

落の細かなことにかかわっていけるかどうかというところは、ちょっと疑問なところでござ

います。 
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○議長（宮下光晴君） 坂口議員。 

○４番（坂口和子君） それは結構です、そういう内容的なものは。 

  そういう集落へのバックアップをする制度があって、それを活用して行政からも忚援して

いますよということをわかるだけでも、住民の人たちはある程度力になるんじゃないかなと

思っていますもので、この制度についての活用を幅広く活用していただくことを要望して、

私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（宮下光晴君） ４番、坂口和子議員の一般質問が終了しました。 

  以上で、通告されました議員全員の一般質問が終了しました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎委員長報告 

○議長（宮下光晴君） 日程第２、委員長報告を議題といたします。 

  社会文教委員会に付託しました陳情１件、また継続審査としています陳情１件の審査の結

果について報告を求めます。 

  坂口和子社会文教委員長。 

〔社会文教委員長 坂口和子君 登壇〕 

○社会文教委員長（坂口和子君） それでは、社会文教委員会に付託されました陳情１件の審

査、また継続審査としておりました陳情１件を再審査した結果を報告いたします。 

  審査した結果は、請願、陳情、要請等審査結果報告書のとおりでございます。第25－１号 

年金2.5％の削減中止を求める陳情書については、継続審査をすることと決定いたしました。

国では、社会保障と税の一体改革の名のもとで、昨年11月16日に改正国民年金法が成立し

ました。公的年金の支給水準は本来より2.5％高いとされ、減額を３段階で実施し、2013年

10月から１％、2014年４月から１％、2015年４月から0.5％減額して年金の過払いを解消す

ることとしました。 

  年金は物価スライド制、本来のルールでありました。年金額を抑制するマクロ経済スライ

ドは、もらい過ぎの解消と物価上昇が条件であり、仮にデフレが今後も続けば、マクロ経済

スライドは発動できなくなる心配も抱えています。過払い解消が遅れたのは、年金を減額す

ることで高齢者の反発を招くということをおそれた政治家の選挙対策が要因であり、年金の

過払いは9.6兆円に上ると言われています。結果、国の政治が高齢者優遇を続け、現役世代
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につけを回したことになりました。 

  陳情の趣旨はよく理解できるものの、年金財政は深刻な問題であり、消費税増税による今

後の景気の動向も見きわめた上で判断すべきものとし、さらに継続して審議するものと決定

しました。あわせて、継続審査申出書を提出するものであります。 

  次に、第24－12号 生活保護基準の引き下げはしないことなど国に意見書提出を求める

陳情については、再度継続審査することに決定しました。 

  生活保護基準は、憲法第25条で保障されている健康で文化的な最低限度の生活を保障する

とともに、自立を助長することとされていますが、その生活扶助基準の水準は、そのときど

きの経済的、文化的な生活状況や国民の社会通念などの影響を受けるものであります。 

  現在、生活扶助基準の設定は、生活保護受給世帯と第一分位の低所得世帯のそれぞれの生

活費を比較して決めるという相対評価の水準均衡方式を採用しています。この方法は、第一

分位の低所得者の生活費が右肩上がりで成長していくことを前提としている方法であります

ので、理論的に最低生活費の絶対基準を上回ることが保障されることになります。しかし、

現在のような経済状況、あるいはこれから人口高齢化と人口減尐で経済規模の縮小も予想さ

れる中では、水準均衡方式が必ずしも絶対基準の最低生活費を算定しているかは定かではあ

りません。 

  現在、国において自公政権が生活保護基準を８月より引き下げの方針を公表し、また、社

会保障も含め、賛否の議論が活発になっています。当委員会では、生活保護費の財源を税金

としていること、支給に関しての公平・公正が保たれることなど、国の動向を見きわめなが

ら判断するものとし、再度継続審査とすることに決定しました。あわせて、継続審査申出書

を提出するものであります。 

  以上、社会文教委員会に付託されております陳情１件の審査、また継続審査としておりま

した陳情１件を再審査した結果の報告といたします。 

○議長（宮下光晴君） 第25－１号 年金2.5％の削減中止を求める陳情書について採決いた

します。 

  社会文教委員長の報告によると、第25－１号の陳情は継続審査で、あわせて閉会中の継続

審査の申し出があります。 

  お諮りいたします。 

  委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（宮下光晴君） 異議なしと認めます。 

  したがって、第25－１号は委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに

決定いたしました。 

  続いて、継続審査としておりました第24－12号 生活保護基準の引き下げはしないこと

など国に意見書提出を求める陳情について採決いたします。 

  社会文教委員長の報告によると、第24－12号の陳情は継続審査で、あわせて閉会中の継

続審査の申し出があります。 

  お諮りいたします。 

  委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） 異議なしと認めます。 

  したがって、第24－12号は委員長からの申し出のとおり、再度閉会中の継続審査とする

ことに決定いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（宮下光晴君） 本日予定されました議事日程はすべて終了いたしました。 

  以上で平成25年第１回麻績村議会定例会第２日目を散会といたします。 

  大変ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時２５分 
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平成２５年第１回麻績村議会定例会 （第３日） 

 

議 事 日 程（第３号） 

 

                      平成２５年３月１２日（火）午前９時開議 

      開議の宣告 

      議事日程の報告 

日程第 １ 議案第 １号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す 

             る条例について 

日程第 ２ 議案第 ２号 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一 

             部を改正する条例について 

日程第 ３ 議案第 ３号 特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の一部を改正する 

             条例について 

日程第 ４ 議案第 ４号 麻績村福祉医療費給付金条例の一部を改正する条例について 

日程第 ５ 議案第 ５号 麻績村観光開発並びに別荘誘致に関する条例の一部を改正する条 

             例について 

日程第 ６ 議案第 ６号 麻績村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部 

             を改正する条例について 

日程第 ７ 議案第 ７号 麻績村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につい 

             て 

日程第 ８ 議案第 ８号 麻績村公営住宅管理条例の一部を改正する条例について 

日程第 ９ 議案第 ９号 麻績村下水道条例の一部を改正する条例について 

日程第１０ 議案第１０号 麻績村農業集落排水施設の設置等に関する条例の一部を改正する 

             条例について 

日程第１１ 議案第１１号 麻績村村道の構造の技術的基準を定める条例の制定について 

日程第１２ 議案第１２号 麻績村準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の制 

             定について 

日程第１３ 議案第１３号 麻績村村道の道路標識の寸法を定める条例の制定について 

日程第１４ 議案第１４号 麻績村高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る道路の構 

             造に関する基準を定める条例の制定について 
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日程第１５ 議案第１５号 麻績村指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予 

             防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例の制定につい 

             て 

日程第１６ 議案第１６号 麻績村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関 

             する基準を定める条例の制定について 

日程第１７ 議案第１７号 麻績村指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び 

             運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた 

             めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定につい 

             て 

日程第１８ 議案第１８号 麻績村水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条 

             例の制定について 

日程第１９ 議案第１９号 第６次麻績村振興計画について 

日程第２０ 議案第２０号 麻績村聖高原観光施設の指定管理者の指定について 

日程第２１ 議案第２１号 麻績村農産物加工施設の指定管理者の指定について 

日程第２２ 議案第２２号 安曇野松筑広域環境施設組合規約の変更について 

日程第２３ 議案第２３号 平成２５年度麻績村一般会計予算 

日程第２４ 議案第２４号 平成２５年度麻績村国民健康保険特別会計予算 

日程第２５ 議案第２５号 平成２５年度麻績村聖高原別荘地地上権分譲事業特別会計予算 

日程第２６ 議案第２６号 平成２５年度麻績村住宅団地分譲事業特別会計予算 

日程第２７ 議案第２７号 平成２５年度麻績村下水道事業特別会計予算 

日程第２８ 議案第２８号 平成２５年度麻績村水道事業特別会計予算 

日程第２９ 議案第２９号 平成２５年度麻績村介護保険特別会計予算 

日程第３０ 議案第３０号 平成２５年度麻績村後期高齢者医療特別会計予算 

日程第３１ 議案第３１号 平成２５年度麻績村観光事業特別会計予算 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

出席議員（８名） 

     １番  塚 原 紀 男 君      ２番  髙 野 長 男 君 

     ３番  若 林 今朝路 君      ４番  坂 口 和 子 君 
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     ５番  小 山 福 績 君      ６番  宮 下   聡 君 

     ７番  尾 岸 健 史 君      ８番  宮 下 光 晴 君 

欠席議員（なし） 

 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（８名） 

村 長 高 野 忠 房 君 副 村 長 市 川 浩 史 君 

教 育 長 塚 原 勝 幸 君 村づくり推進
課 長 

宮 下 利 秀 君 

総 務 課 長 清 水   清 君 振 興 課 長 飯 森   力 君 

住 民 課 長 柳 原 俊 文 君 観 光 課 長 宮 下 和 樹 君 

 

事務局職員出席者 

議会事務局長 宮 下 勝 富 書 記 宮 川 美矢子 

 



－120－ 

 

開議 午前 ９時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（宮下光晴君） 皆さん、おはようございます。 

  定刻となりました。 

  ただいまの出席議員、８名全員です。定足数に達していますので、平成25年第１回麻績村

議会定例会第３日目を開会いたします。 

  これより本日の会議を開きます。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議事日程の説明 

○議長（宮下光晴君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

  事務局長より、議案等の確認及び本日の議事日程等について説明願います。 

  事務局長。 

〔事務局長説明〕 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１号の質疑、討論、採決 

○議長（宮下光晴君） 日程第１、議案第１号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

  質疑を行います。 

  議案第１号について、質疑のある方の発言を求めます。 

  ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） それでは、議案第１号について質疑を打ち切り、討論を省略し、採決

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（宮下光晴君） 異議なしと認めます。 

  原案に賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（宮下光晴君） 全員挙手。 

  よって、全員賛成と認め、議案第１号は原案どおり可決いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２号の質疑、討論、採決 

○議長（宮下光晴君） 日程第２、議案第２号 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

  質疑を行います。 

  議案第２号について、質疑のある方の発言を求めます。 

  ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） それでは、議案第２号について質疑を打ち切り、討論を省略し、採決

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） 異議なしと認めます。 

  原案に賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（宮下光晴君） 全員挙手。 

  よって、全員賛成と認め、議案第２号は原案どおり可決いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第３号の質疑、討論、採決 

○議長（宮下光晴君） 日程第３、議案第３号 特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条

例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

  質疑を行います。 
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  議案第３号について、質疑のある方の発言を求めます。 

  ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） それでは、議案第３号について質疑を打ち切り、討論を省略し、採決

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） 異議なしと認めます。 

  原案に賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（宮下光晴君） 全員挙手。 

  よって、全員賛成と認め、議案第３号は原案どおり可決いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第４号の質疑、討論、採決 

○議長（宮下光晴君） 日程第４、議案第４号 麻績村福祉医療費給付金条例の一部を改正す

る条例についてを議題といたします。 

  質疑を行います。 

  議案第４号について、質疑のある方の発言を求めます。 

  ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） それでは、議案第４号について質疑を打ち切り、討論を省略し、採決

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） 異議なしと認めます。 

  原案に賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（宮下光晴君） 全員挙手。 

  よって、全員賛成と認め、議案第４号は原案どおり可決いたしました。 
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──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第５号の質疑、討論、採決 

○議長（宮下光晴君） 日程第５、議案第５号 麻績村観光開発並びに別荘誘致に関する条例

の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

  質疑を行います。 

  議案第５号について、質疑のある方の発言を求めます。 

  ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） それでは、議案第５号について質疑を打ち切り、討論を省略し、採決

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） 異議なしと認めます。 

  原案に賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（宮下光晴君） 全員挙手。 

  よって、全員賛成と認め、議案第５号は原案どおり可決いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第６号の質疑、討論、採決 

○議長（宮下光晴君） 日程第６、議案第６号 麻績村消防団員の定員、任免、給与、服務等

に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

  質疑を行います。 

  議案第６号について、質疑のある方の発言を求めます。 

  ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） それでは、議案第６号について質疑を打ち切り、討論を省略し、採決

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（宮下光晴君） 異議なしと認めます。 

  原案に賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（宮下光晴君） 全員挙手。 

  よって、全員賛成と認め、議案第６号は原案どおり可決いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第７号の質疑、討論、採決 

○議長（宮下光晴君） 日程第７、議案第７号 麻績村消防団員等公務災害補償条例の一部を

改正する条例についてを議題といたします。 

  質疑を行います。 

  議案第７号について、質疑のある方の発言を求めます。 

  ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） それでは、議案第７号について質疑を打ち切り、討論を省略し、採決

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） 異議なしと認めます。 

  原案に賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（宮下光晴君） 全員挙手。 

  よって、全員賛成と認め、議案第７号は原案どおり可決いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第８号の質疑、討論、採決 

○議長（宮下光晴君） 日程第８、議案第８号 麻績村公営住宅管理条例の一部を改正する条

例についてを議題といたします。 

  質疑を行います。 
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  議案第８号について、質疑のある方の発言を求めます。 

  ございませんか。 

  ７番、尾岸議員。 

○７番（尾岸健史君） ７番、尾岸です。 

  ８号から18号が関連していますので、一括してご質問したいので、議長よろしいでしょう

か。 

○議長（宮下光晴君） どうぞ。 

○７番（尾岸健史君） ８号から18号のこの条例改正につきましては、地方分権一括法の施行

に伴う改正だと思うんですけれども、この一括法の施行に伴う改正について村はどのような

姿勢を持って取り組むのか。というのは、一括法で村に分権の趣旨から任せられているとい

うことで、村にかなりの責任が回ってくるという解釈なんですけれども。それで、この法の

趣旨を初め、それから村の対応の強化が大事だと思うんですけれども、その考え、あるいは

その事務量の増大に伴う財源の確保、それから、技術的な強化も必要になってくると思いま

すが、職員の育成、その辺について村長からご説明願いたいと思います。お願いします。 

○議長（宮下光晴君） 高野村長。 

○村長（高野忠房君） 地方分権の流れについての話をさせていただきたいと思いますが。地

方分権の歴史というのは議員御承知のとおり、平成５年の宮澤内閣のときから第１次分権改

革、ここから始まっておるわけではありまして、それから三位一体改革、これ小泉内閣でご

ざいますが、そのときもあり、そしてさらに、今日におきましては平成18年から安倍第１次

内閣のときから地方分権改革推進法、これが成立しまして今日に至っておるということでご

ざいます。こうした中で、今日まで多くのものが、この流れの中でそれぞれ地方の自治体に

流れてきておるという現状であるわけです。もう既に幾つかは、委任事務とかいわゆるそう

いったものもすべて村に来ておりまして、その対応をやっておるわけでございます。議員お

っしゃるとおり、以前のような形ではなくて、地方の自治体にも高度なものが求められてき

ておるということは事実でございます。こうした中で職員それぞれ、それに対応できるよう

な対応をとりつつやっておるわけであります。これは全国の流れがこうでありまして、これ

もそういった流れの中でやっておるということであります。そしてまた、全国の地方団体に

つきましても、いわゆるいろいろな規制緩和等を含めていろいろな権限を地方によこしてほ

しいと、そんな流れの中で今回こういった動きがあるわけです。そうした中で本来であれば、

いわゆる法の規制にかかるもののほかに、財源を伴うようなものもどんどんこれから流れて



－126－ 

くるということが想定されるわけでありますけれども、まだまだ完全な形では地方分権とい

うことまでまだいっていないというふうに、私は認識しております。これからさらに進んで

いくと思いますけれども、そうした中で、村としては今後もこういったものに対応できる体

制はきちんとやっていかなければいけないというふうに考えております。でございますから、

これからも職員の資質の向上に努めてまいりたいと、こう思っておりますし、それから具体

的な仕事につきましては、内部でできるもの、それから外部でやるべきものとを分けて、こ

れからやっていかなければいけないなと、こう思っております。 

  さて、その最後のご質問の財源はということでありますが、これは我々が求めているだけ

のものが来るか来ないかというのは、現在、正直申し上げると疑問な部分もございます。そ

うした中で、できるだけ地方にそういったものも流れてくるような運動も展開していきたい

と、こう思っております。そんなことでご理解をいただきたいと思います。 

○議長（宮下光晴君） 尾岸議員。 

○７番（尾岸健史君） 確認なんですけれども、既に平成25年度の人員配置とか、そういうこ

とは、もう腹づもりはおできになっていることだと思いますけれども、１点、現在の組織力

で、これは条例を今回可決しますと、これがもう発射するわけですよね。ということは、こ

れを検証する、あるいは運用する、そういう人材が必要になってくるわけなんですけれども、

現在の組織力で十分なのか、その辺の対応はどうするのか、いま一度お聞きしたいと思いま

す。 

○議長（宮下光晴君） 高野忠房村長。 

○村長（高野忠房君） 今回、村のほうで条例化したものは、もう既にこの内容のものは実績

に対応しておりますし、現体制でこの対応は十分できると、こう考えております。 

  以上です。 

○議長（宮下光晴君） 尾岸議員。 

○７番（尾岸健史君） そうすると、現在の条例は国からの地方へ任せられた、それ以前とほ

とんど変わらずに、それの条例化した分だけが変わってくると、そういうことなんでしょう

か。 

○議長（宮下光晴君） 高野村長。 

○村長（高野忠房君） 今回の８号から18号についてのほとんどの部分が、今まで村として物

事をするのに、いわゆるそれぞれ基準があってそれに従ってやってきたということでありま

すが、その基準が、今まであった上位の部分、村の上の段階であったものを今度村で定める
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ということでございますから、具体的な内容については、既に村もこの対応をしておるとい

うことでございますので、お願いします。 

○議長（宮下光晴君） 尾岸議員。 

○７番（尾岸健史君） 私から、要望といいますか、希望を申し上げておきますけれども、い

ずれにしても今回の法改正で村で条例化するということについて、かなり村の事務量という

のが増大するわけですよね。ですから、その中で村ができるもの、あるいは民間委託ができ

るもの、その辺をしっかりと分析して対応していただきたいと思います。現状のことから私、

判断しますと、今の組織力では不十分ではないかなと。それだけ手が回るのかどうかという

のは物すごく疑問なんですけれども、ぜひそのような対応をやっていただきたいと。これは

私の希望なんですが、村長、その辺についていま一度。 

○議長（宮下光晴君） 高野忠房村長。 

○村長（高野忠房君） おっしゃるとおりでございまして、役場職員すべて万能で動くという

わけにまいりませんので、現在もそうでございますが、特別な技術を要するようなもの、あ

るいは特別な仕事等につきましては専門の外部へ委託しておるというのが現状です。こうい

ったことは今後もやっていかなければならないと、こう思っておりますので、ご理解いただ

きたいと思います。 

○議長（宮下光晴君） ほかにございませんか。 

  ６番、宮下議員。 

○６番（宮下 聡君） ６番、宮下聡です。 

  関連なんですが、これは問題は、一番国が地方分権一括法をつくって、それを財源と同時

にいろいろの行政関係の国の行う仕事を地方に移譲するという、こういったことで現在まで

来ているわけですが、今、尾岸議員も言ったとおり、一番は人材とか財源とか、それからそ

れに伴う規制をどんどん強めていくということなんですが、果たしてこれが、この条例だけ

をまずつくらせて、それでこれからのこの運営８項目の条例をどうやって施行していくとか、

具体的な指示がどういうふうに国から来ているのか。ただ条例をつくるからという、今の財

源問題もそうですが、どういう指示のもとにこの一括した条例を制定しろという、そういう

義務的な形で来ているのか、その辺をお聞きしたい。 

○議長（宮下光晴君） 高野忠房村長。 

○村長（高野忠房君） 地方分権の推進というのは、国が一方的に国のほうで押さえつけてく

るというものではなくて、地方からの要請、要望もあるわけです。この基本には、国が一律
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に地方のことまで細かく決めることではなくて、地方は地方独自で決めるべきもの、こうい

ったものは地方に任せてほしいということなんです。根底にはそういったこともあります。 

  でございますから、国が一律にすべてを決めるのではなくて、それぞれ地方に合ったもの

を地方で決めること、いわゆるそういった権限を地方に与えてほしいということであるわけ

です。ということから、今まで国が握っておった権限等もあわせて地方へよこすと。ですか

ら、そういった意味で条例制定権、いわゆるこういったものを拡大するということなんです。

それとあわせて、義務づけのようなもの、それから枠づけ等があるわけですが、こういった

ものも見直しをしてほしいと、こんなことで今進めておるわけです。それでその際、町村が

条例化に向けて、そのいろいろなことを考えていかなければならない、検討していかなけれ

ばいけないということについては、そういうことが適切に行えるような、その情報提供です

ね、そういうものは国に求めていくと。国もそういったものをよこしてくださいということ

を申し上げておるわけであります。 

  それと、国と地方が分権をすることによって二重行政のようなことにならないようにと、

そういうことも国に要望しておるわけであります。いわゆるこういったことを地方が国に求

め、それから国はこういったことに応えて今日に至っておるというふうに理解しております。

それで、これからもこの流れはどんどん来ると思います。ですから、それぞれの末端の自治

体は、これに耐えられるだけの足腰の強い自治体にしていかなければいけないと、こう思っ

ておるわけです。でございますから、当然それぞれ自治体は、今まで国があるいは県がやっ

てくれたからということではなくて、それぞれ自治体が、しっかりその地域を見ていくとい

う気持ちになってやらなければいけないと、こういうことであるわけであります。 

  以上です。 

○議長（宮下光晴君） よろしいですか。ほかにございませんか。 

  宮下議員。 

○６番（宮下 聡君） 村としては、今の村長の言うことは大体わかりますが、この地方分権

一括法の中で、地方が現在まで要望してきた事項に基づいてこの条例制定の指示が来たとい

う、こういった解釈で。あれですか。これが全部ここで可決すると、今度はそれぞれの事業

に着手していくような段階になりますね。だから、問題はこの各自治体、麻績村もそうです

が、どうやって受け入れができるか、やっていけるのか。尾岸議員も言いましたとおり、人

材的なもの、それから財源はどういうふうになっているか、それから各この一つ一つの条例

の中に、じゃ、裏づけ財源がどのぐらい来るのか、これ全部同じじゃないと思うんですよね。
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そういう具体的なものがなくて、長い文章でまだはっきり認識もできていないんですが、と

にかく条例をつくらなければいけないという、一口にそういうことですか。 

○議長（宮下光晴君） 高野村長。 

○村長（高野忠房君） 具体的なお話をしたほうがわかりやすいかと思いますが、道路をつく

るという仕事があるとします。道路をつくる場合には、それぞれ道路構造令、いわゆる道路

をつくるにはどんな基準でつくりなさいという決まりがあるわけです。これは基本的には国

が決めているわけですね。その決まりの中には、その二車線の場合には片側何メーターとり

なさい、そしてまた、路肩はどのぐらいとりなさいというふうに決まっております。それか

ら今回の最初の条例でもそうでありますが、例えば下水道の施設をつくるにしても、いわゆ

るコンクリート等の強度だとか、そういった細かいことまで決められてくるということです

ね。 

  それで、そうした中で、国が一律に決めなくても、それぞれ地方に合ったものでいいでは

ないかと。日本列島の中で大変寒いところもあるし、暖かいところもある。それから交通量

にしても、非常に多いところと尐ないところがあると。そういった中で、例えば先ほどの道

路ではないんですが、この前でもご説明したかと思いますが、路肩の幅が決まっているわけ

ですね。75センチとかという幅があるんですが、それを場所によっては50センチでもいい

ではないかというようなことは、それぞれ自治体で決められるということなんですね。 

  それでいわゆる今回の基準ですが、国でも、一律に決めてあった基準に従って設計等を今

までもやっていたわけです。ですから、その基準を村独自できちんと決めておけば、それに

従ってやってもらうということです。ですから、今まで村以外で決めてあったものを今度は

村で決めて、その基準に従ってやっていくというようなものであるわけです。今具体的なこ

とを申し上げておりますが。 

  でございますから、今までもそういった形でやってきておりますから、今回のこの程度の

ものについては、村は従前の形で十分対応できているということを申し上げております。で

ございますが、従前もそうでございましたが、そういった技術的なこと、あるいは専門的な

ものについては、村はその専門職抱えておりませんから、当然そういったものは外部に委託

したりして、今までもやってきたと、これからもやっていくということであります。でござ

いますから、今回の条例改正、この程度であれば、そう心配はしておらないというものでご

ざいます。 

  以上です。 
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○議長（宮下光晴君） 宮下議員、よろしいですか。 

  尾岸議員。 

○７番（尾岸健史君） それでは、確認なんですが、この条例に基づいて今まで村は運用して

きたと。それで、その中身は今までどおりであるけれども、今後に向けて改正点が必要であ

れば中身を吟味していくと、そのような解釈でよろしいんですか。 

○議長（宮下光晴君） 高野村長。 

○村長（高野忠房君） 当然そういうことが言えると思います。我が村ではこの部分はここま

でしなくてもいいよというものが、当然出てくると思います。それはそれなりきに、その

時々で検討ができるというものであるわけです。それがまさに地方に合ったものはそれぞれ

の地方で決めて責任を持ってやっていきなさいという、いわゆる地方分権法の精神であるわ

けです。そういったことでこれからやっていきたいと思います。 

○議長（宮下光晴君） ほかにございませんか。 

  宮下議員。 

○６番（宮下 聡君） これは村の条例化する村の条例ということなんですから、例えばこの

14号の中にありますよね。高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る道路の構造に関

する基準を定める、例えばバリアフリー化を図っていくとか、道路改良によって障害者や高

齢者のための安全な地帯をつくるということはよくわかりますが、これがこの条例の文章の

とおりきちんとやることができなければ、それは国のほうも財源的な援助も支援もないと思

うんですが、その辺の細かい指示は全部村にかかっているという解釈で一つ一つの事業を進

めていくということですか。 

  それと、一番はやはり国のほうからの財源だと思うんですよ。今まで道路改良もそうです

が、自分たちが要求したこともなかなかできないと、それでこういったことを改善したいと

ころもなかなか予算がつかないと、こういうことがずっと今まで行われてきたわけですよね。

だから、この条例制定によって、そういう各事業の進行というか進捗状況がどんどん進んで

いくという、地方に任せて、それと同時に財源がきちんと来て、そういう体制づくりがこれ

でできるのかと、そういうところをすごく不安に思うんですよ。いろいろ人材的なこと、特

に役場の職員体制はどうなのか、早急にどういうふうに改善していくのか、その辺が見えて

こないし、ただ条例をとりあえずつくるじゃないかというような形にどうしてもとれてしま

うんです。その準備体制というものは、この麻績の行政の中で今後どういう対応をしていく

か。それがなければ、条例だけつくってくださいということになってしまうと思うんです。
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この制定後の体制をどうつくっていくか、そこら辺が見えてこないと思うんですが、村長の

方針をお聞きしたい。 

○議長（宮下光晴君） 高野村長。 

○村長（高野忠房君） 地方分権の流れというのは今そういう流れでありますから、当然それ

ぞれ地方の自治体はそれに耐えられるといいますか、それに対応できる体制は常に整えてお

るということであります。それから国の権限をそれぞれ地方におろしていく、おろすという

言葉はよくないんですが、移譲してくるわけでありますが、例えばこれは国から県へという

部分もありますし、それから人口20万人以上の自治体とか、いろいろと区分がされているわ

けです。でございますから、いわゆるそれぞれの地方でこの程度のものはやってくださいよ

という、その流れというのは歓迎する部分もあるんです。例えば、農地転用でありますとか、

いわゆる農地に係る問題でありますとか、それから用悪水路、それからいわゆる昔の赤線、

青線ですね、いわゆるこういったもの等については、逆にそれぞれの自治体に任せていただ

いたほうがやりやすいとか、いわゆるこういった自由もあるわけですね。そういう観点では、

今回の地方分権の流れというのは、そういった面では歓迎する部分です。 

  ただ、これから、議員おっしゃるとおり、やはり財源を伴うような事業があると思うんで

す。そういったものについては、そういった財源もしっかりと地方に約束していただかなけ

れば困るという話は、これは全国挙げて国のほうに強くやっているわけです。そういったこ

ともこれから、我々に課せられた仕事であろうなと、こう思っております。 

  以上です。 

○議長（宮下光晴君） ほかにございませんか。 

  坂口議員。 

○４番（坂口和子君） 坂口です。 

  関連ですけれども、やはり今村長のお話、るる伺っているうちに、１つ確認させていただ

きたいことは、当然全国知事会だとか市町村長会だとかというところで国のほうへの要求を

出していると思いますけれども、その点では、一番今問題になっている財源のことはどのよ

うに要求し、今後またうちの村みたいに小さな財源弱体自治体ですね、そういうところとの

連携はどのようにしていくお考えですか。 

○議長（宮下光晴君） 高野忠房村長。 

○村長（高野忠房君） これは全国知事会でもそうですし、全国町村長会でもそうですが、三

位一体改革等で減らされている交付税の復活とか、地方に対するいわゆるそういった財源で
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すね、そういったものはしっかりとよこしなさいという要請は常にやっておるわけです。そ

れから、つい身近なものでありますと、長野県下におきましても、町村長たちそれぞれいろ

いろな分科会に分かれております。たまたま私は建設部会でありますが、そういった中でも、

建設事業についての地方分権の流れ等を見ながら、こういうものはこうすべきだと、あるい

はこういった財源はこうだというようなものを研究しながら、それぞれ国への要望をまとめ

て、全国町村長会としての要請ということで強く国のほうにやっておるわけです。それで今

回のこの地方分権の流れで、この程度のものは国にお伺いを立てるのではなくて、地方でも

この程度のものは地方に任せてほしいというような要望も挙げておる、そういった経過の中

でこういったものが徐々に進んでおるというふうに考えております。ですから、当然今議員

おっしゃるとおり、財源等については、これから強く国のほうへ要望していかなければいけ

ないものであると、こう思っております。 

  以上です。 

○議長（宮下光晴君） ４番、坂口議員。 

○４番（坂口和子君） 国のほうは今回大型予算を組んでありますけれども、ほとんど震災復

興ということを一番メインにしていると思うんです。当然交付税等もこれから順次減ってく

ると思いますけれども、それらに対して、今言ったように条例改正に伴って地方分権の要求

はいいですけれども、財源の確保については今後も強く自治体のほうでは要求できるように

していただきたい。私も希望です。 

○議長（宮下光晴君） それでは、地方分権一括法についての質疑は以上といたします。 

  議案第８号について質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） 異議なしと認めます。 

  原案に賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（宮下光晴君） 全員挙手。 

  よって、全員賛成と認め、議案第８号は原案どおり可決いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 
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◎議案第９号の質疑、討論、採決 

○議長（宮下光晴君） 日程第９、議案第９号 麻績村下水道条例の一部を改正する条例につ

いてを議題といたします。 

  質疑を行います。 

  議案第９号について、質疑のある方の発言を求めます。 

  ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） それでは、議案第９号について質疑を打ち切り、討論を省略し、採決

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） 異議なしと認めます。 

  原案に賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（宮下光晴君） 全員挙手。 

  よって、全員賛成と認め、議案第９号は原案どおり可決いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１０号の質疑、討論、採決 

○議長（宮下光晴君） 日程第10、議案第10号 麻績村農業集落排水施設の設置等に関する

条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

  質疑を行います。 

  議案第10号について、質疑のある方の発言を求めます。 

  ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） それでは、議案第10号について質疑を打ち切り、討論を省略し、採決

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） 異議なしと認めます。 

  原案に賛成の方の挙手を求めます。 
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〔賛成者挙手〕 

○議長（宮下光晴君） 全員挙手。 

  よって、全員賛成と認め、議案第10号は原案どおり可決いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１１号の質疑、討論、採決 

○議長（宮下光晴君） 日程第11、議案第11号 麻績村村道の構造の技術的基準を定める条

例の制定についてを議題といたします。 

  質疑を行います。 

  議案第11号について、質疑のある方の発言を求めます。 

  ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） それでは、議案第11号について質疑を打ち切り、討論を省略し、採決

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） 異議なしと認めます。 

  原案に賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（宮下光晴君） 全員挙手。 

  よって、全員賛成と認め、議案第11号は原案どおり可決いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１２号の質疑、討論、採決 

○議長（宮下光晴君） 日程第12、議案第12号 麻績村準用河川管理施設等の構造の技術的

基準を定める条例の制定についてを議題といたします。 

  質疑を行います。 

  議案第12号について、質疑のある方の発言を求めます。 

  ございませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） それでは、議案第12号について質疑を打ち切り、討論を省略し、採決

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） 異議なしと認めます。 

  原案に賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（宮下光晴君） 全員挙手。 

  よって、全員賛成と認め、議案第12号は原案どおり可決いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１３号の質疑、討論、採決 

○議長（宮下光晴君） 日程第13、議案第13号 麻績村村道の道路標識の寸法を定める条例

の制定についてを議題といたします。 

  質疑を行います。 

  議案第13号について、質疑のある方の発言を求めます。 

  ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） それでは、議案第13号について質疑を打ち切り、討論を省略し、採決

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） 異議なしと認めます。 

  原案に賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（宮下光晴君） 全員挙手。 

  よって、全員賛成と認め、議案第13号は原案どおり可決いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 
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◎議案第１４号の質疑、討論、採決 

○議長（宮下光晴君） 日程第14、議案第14号 麻績村高齢者、障害者等の移動等の円滑化

の促進に係る道路の構造に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。 

  質疑を行います。 

  議案第14号について、質疑のある方の発言を求めます。 

  ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） それでは、議案第14号について質疑を打ち切り、討論を省略し、採決

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） 異議なしと認めます。 

  原案に賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（宮下光晴君） 全員挙手。 

  よって、全員賛成と認め、議案第14号は原案どおり可決いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１５号の質疑、討論、採決 

○議長（宮下光晴君） 日程第15、議案第15号 麻績村指定地域密着型サービス事業者及び

指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例の制定についてを

議題といたします。 

  質疑を行います。 

  議案第15号について、質疑のある方の発言を求めます。 

  ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） それでは、議案第15号について質疑を打ち切り、討論を省略し、採決

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） 異議なしと認めます。 
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 原案に賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（宮下光晴君） 全員挙手。 

  よって、全員賛成と認め、議案第15号は原案どおり可決いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１６号の質疑、討論、採決 

○議長（宮下光晴君） 日程第16、議案第16号 麻績村指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。 

  質疑を行います。 

  議案第16号について、質疑のある方の発言を求めます。 

  ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） それでは、議案第16号について質疑を打ち切り、討論を省略し、採決

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） 異議なしと認めます。 

  原案に賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（宮下光晴君） 全員挙手。 

  よって、全員賛成と認め、議案第16号は原案どおり可決いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１７号の質疑、討論、採決 

○議長（宮下光晴君） 日程第17、議案第17号 麻績村指定地域密着型介護予防サービスの

事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。 

  質疑を行います。 
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  議案第17号について、質疑のある方の発言を求めます。 

  ございませんか。 

  ４番、坂口議員。 

○４番（坂口和子君） 17号ばかりではなくて、14号から17号ほとんど福祉関係ですけれど

も、今実際に施行されている介護保険法だとか、それから福祉法だとかということがありま

して、具体的なサービス事業の受け手が社協になっている部分が大分あるんですけれども、

社協のほうへの、この条例改正に伴ったものの周知徹底というか連携はどのように今後進め

られていきますか。その確認をさせていただきます。 

○議長（宮下光晴君） 柳原住民課長。 

○住民課長（柳原俊文君） 社会福祉協議会におきましても、一応サービス事業者であること

は間違いないんですが、申しわけございませんけれども、この指定地域密着型介護予防サー

ビスの事業者指定ではございません。通常の介護サービスの関係の指定ということの事業所

になっておりますので、特に社会福祉協議会に通達あるいは指導という形はしないというこ

とでございます。 

  以上です。 

○議長（宮下光晴君） 坂口議員。 

○４番（坂口和子君） たまたま今ここで私が質問したからそういう形になるんですけれども、

14号ですね。障害者のほう等も含めてということで。さっき14号で質問しようかなと思っ

たら、ちょっと逸してしまったものですから、今、含めて14号から17号までを一括させて

もらいましたけれども。確かに16号、17号は密着型ですので、直接社協には関係しないと

思いますけれども、14号のほうは、それからなと思って、今、その社協との連携を確認させ

ていただくんですけれども。 

○議長（宮下光晴君） 14号は道路の関係ですが。 

○４番（坂口和子君） 14号じゃなかった。ごめんなさい。 

○議長（宮下光晴君） 道路構造に関する基準ですけれども。 

○４番（坂口和子君） じゃ、結構です。取り消します。 

○議長（宮下光晴君） ほかにございますか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（宮下光晴君） それでは、議案第17号について質疑を打ち切り、討論を省略し、採決

することにご異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） 異議なしと認めます。 

  原案に賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（宮下光晴君） 全員挙手。 

  よって、全員賛成と認め、議案第17号は原案どおり可決いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１８号の質疑、討論、採決 

○議長（宮下光晴君） 日程第18、議案第18号 麻績村水道事業の布設工事監督者及び水道

技術管理者に関する条例の制定についてを議題といたします。 

  質疑を行います。 

  議案第18号について、質疑のある方の発言を求めます。 

  ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） それでは、議案第18号について質疑を打ち切り、討論を省略し、採決

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） 異議なしと認めます。 

  原案に賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（宮下光晴君） 全員挙手。 

  よって、全員賛成と認め、議案第18号は原案どおり可決いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１９号の質疑、討論、採決 

○議長（宮下光晴君） 日程第19、議案第19号 第６次麻績村振興計画についてを議題とい

たします。 
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  質疑を行います。 

  議案第19号について、質疑のある方の発言を求めます。 

  ７番、尾岸議員。 

○７番（尾岸健史君） この振興計画の２ページ目に当たるんですけれども、その中に計画の

概要のちょうど真ん中あたりですか、実施計画というのがございますけれども、これの25年

度版作成の予定と配布の計画、その辺についてご説明いただきたいと思います。 

○議長（宮下光晴君） 宮下村づくり推進課長。 

○村づくり推進課長（宮下利秀君） それでは、今ご質問にありました実施計画についてご説

明をさせていただきます。 

  実施計画につきましては、今、２月から平成25、26、27の計画を策定中でございまして、

３月中には計画が策定されるというような予定になっております。この計画につきましては、

以前は地方事務所等の提出がありましたけれども、今任意の計画となっておりますので、現

状では配るというようなことは計画はしていないところでございます。 

○議長（宮下光晴君） ほかにございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（宮下光晴君） それでは、議案第19号について質疑を打ち切り、討論を省略し、採決

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） 異議なしと認めます。 

  原案に賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（宮下光晴君） 全員挙手。 

  よって、全員賛成と認め、議案第19号は原案どおり可決いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２０号の質疑、討論、採決 

○議長（宮下光晴君） 日程第20、議案第20号 麻績村聖高原観光施設の指定管理者の指定

についてを議題といたします。 

  質疑を行います。 
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  議案第20号について、質疑のある方の発言を求めます。 

  この件につきましては、当事者が議場におられますので、退席を求めます。 

〔副村長 市川浩史君 退席〕 

○議長（宮下光晴君） それでは、質疑を行います。 

  議案第20号について、質疑のある方の発言を求めます。 

  ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） それでは、議案第20号について質疑を打ち切り、討論を省略し、採決

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） 異議なしと認めます。 

  原案に賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（宮下光晴君） 全員挙手。 

  よって、全員賛成と認め、議案第20号は原案どおり可決いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２１号の質疑、討論、採決 

○議長（宮下光晴君） 日程第21、議案第21号 麻績村農産物加工施設の指定管理者の指定

についてを議題といたします。 

  質疑を行います。 

  議案第21号について、質疑のある方の発言を求めます。 

  ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） それでは、議案第21号について質疑を打ち切り、討論を省略し、採決

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） 異議なしと認めます。 

  原案に賛成の方の挙手を求めます。 
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〔賛成者挙手〕 

○議長（宮下光晴君） 全員挙手。 

  よって、全員賛成と認め、議案第21号は原案どおり可決いたしました。 

  当事者であります市川副村長、入場を許可します。 

〔副村長 市川浩史君 入場〕 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２２号の質疑、討論、採決 

○議長（宮下光晴君） 日程第22、議案第22号 安曇野松筑広域環境施設組合規約の変更に

ついてを議題といたします。 

  質疑を行います。 

  議案第22号について、質疑のある方の発言を求めます。 

  ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） それでは、議案第22号について質疑を打ち切り、討論を省略し、採決

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） 異議なしと認めます。 

  原案に賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（宮下光晴君） 全員挙手。 

  よって、全員賛成と認め、議案第22号は原案どおり可決いたしました。 

  ここで一旦休憩をとりたいと思います。再開については10時10分からといたします。 

  ただいまから休憩に入ります。 

 

休憩 午前 ９時５３分 

 

再開 午前１０時１０分 
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○議長（宮下光晴君） それでは、会議を再開いたします。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２３号の質疑、討論、採決 

○議長（宮下光晴君） 日程第23、議案第23号 平成25年度麻績村一般会計予算を議題とい

たします。 

  お諮りいたします。 

  一般会計予算の質疑については、歳入と歳出に区切って行い、最後に全般について質疑を

行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） 異議なしと認め、一般会計予算の質疑については、歳入と歳出に分け、

最後に全般について行います。 

  初めに、歳入について質疑を行います。 

  質疑のある方の発言を求めます。 

  ７番、尾岸議員。 

○７番（尾岸健史君） 国においては、地方交付税を9,000億円程度削減ということでうたれ

ているわけですけれども、村ではこの方針についてどのようなお考えであるか、あるいは例

えば財源が不足してきた場合には、その財源はどうやって確保するのか、その辺についてお

聞きしたいと思います。 

○議長（宮下光晴君） 清水総務課長。 

○総務課長（清水 清君） 現在地方交付税の占める割合は大変大きい54％ぐらいを占めてお

るというような状況でございます。当初予算では例年並みの計上をさせていただいたという

ことでございます。これにつきましては、まだ不透明な部分もあるわけでございまして、例

年並みにさせていただいたというのはその辺にあるわけでございますけれども、一つにおき

ましては、交付税が減ってくるという部分と、逆に歳出の中では公債費等の関係で、交付税

に算入されてくる部分も本年度の場合にはあるというふうに見込んでおります。また臨時財

政対策債、これは交付税の補填の部分でございますけれども、これの関係についても、当初

では7,000万円見込ませていただきましたけれども、確定のところで補正をし、得られるも

のは対応してまいりたいと。また、事業に応じては基金の取り崩し等の運用も踏まえ対応し
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てまいりたいと、こんなふうに考えているところです。 

  以上です。 

○議長（宮下光晴君） ほかにございませんか。 

  ３番、若林議員。 

○３番（若林今朝路君） 22ページの繰入金について、ちょっと質問させていただきますが、

繰入金等々、基金からの繰り入れについてであります。それぞれ今年度は例年に比べて、

7,600万円ほど繰り入れが増になっておると。内容的に見てみますと、観光事業振興基金繰

り入れ、これが700万円、それから大きく財政調整基金繰り入れが6,900万円と、こんなよ

うなことでございます。ここらは一般財源だということであります。特にこういった形でこ

ういう背景等々についても先ほど来、議論もしておるところでありますが、特に村債等々の

過疎債対策、または大きな臨時財政対策債、こういったものが思うようにいかないことが一

つの原因なのか。特に財調関係等々6,900万円、これ久々に財調がここにのってきておるわ

けでありますが、これらの内容説明をお願いしたいと思います。 

○議長（宮下光晴君） 総務課長。 

○総務課長（清水 清君） ことしは財調を取り崩させていただいております。これは一般財

源化というものでございまして、当然単なる事業費がオーバーのためにという内容ではなく

て、それぞれの制度資金等を活用だとかそういうものも踏まえて検討をしてまいった結果で

ございまして、6,900万円のうち街路灯設置、これは補助金がない、また起債の対象外とい

うような状況で4,100万円、また農地地図情報システムだとか農地地域の整備基礎調査とい

うようなものにつきましても、現在のところはいい補助制度、過疎債、そういうものが適用

にならない、また庁舎の電算関係、これは一つの目安として５年という目途であるわけです

が、現行のものも19年に入れかえた１年、その耐用年数をオーバーして使ってきたというよ

うな状況の中で、今回見直しをかけるというようなことで、基本的にはいい制度、あるいは

活用の見られないものについて財調を取り崩して対応させていただいたと。この財調の積み

立てもここ近年、かなり積み立ててきておるという状況でございまして、今回その充当をさ

せていただいたという状況でございます。 

  以上です。 

○議長（宮下光晴君） ３番、若林議員。 

○３番（若林今朝路君） この件は先ほど何人かの質問にもございましたとおり、どうしても

こういう村債関係、過疎債なり臨時財政対策債なり、どうしても国の施策の中で目減りして



－145－ 

くる傾向があるかなというようなことで、先ほども議論している地方分権とは何ぞやという、

こんな形にもなってこようかと思います。ですから、これは村のみんなの力で村の関係で、

ある程度、基金として繰り入れしたものを取り崩すという形でございます。これらがどんど

ん進んできますと、この臨時財政対策債、こういったようなもの等々についてもめった膨ら

んでくるような、膨らんでというか、減尐してくるような気もするわけであります。ですか

ら、特に使いやすい財政調整基金ではありますけれども、これからの中でかなり慎重にやっ

ていかなければいけないかなというようなことと、同時に、ある程度余力あれば基金繰り入

れ、こういったようなものを当然とっていかなければならないかと思いますが、どうしても

何か国の財布のひもを締められておるかなと、こんな感じもしてくるわけでありますが、そ

こらの対応をひとつこれからもしていただきたいと、このように思います。 

  以上です。 

○議長（宮下光晴君） ほかにございませんか。 

  ６番、宮下議員。 

○６番（宮下 聡君） 先ほどの交付税のことなんですが、前年度は確定額が12億7,000万円

という12億円以上の交付税が交付されたわけなんですが、この国の2.2％減という、こうい

う状況の中で、普通交付税は前年度と同じと。それと特別交付税については1,000万円プラ

スと。この2.2％国の減額ということの中で、先ほども言われたとおり１％程度の減額しか

していないと思うんですが、臨時対策債については2,000万円ほど多く見ているというよう

なことで、この減額幅を、臨時財政対策債とか、それから特別交付税の増額分とか、そこら

辺で補うという解釈でいいですか。 

○議長（宮下光晴君） 総務課長。 

○総務課長（清水 清君） 現在のところ、すべてを見通してと、こういうことはまだできて

おりません。しかしながら、当然予想を立てながら、そして事業をするのに、くどいようで

すけれども、財源的な部分で有利なもの、あるいは村民益につながる、そういうような状況

の中で可能という部分を安全面に見させていただいて計上はさせていただいてございます。 

  以上です。 

○議長（宮下光晴君） ほかにございますか。 

  ４番、坂口議員。 

○４番（坂口和子君） 10ページの村税の固定資産のところと、それから26ページの村債の

ところの別荘壊しのところと絡めてお願いしたいんですけれども。固定資産税、村税では、
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固定資産税というのが、村民税の中で入ってくる唯一のいい歳入だと思うんです。この一般

家屋の調査については評価委員の人たちに評価してもらっていると思うんですけれども、一

般家屋も建てたものは多分漏れなくできていると思いますけれども、もう古くなっている家

屋の対応をどうしているかとか、それから家屋に付随して建てられている物置類だとかそう

いうものの算定、確認、それからもう一つは、別荘の家屋の調査。もう既に建ててあるもの

とか、壊れているものとか、そういう家屋の増減に対する調査はどのように確認されている

か、それからその課税の対象をどうしているか、ちょっと伺いたいと思います。 

  それで、その26ページの返還別荘等壊し事業のところに関して、これから返還されてくる

別荘の予想とかを立てて、そしてそれを計画的に予算づけしていかないと、返還された別荘

がそのまま放置されて景観上悪くなるとか、治安上悪くなるとかということもあるでしょう

から、そこらを絡めて答弁いただきたいと思います。 

○議長（宮下光晴君） 総務課長。 

○総務課長（清水 清君） まず、固定資産税でございます。これにつきましては前年比を

300万円ほど下回っているという状況でございますが、これは平成24年度の実績を考慮して

減額をさせていただいております。この減った理由というのは、平成24年、評価替えの年で

ございまして、土地については予想を下回る下落があったということ。また、家屋の再築評

価点補正というのがございまして、例えば建てられて評価されます。されたときから、木造

だとか非木造によって、経年の率、こういうものがありまして、それによって毎年の固定資

産税が算出されると。したがいまして、一度評価しますと、変更がない限りはその基準の評

価額がもとになって軽減がされてきたり、あるいは住宅の場合には３年間だけは特例がござ

いましたり、そういうような状況の移動幅があるという、そんな状況で固定資産税が減って

きたということでございます。そして当然これは３年に一遍の評価替えの見直しにつきまし

ては、専門の鑑定士さんがその基準値を出して、宅地については売買実例等々も参考にしな

がら、その基準額が出されているというものでございます。 

  また、26ページの関係で、村債の中で返還別荘等取り壊し事業ということが、当初予算で

は今回初めて出てきた内容だと思います。これにつきましては、この過疎債の中に、以前は

ハード的なものしか事業の対象になりませんでしたけれども、平成22年から過疎法の改正に

よって、ソフト面もできるという状況でございます。ただ、これも条件が整っている場合で

ございます。そういうものも活用しながら対応していくという状況の中で、村費だけでやる

んでなくて、この財源を見ながら取り壊しをすると。この取り壊しにつきましても、その景
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観上だとかそういうようなことで優先的にといいますか、やる予定のあるところを先にやっ

ているという状況でございますので、よろしくお願いいたしたいと、こんなふうに思います。 

○議長（宮下光晴君） 坂口議員。 

○４番（坂口和子君） いいです。答弁いただくのだったら。 

○議長（宮下光晴君） 答弁ありますか。ほかにはないですか。 

  宮下観光課長。 

○観光課長（宮下和樹君） 別荘の計画的に戻されてくるものを予想しているかというご質問

ですけれども、それに関しては計画的に戻されるということは見込んでおりません。あくま

でも契約上は取り壊しをして戻していただくというのが原則でありますので、できる限り特

殊な事情がない限りは壊して戻していただくのが原則です。 

  以上です。 

○議長（宮下光晴君） 坂口議員。 

○４番（坂口和子君） 今の建っている別荘の数とか、それから建築の年数とかというものも

全部把握をしているんでしょうか。そして、それから、今原則的にはということを言われま

したけれども、前からこれ、問題になっていまして、それでももう幾つか返ってきていると

いうことで、壊さざるを得ないということが現実に起きていると思うんですけれども、そう

いうことは今後起きてこない、契約でそうなっているから全部壊して更地にして返還しても

らうということが強制力がありますか。 

○議長（宮下光晴君） 観光課長。 

○観光課長（宮下和樹君） 強制力はございません。あくまでも契約上なので、できる限り契

約でやっていただける限りはお願いしますということでやっているところであります。 

  以上です。 

○議長（宮下光晴君） 坂口議員。 

○４番（坂口和子君） 私が心配しているのは、いわゆる別荘の固定資産税のうちの家屋税の

対象が今後どういうふうに入ってくるか、歳入にどのぐらいの歳入度があるのかとか、それ

から今言ったように、それが今度だんだんもう返還がたくさんになって、返還に伴って、こ

ういう壊さなくちゃいけないということが起きてくるんではないかということを懸念して、

今質問しているんですけれども、そこらはそんなに心配する問題ではないんでしょうか。別

荘の家屋税とかというものも、歳入にはそんなにもう予算的に数字として今後歳入の中に上

がってくるものとは解釈できないということでしょうか。 
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○議長（宮下光晴君） 総務課長。 

○総務課長（清水 清君） 特段、別荘だけの、例えば固定資産税がどのぐらいという数字は、

今私のところでは持っていません。しかしながら、これは調べるというような状況になれば

これは、当然調べてご報告をさせていただく機会を設けたいと、こんなふうに思いますが、

それでよろしいでしょうか。 

○議長（宮下光晴君） 坂口議員。 

○４番（坂口和子君） 後ほどでも結構ですけれども、一般家屋と別荘という、うちの村はそ

の別荘という特別の条件があるものですから、別荘家屋についての固定資産税、歳入がどの

ぐらいだとか、今後どのぐらい見込まれるだとかということがわかれば、ありがたいかなと

思っていますので。 

○議長（宮下光晴君） ほかにございませんか。 

  ６番、宮下議員。 

○６番（宮下 聡君） 村営駐車場の件でちょっとお伺いしたいんですけれども、14ページの。

村営駐車場が昨年度は224万8,000円というようなことの中で、今年度211万6,000円で、13

万2,000円ほど減額になっていると。村営駐車場の現在の使用されている、その内容ですね、

要するに減額となった理由、それからその中身として、何区画あって何区画があいているか。

その減額になった理由をお聞かせ願いたいんです。 

○議長（宮下光晴君） 総務課長。 

○総務課長（清水 清君） 実際には、実績に応じて計上させていただいております。そして、

現状からしますと使用可能な区画が78区画でございまして、おおむね67区画ぐらいの利用

かなというふうに思っております。約10台分ぐらいは、今現在では契約がないと。ただ、ど

うしてもこういうものは１人出れば次の人というような状況でなくて、移動も当然年度末だ

とかそういうときになると出てまいりますし、利用状況としてはそんな状況かなというふう

に思っております。 

  以上です。 

○議長（宮下光晴君） 宮下議員。 

○６番（宮下 聡君） すみませんが、１区画当たりどのぐらいだったですか、単価は。 

○議長（宮下光晴君） 総務課長。 

○総務課長（清水 清君） 単価につきましては、１区画、月額2,600円と、奥のほうのとこ

ろが2,000円と。これは軽自動車ぐらいな範囲かと思いますが、そんな状況でございます。 
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○議長（宮下光晴君） ほかにございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（宮下光晴君） それでは、一旦質疑なしと認めます。 

  以上で歳入全般について質疑を終わります。 

  次に、歳出全般について質疑に入ります。 

  質疑のある方の発言を求めます。 

  ７番、尾岸議員。 

○７番（尾岸健史君） 工事費についてですけれども、道路、それから維持工事、それから住

宅工事、もろもろあると思いますけれども、村長が日ごろおっしゃっている、村内業者にス

タミナをつけさせるというか、村内業者育成。その辺について25年度、どのようなお考えで

いるかお聞きしたいと思います。 

○議長（宮下光晴君） 高野村長。 

○村長（高野忠房君） 工事関係について、どの業者さんにお願いするかということは、今現

在では村長に権限がなくて、業者選定委員会というところでお願いしておるわけであります

が、私の気持ちとしては、村内の業者もしっかりいろいろな工事に参加をしてほしいと、村

内の業者も頑張ってほしいということを私は願っておるわけであります。そういったことで

現在進んでおりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（宮下光晴君） ほかにございませんか。 

  ２番、髙野議員。 

○２番（髙野長男君） 竹粉の製造経費についてお聞きしますが、人、これは地域おこしの人

が製造しているもんで人件費はかからないと思いますが、機械とか動けば経費が当然かかる

と思いますが、その経費というのは、この39ページの地域おこし協力隊関係諸費のところに

入っているんでしょうか。ちょっとお聞きします。 

○議長（宮下光晴君） 推進課長。 

○村づくり推進課長（宮下利秀君） 竹粉製造の関係経費でございますけれども、予算計上し

てある部分につきましては、38ページの需用費の中の細説の02の自動車燃料費等のところ

と、あと、ご指摘のとおり、39ページのその他諸費のほうに入っておるところです。 

○議長（宮下光晴君） 髙野議員。 

○２番（髙野長男君） これはちょっと予算にも関係してくると思いますが、その竹粉という

のは、つくるのにどのぐらいかかるか、ちょっと今我々わかりませんが、無料で配布するん
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でしょうか。それとも有料で、その竹粉をですね、一般村民に。それと堆肥づくりに、今家

庭にあるコンポストみたいなものでつくるのか、簡単なポリバケツみたいなものでできるの

か、ちょっとお聞きします。 

○議長（宮下光晴君） 推進課長。 

○村づくり推進課長（宮下利秀君） 竹粉につきましては、今現在、無料配布というようなこ

とではございますけれども、今現在、昨年から、バケツというか発砲スチロールの容器でで

きないかという研究を進めております。冬場が発砲スチロールの容器だと凍ってしまったり

というようなこともありまして、その対策をどうするかという研究をもう尐し進めていきた

いと。コンポストについても利用できる事案がありますので、その方向についても竹粉を活

用しながら進めていければなというところと、有機堆肥の製造につきましても、竹林整備の

事業がこれで進んできましたので、竹粉の確保ができるようになってきたので、25年度に研

究を進めていきたいというふうに考えております。 

○議長（宮下光晴君） ほかにございませんか。 

  １番、塚原議員。 

○１番（塚原紀男君） 101ページの工事費の関係と、それから備品の関係で、旧北校舎の関

係の予算が330万円盛られておりますが、私、このことについてちょっと疑問を抱いておる

わけであります。内容的には、この北校舎を保存をしようということで、約１億円ぐらいで

できるだろうというような予算の中で工事が進められてきた。その中で、工事費のみが当初

9,800万円、あと追加というようなことで1,000万円を超える。そのほかに設計とかたしか

600万円ぐらいの予算だったかと思いますが、いずれにしても１億を超え、１億1,000、

2,000万円というような状況の中で、このあと使う必要性について疑問を持つわけでありま

すが、その中で、まだこのほかに年間の維持費等ことしの予算では盛られておりませんが、

当然またかかってくるだろうし、こういった小さい村の中で、早く言えば公民館を２つ持っ

て運用するというようにすぎないかと、このように思うわけの中で、もう既に交流センター

が３年を経過しようとしている。その中で今まで、費用の中で重複して部屋を使えなかった

と、そんな事例が何回あったのか。その辺最初にお尋ねしたいと思います。 

○議長（宮下光晴君） 塚原教育長。 

○教育長（塚原勝幸君） 今の地域交流センター等の最初の質問の中で、重複して使えないと

いうような部分でございますけれども、そういった部分につきましては、大きなイベントと

か会議、そういった第３とホールのほうの使用について重複して使えないというような部分
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がございますけれども、一応会議等についてはそれぞれバランスよく使用していただいてい

るのと、ある意味では、日にちを変えて使用していただいているというような、使用者のほ

うである程度考えていただいてというようなことで会議等は使用しているということでござ

いますので、いわゆる重複して、強いて言えば、村民の皆さん方にご迷惑かけたというよう

なことは、今のところございません。 

  以上でございます。 

○議長（宮下光晴君） 塚原議員。 

○１番（塚原紀男君） そういう中で、最悪の場合は、ここの庁舎も会議室も２カ所、３カ所

あるわけで、そんなに今まで３年間困ったということはなかったというように、今お答えも

あったかと思いますが、そういう中では、それは耐震工事をして、ただ飾っておくのもあれ

だけれども、できるだけ備品等もそんなにそろえない、それからどうしてもというようなと

きのみに使うようにして、使えば使うだけ維持・管理費がかかるわけですので、その辺の考

えはいかがですか。 

○議長（宮下光晴君） 教育長。 

○教育長（塚原勝幸君） 北校舎の活用につきましては、北校舎の保存活用の検討委員会のほ

うでいろいろとご協議いただき、使用目的等につきましても答申をいただいているところで

ございます。特には御承知のとおり、こういう子育て支援の部分、それからある意味では村

民の皆さん方の活用等々、いろいろな答申がされているわけでございますけれども、そうい

った中におきましても、交流センターとは違った意味でのエリア分けをする中で活用を図っ

ていきたいという現況でございます。そして、ともに国の登録有形文化財というような形の

中で指定を受け、今、官報告示を待っているというような状態でございますけれども、そう

いった部分もあわせて、歴史的な建物としての村民への公表あるいはそういった活用という

部分で、交流センターとはある意味では違った形の中で、それを使用していきたいと思って

おります。そういった経費のいろいろな部分につきましては、これはどの施設もそうでござ

いますけれども、極力経費節減に努める中でその活用の方向性を見出していきたいと思って

いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（宮下光晴君） 塚原議員。 

○１番（塚原紀男君） 今までもそれぞれのこういった庁舎というか交流センターなり、前の

公民館なり、およその年間の維持費というものは、今後、今の北校舎についてはそう使わな

いだろうが、概略、胸勘定で年間維持費はこのぐらいは最低かかるかなと、そんな予想はい
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かがですか。 

○議長（宮下光晴君） 教育長。 

○教育長（塚原勝幸君） 北校舎につきましても、消防法の関係あるいはそういう検査、そし

てまた電気料等々が主なものになってくると思いますけれども、ちょっと電気料につきまし

ては、今新たに契約をこれからしていくわけでございますけれども、そういった形の中で年

間どのぐらいかかるのかという部分と、使用量に応じてというような部分がなかなかちょっ

と目算つかないわけでございますけれども、旧北校舎の改良前につきましては、大体基本的

なものは70万円から80万円ぐらいということでございますので、実際的には、今度は契約

容量等がちょっと大きくなっておりますので、使用量に応じては若干それが伸びてくるかな

というような形でございます。あと、ガスとか水道あるいはそういった下水道等々について

はえらい変わりがなくということでございますけれども、一番考えられるのは、電気とかそ

ういう部分で今後若干は伸びるんじゃないかなというような考え方でございます。 

  以上でございます。 

○議長（宮下光晴君） 塚原議員。 

○１番（塚原紀男君） 私も、そんなに使うことはないじゃないかと思う中では、若干維持費

が減るということの考えだから、むしろふえるということはちょっとあり得ないような感じ

もするし、そんな中で、検討委員会の中でも、むしろ村のほうから維持費がかかるからこっ

ちの役場庁舎あるいは交流センターで、できるだけ間に合うものは間に合わせてもらいたい

というような指導もしていただいて、できるだけ維持・管理費の尐なくなるようにお願いを

したいと、こんなふうに要望いたします。 

○議長（宮下光晴君） 教育長。 

○教育長（塚原勝幸君） いろいろな答申の中にもございますとおり、その活用方法につきま

しては、いろいろと精査をする中で、なおかつ村民の福祉の向上あるいは子育て支援の充実

に向けたような形の中で、多くの村民の皆さん方に使っていただくという部分については、

これはありがたいことなんですけれども、ある意味でそういった経費等の部分につきまして

は、極力節減するような形で対応を図っていきたいと思っておりますので、よろしくお願い

したいと思います。 

○議長（宮下光晴君） 村長。 

○村長（高野忠房君） 旧麻績小学校北校舎につきましては、皆さん方のご理解、ご協力を賜

りまして、何とか工事が、この３月に耐震補強が終わるということになったわけです。そし
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て、工事関係それだけではなかったのかと、まだこういうものは出てくるのかということで

ございますが、以前から申し上げておりますように、耐震とあわせて今度は保存活用、活用

していくことにもということでありますが、この活用というのは、やはり地域が元気になる

ためのものにしていかなければならないということでありまして、都市との交流であります

とか、今教育長申し上げたように、子育ての関係でも、今、必要に迫られておるわけです。

といいますのは、今交流センターではいっぱいのような状況でございます。放課後等ご覧い

ただければと思いますが、もういっぱいのような状況。それから、あわせて図書館等も、放

課後にはもういっぱいのような状況でございまして、何とかしなくてはいけない。それから

さらに今、筑北地域で協議しております学校統合等になってきますと、放課後児童対策、い

わゆるこういった場所もどうしても必要だということであるわけであります。そうしたこと

で何とかこれから活用の道はいろいろあるわけでございますが、そういったことに活用させ

ていただきたいと思うわけです。 

  この３月定例会で提出させていただきます補正予算等にも絡むわけでありますが、現在ま

で約１億の予算を投じておるわけですが、最終的には村費がどのぐらい必要なのかというこ

とでありましたが、現在、３月の補正を含めてでありますが、最終的には一般財源が258万

円ほどになろうかなと、今そんな予想をしております。258万円ほどになっています。それ

からさらに、当初予算に計上してあります今回のこの事業、備品でありますとか工事関係も

あるんですが、これも現在当初予算にこういう形ではのせてありますけれども、内部では、

事務的にはダブルで今やっております。ダブルということはどういうことかというと、24年

度の経済対策等へも同じ形で持ち上げております。でございますから、財源等については有

利なほうへ切りかえていくという考え方で、今やっております。 

  それからさらに、入れ物だけではいけませんので、中で椅子等が当然必要になってくるわ

けでありますが、そういったものについても、県の元気づくり支援金でありますとかいろい

ろな制度を使って村費を極力減らしていきたいと、こんな考え方で進んでおります。それと

議員がご御指摘のように、これから維持費をいかに低減させるか、そしていい結果を出して

いかなければいけないということでございますから、できるだけ経費は、ランニングコスト

は下げるような工夫と、それからその活用することによって地域が元気になると、子供たち

が立派に育っていくと、そんなことに意を配していきたいと思いますので、ご理解を賜りた

いと思います。 

  以上でございます。 
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○議長（宮下光晴君） 塚原議員。 

○１番（塚原紀男君） 年々、尐子化、子供も減っているということもあったり、また学校統

合等で麻績村で２つの学校が統合すれば、恐らく２つどちらか１個は減るかなと、そんなこ

とも見えるというような感じもありますので、そんな中でそういったところも使うこともで

きるしということを想定する中で、私が今の意見を申し上げましたが。 

  以上で終わりにします。 

○議長（宮下光晴君） 先ほどの坂口議員の質問に対しまして、総務課長より説明があります。 

  総務課長。 

○総務課長（清水 清君） 先ほど質問にございました聖高原の家屋から成る固定資産税は、

約1,000万円ほどでございます。 

  以上です。 

○議長（宮下光晴君） ほかにございませんか。歳出。 

  ６番、宮下議員。 

○６番（宮下 聡君） 71ページの１番下の欄の鳥獣被害防止総合対策事業315万3,000円、

この件なんですが、県の補助金として315万1,000円入っているというようなことで、昨年

度を見ますと630万円ぐらい予算が出ているわけなんですが、24年度からにかけての住民要

望というのはどのぐらいあるか。この315万3,000円の根拠というか計上した理由について、

それらをお願いしたいと思います。 

○議長（宮下光晴君） 飯森振興課長。 

○振興課長（飯森 力君） それでは、私のほうからお答えしたいと思います。この鳥獣被害

防止総合対策事業につきましては、国の補助金の中で、県の中でまとめて補助金としており

てくる、県で採択される事業でございます。これにつきましては、本年度梶浦地区というこ

とで、梶浦地区のほうから、設計、どのようにやるかというものを踏まえる中で、見積もり

をとる中で計上させていただいた部分でございます。ほぼ一応全額に近く国・県から補助金

が来るということでございます。なお、24年度につきましても、こういう部分で真米地区を

やってございます。 

  そのほか24の部分でいきますと、田作の関係もまだまだ村の10分の６の補助金の中でや

っている部分もございます。そのほか大きなものとして円明のほうから上がってきて、これ

をどちらにとるかということで相談した結果、そちらのほうは村の補助金でやりたいという

ことでございます。なお、この有害鳥獣被害防止総合対策につきましては、昨年、一昨年か
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ら始まってきているわけでございますが、国の補助金の中で削減になる可能性もあるという

部分で精査する中で行っているということでございますが、一応この部分につきましては、

県の事業の中で広域の中でやっていくという事業でございますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（宮下光晴君） 宮下議員。 

○６番（宮下 聡君） そうすると、これから希望がある地域が出た場合は、補正対応という

ことでやっていくということですね。 

○議長（宮下光晴君） 振興課長。 

○振興課長（飯森 力君） 国・県の事業は補正対応はちょっと難しいということでございま

す。国・県のほうで余分な部分が出てくると対応できますけれども、それ以外は村単のほう

で対応していきたいということでございます。これにつきましては、いろいろな部分でやっ

ているところ等話を聞く中で計画を組ませていただいた部分でございますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（宮下光晴君） ほかにございませんか。 

  ４番、坂口議員。 

○４番（坂口和子君） ページ38、集落支援員についてです。一般質問でも尐しやらせていた

だきましたけれども、予算と絡んでいるところのことについての関係で質問させていただき

ます。 

  ページ38の報償費の185万円、需用費のところの６万円、それから40ページの車の借り上

げの70万円、41ページの負担金のところの研修費の１万5,000円等がありますけれども、こ

の集落支援員制度というものが初めて今回25年度で導入されてきていますので、もう尐し具

体的な費用の裏づけのところと、それから活用方法等を説明していただければと思います。 

○議長（宮下光晴君） 推進課長。 

○村づくり推進課長（宮下利秀君） それでは、集落支援員の費用の関係についてご説明をさ

せていただきますけれども、集落支援員制度につきましては総務省事業でありまして、特別

交付税措置というような形でございます。事前申請という形ではなくて、地域おこし協力隊

と同じような形で関係経費を報告して、いただけるというような形態になっております。活

用できる部分につきましては、選任の場合を今回想定してございますけれども、支援員１人

当たり200万円までの報償の関係、あと活動費として150万円までの活動費が、補助の対象

になってくるというところでございます。活用方法につきましては、今回は村全域で課題等
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を庁内で検討する中で、その課題解決に向けての活動ということを想定しておるところでご

ざいます。 

  以上です。 

○議長（宮下光晴君） 坂口議員。 

○４番（坂口和子君） 具体的に庁内で検討しているといっても、どのような方向の検討をし

ていらっしゃるかということをお願いしたいと思います。 

○議長（宮下光晴君） 推進課長。 

○村づくり推進課長（宮下利秀君） 具体的に検討というのは、各課連携でこれから本格的な

検討には入っていく予定ではおりますけれども、集落の現状の把握に向けた関係等が入って

くるというような形で、今、農地の管理の関係ですとか、人・農地プランというような課題

もありますので、そんなようなところとも連携をして、また地域づくりにもさまざまな課題

が出てきておりますので、そんな形で検討ができればというふうに考えております。 

○議長（宮下光晴君） 坂口議員。 

○４番（坂口和子君） 具体的には、採用とか、いつ、どのようにそれを発していかれますか、

この支援員については。 

○議長（宮下光晴君） 推進課長。 

○村づくり推進課長（宮下利秀君） 採用につきましては、４月以降検討してまいりたいとい

うふうに考えております。 

○議長（宮下光晴君） 坂口議員。 

○４番（坂口和子君） そうすると、総務省のほうへの支援員１人派遣というか、そういうこ

とは既に申請をして許可が出ているということですか。 

○議長（宮下光晴君） 推進課長。 

○村づくり推進課長（宮下利秀君） 集落支援員の関係につきましては、特別交付税措置とい

うような形でございます。これの経費の調べが例年９月ないし10月ころ来ますので、集落支

援員１人当たりこのぐらいの経費を予算計上して計画をしておりますという申請だけで、３

月末に審査の結果、必要経費がいただけるというような制度になっております。 

○議長（宮下光晴君） ほかにございませんか。 

  ７番、尾岸議員。 

○７番（尾岸健史君） 職員の給与初め、手当あるいはもろもろの人件費の関係なんですけれ

ども、現在の組織あるいは25年の組織の基本方針、その辺について人員を減らしたところ、
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あるいはふやしたところがあろうかと思いますけれども、それについてお聞きしたいと思い

ます。 

○議長（宮下光晴君） 高野村長。 

○村長（高野忠房君） 当然、当初予算を編成するに当たりまして、新年度の事業方針あるい

は重点を置く事業、すなわち簡単に言いますと、忙しくなる部署というようなものが出てく

るわけであります。そういったことから、４月１日からそれぞれ仕事がふえる箇所等につい

ては増員をしていくというようなことも、今検討しております。４月１日付の人事を近い時

期に決定していきたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（宮下光晴君） 尾岸議員。 

○７番（尾岸健史君） 基本的にどの部署に比重がかかる、あるいは村長の公約実現に向けて

どの辺に重点を置いていくとか、その辺の考えはございますでしょうか。 

○議長（宮下光晴君） 高野村長。 

○村長（高野忠房君） 細かくは申し上げられない点もあるかと思いますが、まずは、重点を

置くということは、それは当然、以前から申し上げているように、若者定住とか子育て、こ

ういったところは力を入れていかなければいけないということは申し上げておりますが、い

わゆる仕事の量といたしましては、４月からは振興課が大分仕事がふえるであろうというこ

とは認識しております。それから村づくり推進課、これもいろいろな事業を今拡大しており

ますし、それからそこの仕事もふえていくだろうというようなことも考えております。そう

いったこともございますし、それから教育委員会等の子育て支援、こういった考え方もしっ

かりやっていかなければいけないと、こんなこともございます。そういったことを、みんな

が限られた人員ではございますが、しっかりと人事をしていきたいと、こう思っております。 

○議長（宮下光晴君） ほかにございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（宮下光晴君） それでは、一旦質疑なしといたします。 

  以上で歳出全般について質疑を終わります。 

  それでは、最後になりますが、歳入歳出全般を通して質疑のある方の発言を求めます。 

  ございませんか。 

  高野村長。 

○村長（高野忠房君） ただいまの尾岸議員さんのご質問でございますが、私が申し上げた、
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４月１日からのそれぞれどこに重点を置いた人員配置をしていくというようなことについて

は、当初予算上では反映されておりません。当初予算上では、現在の人員体制、現在の職員

で人件費は組んでございます。でございますから、４月１日の人事異動によるものは６月の

段階で補正をさせていただくということでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（宮下光晴君） ６番、宮下議員。 

○６番（宮下 聡君） ちょっと先ほど１つ落としてしまったんですが、41ページの下のほう

の地域準公共交通機関支援の150万円については、タクシー事業に対する支援金だと思うん

ですが、これ当初は22年から始まって当分は支援していきましょうというようなことで、あ

のときを調べてみたら、３年間ぐらいはそういった地域の交通機関の確保ということの中で

撤退をしては困るというようなことで150万円、これは筑北村も負担していると思うんです

が、これは金額は高いとか安いじゃなくて、地域の交通を確保するため、特にタクシー事業

については非常に重要な事業であります。そういった中で、この支援については当分このま

までいくというようなことの中で、以前に出た撤退するかしないかなんて、そういうことが

あったわけなんですが、現在のところの情勢というか、このままでいけばタクシー業もこの

地域で営業してくれると。どういう姿勢でこれからタクシー業者に対しての支援をしていく

かと。支援がなければまた撤退してしまうというような、そういういろいろ懸念がされるわ

けですが、その辺どうでしょうか。 

○議長（宮下光晴君） 村長。 

○村長（高野忠房君） 実は、この支援については約束の期間等もあるわけでございましたが、

そういった中でお話をさせていただきましたが、やはり今、議員おっしゃるとおり、今タク

シーが非常に厳しい状況であるということでございます。決して麻績村の営業所といいます

か、ここを続けていくことは本当に厳しくて、今そこに常に１人電話をとられる、いわゆる

事務をされる社員も１人置いてやっておられるということで、大変ご努力はいただいておる

わけです。いわゆるそういった努力を続けていくにはどうしても経費が必要ですということ

で、今回の当初予算にこういう形になったわけでございますが、今後についてでございます

が、改善されればこれは打ち切らせていただきたいということでございますが、もし改善の

方向がなくて厳しいということであれば、村は支援をしてでもタクシーには聖高原駅前にい

てもらいたいと、こんな気持ちで支援をさせていただきたいと、こんな考え方でございます。 

  以上です。 

○議長（宮下光晴君） ほかにございませんか。 



－159－ 

  ４番、坂口議員。 

○４番（坂口和子君） ごめんなさい。歳出のほうですけれども、ページ29の一般管理費のと

ころの臨時職員、嘱託職員等に関する賃金から保険からいろいろ入っているんですけれども、

全体の職員の比率からいって、現在、臨時職員、嘱託職員が何％ぐらいで、その人件費にか

かる費用も何％ぐらいになっているか、わかったら教えてください。 

○議長（宮下光晴君） 総務課長。 

○総務課長（清水 清君） 議員おっしゃるように、昨年と比べても約240万円ほどふえてお

ります。現在それぞれの賃金等はそれぞれの科目のところでお出しをいただいておるわけで

すが、納める納付期間によっては麻績村という形で一本で請求が来るというような状況の中

で、事務の円滑化を図るためにも、ここで一本化して対応をしておるということでございま

す。細かい人員については、今ここで何人ということをつかめていません。というのは、途

中で採用する人もいますし、４月の段階になってみて雇用の契約を結んだ状況でございます。 

  ここでなぜこれだけの額がふえたかという部分でございますが、これは地域おこし協力隊

だとかそういう方々で行政として入らなければならない、そういう方々の部分が昨年から増

員になったり、今の言う支援員の方もそうですし、そういうようなものも見込みまして計上

をさせていただいたという状況でございます。 

  以上です。 

○議長（宮下光晴君） 坂口議員。 

○４番（坂口和子君） そうすると、一般業務、それからそのほかの専門業務を含めてという

解釈でよろしいということですね。そうすると、今後いろいろ予算全体の中の人件費という

もののパーセントからいっても、確かに正規職員と臨時職員との活用によって、費用の、い

わゆる財源の使い方も工夫はしていらっしゃると思いますけれども、先ほどの尾岸議員さん

も言われたように、一番は、人がどのように職務に精通していただいて、そして継続的に業

務が円滑に行われていくかということに関係していきますので、単に費用だけの、財源の費

用割愛のために臨時職員、嘱託職員という考えじゃなくて、これは村長のほうにお願いした

いことですけれども、そこらも全部トータル的に見ていただいて費用対効果、それから一番

は業務対効果、職務の遂行も含めて考えていただきたいと思いますけれども、そこらの村長

のお考えはいかがですか。 

○議長（宮下光晴君） 高野村長。 

○村長（高野忠房君） 役場の業務というのはいろいろな職務が多岐にわたっております。こ
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うした中で職員としてきちんとやっていかなければいけない仕事もありますし、それから仕

事そのものが単純で臨時の方にお願いできるというような仕事もございます。やはり行政経

費の効率化ということを考えていきますと、全て役場の正規職員でやらなければいけないと

いうものでもございませんので、そういうことをいろいろと幅広く考えて対応していきたい

と、こう思っております。 

○議長（宮下光晴君） ほかにございませんか。 

  歳入歳出全般を通じて。 

〔発言する者なし〕 

○議長（宮下光晴君） それでは、質疑なしと認めます。 

  以上で歳入…… 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） １番、塚原議員。 

○１番（塚原紀男君） 先ほど歳入歳出をやった後、その他について質疑をしてもいいという

ように伺えたが、その他でよければ、私のほうからお願いしたいが、いかがですか。 

○議長（宮下光晴君） 予算に関係することなら結構です。どうぞ。 

○１番（塚原紀男君） 本年度の予算にものせてございませんが、辺地対策事業の関係につい

てお尋ねをしたいと思います。 

  この事業、昨年から６年間か、継続というようなことで内容的にも過疎債と同じような条

件になって、５年据え置きの30年償還ということになっております。その中で今まで高速と

いうか、あっちのほう、工事をやってきた中で、今の県道、入川地籍ですか、あの辺のこと

の対応をする中で、野田沢高線を通って迂回をするということが基本の中で今までも工事が

なされてきたかと思います。その中で今、高の公民館から桑関の途中まで間が改良が進んで

いないと。このことが28年までというような、一応今のところ延長になっておるわけですの

で、昨年もこの事業についてはなかったし、25年度も計画をされていないが、その辺、地域

から要望がなければやらないというふうに理解せざるを得ないと思うが、その辺いかがです

か。 

○議長（宮下光晴君） 高野村長。 

○村長（高野忠房君） 議員がおっしゃるとおり、この辺地というのが使えれば本当にありが

たいわけです。今、麻績村としてそれを使える地域は今おっしゃられた桑関といいますか、

向こうであるわけでなんですが。実は今、辺地が現実的には麻績村では過疎が使えるもので
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すから、過疎を使うということで辺地が使えない状況なんです。でございますから、過疎枠

といわれる枠がございますので、そういったものを活用していくということでやっておりま

す。議員がおっしゃられたとおり、高の公民館から下へおりてくるんですね。あの線も本当

に大事な路線でありますから、順次、今、桂のほうからは進めておるわけでございます。そ

んなことでできるだけ村も、今後もし過疎が十分使えれば村としても努力していきたいわけ

でございますが、今のところ過疎が使えない状況でございますので、ご理解いただきたいと

思います。 

○議長（宮下光晴君） 塚原議員。 

○１番（塚原紀男君） 村長の施政の中にも、消防車等も入れるようなそういう道路というこ

との中で、高のところも無理すれば入れるというような状況かとも思いますが、極端な。ま

だ改良されておりませんので、ぜひこの28年までの期限の中でそのことを全通するように要

望いたします。 

  以上です。 

○議長（宮下光晴君） 振興課長。 

○振興課長（飯森 力君） 村道の中でおっしゃるとおり、まだ救急車両等厳しい部分がござ

いますが、そこのところはこれからではございますが、しっかりした計画を立てる中で進め

ていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（宮下光晴君） ほかにございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（宮下光晴君） ないようですので、以上で歳入歳出全般の質疑を終わります。 

  これから討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） 討論なしと認めます。 

  それでは、議案第23号について採決をいたします。 

  この採決は起立によって行います。 

  原案に賛成の方は起立をお願いします。 

〔賛成者起立〕 

○議長（宮下光晴君） 全員起立。 

  着席してください。 
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  よって、全員賛成と認め、議案第23号は原案どおり可決いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２４号の質疑、討論、採決 

○議長（宮下光晴君） 日程第24、議案第24号 平成25年度麻績村国民健康保険特別会計予

算を議題といたします。 

  議案第24号について、質疑のある方の発言を求めます。 

  ７番、尾岸議員。 

○７番（尾岸健史君） 全体的なことでお伺いしたいと思いますけれども、国保税の今後のア

ップする計画と、それから現在の未納の状況、その辺をご説明いただきたいと思います。 

○議長（宮下光晴君） 住民課長。 

○住民課長（柳原俊文君） まず、第１点の国保税の値上げ等についての今後の検討はという

ことでございますけれども、現在、国保の特別会計につきましては、比率によりまして国保

税の確保をしていかなければならないということになっております。ただ、これにつきまし

ては、国保の加入者につきましては、所得等の低迷によりまして納める税が下がってきてい

るというような状況も続いております。したがいまして、今後でございますけれども、その

動向を見ながら、また医療費の高騰といいますか、経費の動向によりまして検討していきた

いというふうに考えております。当然医療費がかかってまいりますと国保税も値上げせざる

を得ないということで、この会計を運営するに当たりましては、そこまで検討していきたい

というふうに考えております。ただ、現在のところは徐々にではありますが、国保の関係の

医療費関係につきましては下がりつつあると、微減ではありますけれども下がりつつあると

いうことから、勘案しましてすぐには上げるというような状況にはないかなというふうには

考えております。 

  それから滞納の状況でございますけれども、年度当初、９月の決算におきまして、平成24

年度に国保税につきましては1,000万円ほどの滞納額がございました。現在までに収納が

169万円ほどございます。不納欠損が44万5,000円ということでございまして、残りまだ800

万円ほどございます。それにつきましては極力各職員、それから課を挙げまして、それから

各税担当と連携を図りながら収納していきたいということで考えております。よろしくお願

いいたします。 
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○議長（宮下光晴君） ほかにございませんか。 

  ６番、宮下議員。 

○６番（宮下 聡君） 国保関係については、また、県下で一番成績がいいというようなこと

がずっとここ５年以上続いているわけなんですが、ことしの予算から見ますと、例えば14ペ

ージの保険給付費を見ますと、診療報酬が一般被保険者の場合は２億700万円になっていて、

300万円ほど減っていると。退職被保険者の療養給付につきましても200万円減っていると

いうような、こうした診療報酬が減ってきているわけですね。そういった中で、医療費がど

うしてこう下がらないかというような、こういうところを見ると、大分改善されているよう

には見えるんですが、どこにこの原因があるか。非常に疑問に思うわけなんですが。こうや

っていろいろ給付費を見ますと減ってきているんですよね。でも、依然として医療費が高い

というようなことは、県下でもそれぞれの町村が非常に医療費削減で皆さん努力して、それ

で全体的に下がっているというようなことの中で、麻績村も非常に努力されていて、こうい

った実態があって下がっているというように見るんですが、これは村挙げての取り組みだと

思いますが、その辺の対応、今後どういうふうにしていくかということが求められると思う

んですが、その辺、今後の、ことしの方針、医療をどうやって下げていくかということをち

ょっとお聞きしたいんです。 

○議長（宮下光晴君） 住民課長。 

○住民課長（柳原俊文君） 宮下議員おっしゃるとおり、１人当たりの医療費につきましては

依然として県下１位ということが続いて６年目になります。これにつきましては宮下議員お

っしゃるとおり、それぞれの市町村が努力して医療費の削減に努めているというところの中

で、うちのほうもかなり下がっては来ていますけれども、依然として１位ということでござ

います。今後につきましては、今実施しております特定健診、それから保健指導等を徹底し

て、より推進していきたいというふうに思っております。したがいまして、病気にならない

ように指導していくということのほうが重要かなというふうに思います。ただ、残念ながら

重篤化される方も中にはいらっしゃって、その関係で医療費のほうががんと上がってくると

いう実例は否めないわけでございまして、そういうふうにならないような形で各住民の方の

健康をそれぞれ見守らせていただくということでよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（宮下光晴君） ほかにございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（宮下光晴君） それでは、議案第24号について質疑を打ち切り、討論を省略し、採決
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することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） 異議なしと認めます。 

  原案に賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（宮下光晴君） 全員挙手。 

  よって、全員賛成と認め、議案第24号は原案どおり可決いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２５号の質疑、討論、採決 

○議長（宮下光晴君） 日程第25、議案第25号 平成25年度麻績村聖高原別荘地地上権分譲

事業特別会計予算を議題といたします。 

  質疑を行います。 

  議案第25号について、質疑のある方の発言を求めます。 

  ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） それでは、議案第25号について質疑を打ち切り、討論を省略し、採決

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） 異議なしと認めます。 

  原案に賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（宮下光晴君） 全員挙手。 

  よって、全員賛成と認め、議案第25号は原案どおり可決いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２６号の質疑、討論、採決 

○議長（宮下光晴君） 日程第26、議案第26号 平成25年度麻績村住宅団地分譲事業特別会
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計予算を議題といたします。 

  質疑を行います。 

  議案第26号について、質疑のある方の発言を求めます。 

  ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） それでは、議案第26号について質疑を打ち切り、討論を省略し、採決

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） 異議なしと認めます。 

  原案に賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（宮下光晴君） 全員挙手。 

  よって、全員賛成と認め、議案第26号は原案どおり可決いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２７号の質疑、討論、採決 

○議長（宮下光晴君） 日程第27、議案第27号 平成25年度麻績村下水道事業特別会計予算

を議題といたします。 

  質疑を行います。 

  議案第27号について、質疑のある方の発言を求めます。 

  ございませんか。 

  ６番、宮下議員。 

○６番（宮下 聡君） 12ページの委託料、一番上段ですが、全体計画業務ということで

1,470万円計上されておりますが、これは昨年度長寿命計画策定のために980万円ほど使っ

ている。長寿命計画というこの全体事業の中の計画業務ということなんですが、一応５年め

どに進めてきたというように私は記憶しているんですが、この計画は５年じゃなくて10年と

いうことですか。この計画はどこまで続くのか。それと全体計画の中身、これをちょっとご

説明願いたいんですが。 

○議長（宮下光晴君） 振興課長。 
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○振興課長（飯森 力君） これにつきましては、今おっしゃっていたとおり長寿命化等、全

部やってきております。そんな中を、今度は全体の中で計画をしていくと。26年度以降につ

いて、全体の計画をしていかなければならないという部分で、長寿命化と合わせる中で麻績

村の下水道全体の部分の今後の維持・管理・修繕等の計画を全部立てていくという形になり

ますので、よろしくお願いいたします。実際には若干お話ししてございますが、農集排と公

共下水道のつなぎ込みとか、そういう部分を含めて全部総合的な計画を組んでいくというこ

とになりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（宮下光晴君） ほかにございませんか。 

  宮下議員。 

○６番（宮下 聡君） そうすると、長寿命計画は計画で進めて、さらに全体的な計画を進め

ると。この全体計画はどういった期間でやるわけですか。 

○議長（宮下光晴君） 振興課長。 

○振興課長（飯森 力君） すみません。期間出てこないものですから、調べて大至急ご連絡

申し上げます。 

○議長（宮下光晴君） ほかにございませんか。 

  宮下議員。 

○６番（宮下 聡君） そうすると今、農集排と公共下水道の一本化というものはお話があっ

たんですが、これは全体計画の中へ入れて、それで計画的に進めるというようなことですか。 

○議長（宮下光晴君） 振興課長。 

○振興課長（飯森 力君） 処理数量等ございますので、しっかり長寿命化の中で調べてある

データ等を入れながら進めていくということで、まず、一番先に考えているのは、上井堀の

地区と下とつなげられればいいなということで、今計画を順次進めている状況でございます

ので、よろしくお願いいたします。 

○議長（宮下光晴君） ほかにございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（宮下光晴君） ないようですので、それでは、議案第27号について質疑を打ち切り、

討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） 異議なしと認めます。 

  原案に賛成の方の挙手を求めます。 



－167－ 

〔賛成者挙手〕 

○議長（宮下光晴君） 全員挙手。 

  よって、全員賛成と認め、議案第27号は原案どおり可決いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２８号の質疑、討論、採決 

○議長（宮下光晴君） 日程第28、議案第28号 平成25年度麻績村水道事業特別会計予算を

議題といたします。 

  質疑を行います。 

  議案第28号について、質疑のある方の発言を求めます。 

  ６番、宮下議員。 

○６番（宮下 聡君） 11ページの委託料の中の水道台帳作成の件でちょっとお聞きしたいん

ですが、これはもう平成20年からずっと始まっていると思うんです。それで、この作成台帳

の費用が徐々に上がってきているというようなことの中で、今年は980万円というようなこ

と。この台帳整理、台帳作成は、これだけ長い期間を５年間という計画じゃなかったかと思

うんですが、どういった面でこれだけどんどん、どんどんと言っちゃいけないけれども、ま

たことしも計上してあるというようなことの中で、どういった作業がなっているか、その辺

の進捗状況というかそういうのをお聞きしたいんですが。 

○議長（宮下光晴君） 振興課長。 

○振興課長（飯森 力君） 水道台帳作成業務につきましては、一応当初、20年から26年ぐ

らいの部分で計画を立ててやっていたわけでございますが、いろいろ含める中で仕事のおく

れている部分、またございますが、25年度におきましても延ばすということで、20年から

27年度の計画に変更してまいります。そんな中で、結構中の部分で金額が動くということも

ございますが、実際には航空測量等入れる中で、若干変わってきている部分もあるというこ

と。それと25年度におきましては、これから聖地区のほうの入る部分がございます。そんな

中で航空測量等の部分も入ってまいりまして金額が上がってくるということでございますが、

一応27年度には終了したいということで、今計画を組んでいるわけでございます。本年度上

水道の台帳図面作成につきましては、聖地区で約10キロ部分を予定しているということでご

ざいますので、よろしくお願いいたします。 
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○議長（宮下光晴君） 宮下議員。 

○６番（宮下 聡君） そうすると、この台帳整理というのは、公共的な本線、幹線、そうい

った面と個人の引き込みの細部にわたる図面をつくるとか、長寿命計画とは関係ないわけで

すか。どういった内容で進めているのか。 

○議長（宮下光晴君） 振興課長。 

○振興課長（飯森 力君） 水道台帳につきましては、個人の宅地内の部分は入らないです。

引き込みのところは入りますけれども、個人の住宅へはどこから引き込んでいるという部分

は出ますけれども、個人の宅内の部分は入らないということになりますので、よろしくお願

いいたします。 

  それと、長寿命化というか、今この台帳につきましては、下水道台帳の中に一緒に落とす

ような作成をしておりますので、その部分も必要になるということでございますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（宮下光晴君） 振興課長。 

○振興課長（飯森 力君） 補足させていただきますが、今、下水道台帳と一緒という部分で

入れているというお話をしたんですが、この台帳につきましては、要するに、本管がどの位

置にあって、道路から何メートル下に埋まっているということ、そういう部分と、そこへ何

ミリの管が入っているというような実質的な部分をそこへ台帳に落とすということで、紙ベ

ースということもありますが、そのどこにあるかという詳細がそこに載ってくるということ

になります。ですので、どこで曲がって、この管はここから宅内を取り込んでいるという分

岐点等をお示しする中でやっていくということですので、よろしくお願いいたします。 

○議長（宮下光晴君） よろしいですか。 

  ほかにございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（宮下光晴君） それでは、議案第28号について質疑を打ち切り、討論を省略し、採決

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） 異議なしと認めます。 

  原案に賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（宮下光晴君） 全員挙手。 
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  よって、全員賛成と認め、議案第28号は原案どおり可決いたしました。 

  先ほどの下水道事業特別会計の宮下議員の質問に対しまして、振興課長より説明がありま

す。 

  振興課長。 

○振興課長（飯森 力君） 申しわけございません。先ほどの期間でございますが、一応、長

寿命化計画はこの25年３月末をもって策定が終了するわけでございますが、あと５年かける

中で全体では10年の計画になろうかと思いますが、よろしくお願いいたします。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２９号の質疑、討論、採決 

○議長（宮下光晴君） 日程第29、議案第29号 平成25年度麻績村介護保険特別会計予算を

議題といたします。 

  質疑を行います。 

  議案第29号について、質疑のある方の発言を求めます。 

  ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） それでは、議案第29号について質疑を打ち切り、討論を省略し、採決

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） 異議なしと認めます。 

  原案に賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（宮下光晴君） 全員挙手。 

  よって、全員賛成と認め、議案第29号は原案どおり可決いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第３０号の質疑、討論、採決 

○議長（宮下光晴君） 日程第30、議案第30号 平成25年度麻績村後期高齢者医療特別会計
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予算を議題といたします。 

  質疑を行います。 

  議案第30号について、質疑のある方の発言を求めます。 

  ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） それでは、議案第30号について質疑を打ち切り、討論を省略し、採決

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） 異議なしと認めます。 

  原案に賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（宮下光晴君） 全員挙手。 

  よって、全員賛成と認め、議案第30号は原案どおり可決いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第３１号の質疑、討論、採決 

○議長（宮下光晴君） 日程第31、議案第31号 平成25年度麻績村観光事業特別会計予算を

議題といたします。 

  質疑を行います。 

  議案第31号について、質疑のある方の発言を求めます。 

  ございませんか。 

  ４番、坂口議員。 

○４番（坂口和子君） ４月から今までの公社が民間ということで独立するんですけれども、

業務上で今の聖高原にある案内センターを含め、そこの事務所の動きとか、それから職員の

体制だとか、そういうことで何か変わることはありますか。新しい方針と変わるところ、あ

りましたらお教えしていただきたいと思います。 

○議長（宮下光晴君） 観光課長。 

○観光課長（宮下和樹君） 職員体制等はまだ明確には言えないところでございますけれども、

お客様に対する業務については、今までどおり変わりなくやっていく予定になっております。 
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  以上です。 

○議長（宮下光晴君） ほかにございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（宮下光晴君） それでは、議案第31号について質疑を打ち切り、討論を省略し、採決

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） 異議なしと認めます。 

  原案に賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（宮下光晴君） 全員挙手。 

  よって、全員賛成と認め、議案第31号は原案どおり可決いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（宮下光晴君） 以上で、本日予定されました議事日程は全て終了しました。 

  平成25年第１回麻績村議会定例会第３日目を散会といたします。 

  この後、委員会室において全員協議会を開催し、提出者より平成24年度補正予算議案等の

事前説明を受けますので、午後１時に委員会室のほうにご参集願います。 

  大変ご苦労さまでした。 

 

散会 午前１１時３８分 
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平成２５年第１回麻績村議会定例会 （第４日） 

 

議 事 日 程（第４号） 

 

                    平成２５年３月１３日（水）午後１時３０分開議 

      開議の宣告 

      議事日程の説明 

日程第 １ 議案第３２号 平成２４年度麻績村一般会計補正予算（第７号） 

日程第 ２ 議案第３３号 平成２４年度麻績村国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

日程第 ３ 議案第３４号 平成２４年度麻績村聖高原別荘地地上権分譲事業特別会計補正予 

             算（第２号） 

日程第 ４ 議案第３５号 平成２４年度麻績村住宅団地分譲事業特別会計補正予算（第２ 

             号） 

日程第 ５ 議案第３６号 平成２４年度麻績村下水道事業特別会計補正予算（第４号） 

日程第 ６ 議案第３７号 平成２４年度麻績村水道事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第 ７ 議案第３８号 平成２４年度麻績村介護保険特別会計補正予算（第３号） 

日程第 ８ 議案第３９号 平成２４年度麻績村後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

日程第 ９ 議案第４０号 平成２４年度麻績村観光事業特別会計補正予算（第５号） 

日程第１０ 議案第４１号 麻績村過疎地域自立促進計画の変更について 

日程第１１ 発議第 １号 議会議員の派遣について 

日程第１２ 閉会中の継続審査申し出について 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

出席議員（８名） 

     １番  塚 原 紀 男 君      ２番  髙 野 長 男 君 

     ３番  若 林 今朝路 君      ４番  坂 口 和 子 君 

     ５番  小 山 福 績 君      ６番  宮 下   聡 君 

     ７番  尾 岸 健 史 君      ８番  宮 下 光 晴 君 

欠席議員（なし） 
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地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（８名） 

村 長 高 野 忠 房 君 副 村 長 市 川 浩 史 君 

教 育 長 塚 原 勝 幸 君 村づくり推進 
課 長 宮 下 利 秀 君 

総 務 課 長 清 水   清 君 振 興 課 長 飯 森   力 君 

住 民 課 長 柳 原 俊 文 君 観 光 課 長 宮 下 和 樹 君 

 

事務局職員出席者 

議会事務局長 宮 下 勝 富 書 記 宮 川 美矢子 
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開議 午後 １時３０分 

 

◎開議の宣告 

○議長（宮下光晴君） 皆さん、こんにちは。 

  定刻となりました。 

  ただいまの出席議員、８名全員です。定足数に達していますので、平成25年第１回麻績村

議会定例会第４日目を開会いたします。 

  これより本日の会議を開きます。 

  なお、報道関係者より議会傍聴の申し出がありましたので、これを許可いたします。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議事日程の説明 

○議長（宮下光晴君） 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

  事務局長より議案等の確認及び本日の議事日程等について説明願います。 

  事務局長。 

〔事務局長説明〕 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第３２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（宮下光晴君） 日程第１、議案第32号 平成24年度麻績村一般会計補正予算（第７

号）を議題といたします。 

  提出者の提案理由の説明を求めます。 

  高野村長。 

〔村長 高野忠房君 登壇〕 

○村長（高野忠房君） 議案第32号 平成24年度麻績村一般会計補正予算（第７号）の提案

理由を申し上げます。 

  平成24年度の事業執行については、当初予算並びに今までに計６回の補正を行い、計画に
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沿って順調に進展しております。平成24年度一般会計を閉じるに当たり、全科目にわたり執

行状況等を精査し、予算補正をさせていただくものです。 

  歳入については、村税の増減分を補正、分担金及び負担金については、観光事業運営負担

金を減額し、使用料及び手数料、県支出金、財産収入、繰入金、諸収入等、実績により補正

計上いたしました。 

  国庫負担金につきましては、民生費国庫負担金の増額見込み額を計上、国庫補助金では社

会資本整備総合交付金、地域生活支援事業国庫補助金の見込み額による減額を、障害者自立

支援対策特別対策事業補助金の増額分を補正計上いたしました。 

  県補助金につきましては、民生費県補助金で事業の実績を見込み計上し、農林水産業県補

助金では実績に伴う増減及び国の経済対策に係る県補助金を補正計上いたしました。 

  繰入金については、別荘地地上権分譲事業特別会計からの繰入金を計上いたしました。 

  村債では過疎債において事業実績により内容を精査し補正を行い、また国の補正予算に伴

う新規事業として、県営ため池等整備事業及び県営農業水利施設保全合理化事業の負担金分

を新たに借り入れするものです。 

  災害復旧事業債は、借り入れが確定したことから補正計上いたしました。 

  歳出については、人件費等の不足額並びに不用額を、各事業費は事業確定等の見込みによ

り、それぞれ不足額並びに不用額を補正計上いたしました。 

  総務費では、一般管理費において東筑摩郡町村会解散に伴う総合事務組合精算負担金を計

上、企画費では、旧麻績小学校北校舎耐震補強工事設計監理業務及び空家活用若者定住住宅

整備補助金の不用額を、むらづくり活動支援事業補助金の不足額を、選挙費においては、衆

議院選挙費の精算による減額をそれぞれ補正計上いたしました。 

  民生費については、デイサービスセンターみづき指定管理料不足額、国民健康保険特別会

計繰出金の減額、介護保険特別会計繰出金及び後期高齢者医療特別会計繰出金の不足額をそ

れぞれ計上いたしました。 

  保健衛生費では、医療業務委託料等の不用額、各種健診受診者数の減尐による不用額を計

上いたしました。 

  農林水産業費については、農地費で国の経済対策等に伴う団体営農業農村整備事業、農村

地域防災減災事業測量設計委託料の補正、県営ため池等整備事業負担金、県営農業水利施設

保全合理化事業負担金の補正計上をいたしました。 

  林業費では、事業を精査する中で増減を補正計上し、林業振興費で新たに村単独の松くい
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虫防除対策事業補助金を創設し補正いたしました。 

  商工費については、聖高原の防犯対策のカメラ設置費用を計上し、観光総務費、信濃観月

苑事業費、公園管理費の事業内容を精査し不用額を減額いたしました。 

  土木費については水道事業特別会計への繰出金の増額を、下水道事業特別会計への繰出金

の減額をいたしました。 

  消防費では本年度予定していた地域防災計画の見直しを、県の防災計画等との整合を図る

ため新年度での対応とし不用額を減額いたしました。 

  教育費につきましては、学校管理費において、特別支援員賃金及び灯油代ほか光熱水費の

不足額を、文化財保護費において、神明社保存改修工事補助金の本年度分の計上をいたしま

した。 

  諸支出金については、基金費で財政調整基金に基金積み立てを行うことといたしました。 

  歳出で不足する額を予備費で調整いたしました。 

  災害復旧費では、工事請負費の不用額を減額し、歳入で災害復旧事業債の借り入れが確定

したことから財源内訳の変更をするものです。 

  以上、国の経済対策等により緊急に整備が必要となった事業及び全般にわたり各種事業を

精査し補正計上いたしました。 

  平成24年度一般会計の予算額は、今回の補正額3,820万円を増額し総額24億9,260万円と

なります。 

  来るべき新年度に向け、残されました事業の執行に万全を期してまいりますので、なお一

層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

  ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（宮下光晴君） 提出者の提案理由の説明が終わりました。 

  補足説明がありましたら行ってください。 

〔発言する者なし〕 

○議長（宮下光晴君） それでは質疑を行います。 

  議案第32号について質疑のある方の発言を求めます。 

  ６番、宮下議員。 

○６番（宮下 聡君） ６番、宮下。 

  29ページの教育費についてちょっとお聞きします。 

  教育費の中の学校管理費の賃金のところの、特別支援員賃金不足額68万3,000円と。これ
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については再度確認を取りたいと思いますが、この特別支援員の中には常勤的職員とサポー

ト的職員があるかと思いますが、このいずれかの、どちらかの不足額か。 

  それと、もう一つについてはちょっと参考までにお聞きしたいんですが、特別支援学校分

教室早期設置のためにという目標を掲げていますが、その設置内容、場所等を含めたその対

応策をちょっとお聞きしたいと思います。 

  以上、２点です。 

○議長（宮下光晴君） 塚原教育長。 

○教育長（塚原勝幸君） お答えを申し上げたいと思います。 

  まず、基金の関係で臨時職員賃金、特別支援員賃金の不足額ということでございますけれ

ども、これはあくまでも臨時の時間給の先生の不足額というような形になります。当初はあ

る程度、時間給で見ていたわけでございますけれども、どうしても子供たちの対応というこ

とで時間が延びてしまったということで、年間的には多くなってきたということでございま

すので、そういった臨時的職員の賃金ということでお含みおきいただければと思います。 

  それから、今、安曇野養護学校の分教室というような形で県の教育委員会のほうへ要請を

しているところでございます。強いて言えば、先般も県の特別支援課のほうへ要請に行った

ところでございますけれども、県のほうも財政的に厳しいというような形の中で、なかなか

そういう分教室については難しい面があるということと、そういう中にも安曇野養護のほう

から、もしだめだったら安曇野養護の専門的な先生を一人、麻績小学校なり筑北地域に在住

させてもらえないかというようなお話しもさせていただきました。 

  先般、地元の清沢県議のほうの県の質問の中にも、そういった安曇野養護の分教室という

ような形で筑北地域にというような形で、知事のほうへ質問していただいたという経緯もご

ざいますけれども、いずれにしましても麻績、この筑北地域の子供たちの、そういった特別

支援を要する子供たちのしっかりした教育がでる体制づくりということで、筑北地域どこか

にそういった安曇野養護の分教室ができればということで、今県のほうへ設置に向けて要請

をしているというような形でございます。 

  これにつきましては、昨年も、今年度24年度につきましても２回ほど県のほうへは説明し

ながらお伺いしたという経緯でございますけれども、なかなか財政が厳しい中ではすぐ設置

というようなお答えはいただけないわけでございますけれども、これも県のほうへ再三要望

する中で、対応していきたいと思っているところでございます。 

  以上でございます。 
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○議長（宮下光晴君） 宮下議員。 

○６番（宮下 聡君） この特別支援学校分教室ということで今説明があったわけですが、も

しこれが設置された後は、麻績の子供たちがそちらの分教室のほうへ行くという、そういう

解釈でいいんですか。 

○議長（宮下光晴君） 教育長。 

○教育長（塚原勝幸君） 実際的には分教室が、もし麻績小学校に開設というような形になり

ますと、安曇野養護のほうから最低でも３人ぐらいの先生がこちらのほうへ来てというよう

な形になりますので、実際的に出席には私ども村のほうのそういった村立学校の施設を使う

わけでございますけれども、実際的の指導ということになりますと、要するに就学指導委員

会の中で特別支援学校というような、そういう子供たちの方向性を出してある子供たちにつ

いては、その特別支援、養護学校のほうの分教室のほうで在籍してというような形になりま

すので、実際的にはそういった形で安曇野養護のほうから専門的な、県のほうから派遣され

てきますので、専門的なそういう教育が受けられるというような形でございます。 

  以上でございます。 

○議長（宮下光晴君） ほかにございませんか。 

  ２番、髙野議員。 

○２番（髙野長男君） 歳入のほうの９ページの博物館使用料の41万の減ということで、これ

は入館者数が多分減ったと思うんですが、リニューアル後のその入館者数の推移というのは

大体どのぐらいになっているのか、わかるでしょうか。 

○議長（宮下光晴君） 宮下観光課長。 

○観光課長（宮下和樹君） 24年度につきましては、およそ1,500人の来館者が見えておりま

す。ただ、24年度につきましては特に村の活動等で使用した場合については減免とかいろい

ろやっておりますので、使用料の予算には達しなかったというような状況でございます。 

  以上です。 

○議長（宮下光晴君） ほかにございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（宮下光晴君） それでは、議案第32号について質疑を打ち切り、討論を省略し、採決

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） 異議なしと認めます。 
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  原案に賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（宮下光晴君） 全員挙手。 

  よって、全員賛成と認め、議案第32号は原案どおり可決いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第３３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（宮下光晴君） 日程第２、議案第33号 平成24年度麻績村国民健康保険特別会計補

正予算（第３号）を議題といたします。 

  提出者の提案理由の説明を求めます。 

  高野村長。 

〔村長 高野忠房君 登壇〕 

○村長（高野忠房君） 議案第33号 平成24年度麻績村国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）の提案理由を申し上げます。 

  歳入では、国民健康保険税の収入実績による減額、前期高齢者交付金の減額、国庫負担金

及び県負担金・補助金の確定による減額、療養給付費、共同事業交付金の確定による増額を

見込み補正計上いたしました。 

  また、一般会計繰入金については、保険基盤安定繰入金、出産育児一時金、繰入金の事業

費確定による減額を補正計上いたしました。 

  歳出では、保険給付費、共同事業拠出金の減額を見込み補正計上いたしました。 

  補正額は1,974万5,000円の減額であります。 

  ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（宮下光晴君） 提出者の提案理由の説明が終わりました。 

  補足説明がありましたら行ってください。 

〔発言する者なし〕 

○議長（宮下光晴君） それでは質疑を行います。 

  議案第33号について質疑のある方の発言を求めます。 

  ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（宮下光晴君） それでは、議案第33号について質疑を打ち切り、討論を省略し、採決

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） 異議なしと認めます。 

  原案に賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（宮下光晴君） 全員挙手。 

  よって、全員賛成と認め、議案第33号は原案どおり可決いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第３４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（宮下光晴君） 日程第３、議案第34号 平成24年度麻績村聖高原別荘地地上権分譲

事業特別会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

  提出者の提案理由の説明を求めます。 

  高野村長。 

〔村長 高野忠房君 登壇〕 

○村長（高野忠房君） 議案第34号 平成24年度麻績村聖高原別荘地地上権分譲事業特別会

計補正予算（第２号）の提案理由を申し上げます。 

  歳入については、今年度３件の地上権分譲がありその収入増額分を。歳出については、一

般会計への繰出金の増額及び不用額を減額補正するものです。 

  補正額は250万円の増額であります。 

  ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（宮下光晴君） 提出者の提案理由の説明が終わりました。 

  補足説明がありましたら行ってください。 

〔発言する者なし〕 

○議長（宮下光晴君） それでは質疑を行います。 

  議案第34号について質疑のある方の発言を求めます。 

  ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（宮下光晴君） それでは、議案第34号について質疑を打ち切り、討論を省略し、採決

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） 異議なしと認めます。 

  原案に賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（宮下光晴君） 全員挙手。 

  よって、全員賛成と認め、議案第34号は原案どおり可決いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第３５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（宮下光晴君） 日程第４、議案第35号 平成24年度麻績村住宅団地分譲事業特別会

計補正予算（第２号）を議題といたします。 

  提出者の提案理由の説明を求めます。 

  高野村長。 

〔村長 高野忠房君 登壇〕 

○村長（高野忠房君） 議案第35号 平成24年度麻績村住宅団地分譲事業特別会計補正予算

（第２号）の提案理由を申し上げます。 

  景気低迷の状況下において未販売区画の販売促進に努めてまいりました。 

  問い合わせはありましたが、契約成立までには至らず、販売実績を上げることはできませ

んでした。 

  未販売部分に係る当初予算の歳入、歳出予算を減額するものであります。 

  補正額は692万7,000円の減額であります。 

  なお、今年度は若者定住住宅建設事業に１区画が供されましたので、残る未販売区画は４

区画となりました。 

  ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（宮下光晴君） 提出者の提案理由の説明が終わりました。 

  補足説明がありましたら行ってください。 

〔発言する者なし〕 
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○議長（宮下光晴君） それでは質疑を行います。 

  議案第35号について質疑のある方の発言を求めます。 

  ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） それでは、議案第35号について質疑を打ち切り、討論を省略し、採決

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） 異議なしと認めます。 

  原案に賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（宮下光晴君） 全員挙手。 

  よって、全員賛成と認め、議案第35号は原案どおり可決いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第３６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（宮下光晴君） 日程第５、議案第36号 平成24年度麻績村下水道事業特別会計補正

予算（第４号）を議題といたします。 

  提出者の提案理由の説明を求めます。 

  高野村長。 

〔村長 高野忠房君 登壇〕 

○村長（高野忠房君） 議案第36号 平成24年度麻績村下水道事業特別会計補正予算（第４

号）の提案理由を申し上げます。 

  本年度は下水道長寿命化計画策定及び管渠の清掃調査を計画どおり実施し、施設の維持管

理を効率的に進めてまいりました。 

  歳入では、受益者分担金、使用料及び手数料を増額し、一般会計繰入金、過疎債を減額い

たしました。 

  歳出では、公共下水道維持管理費の修繕費及び委託料を減額し、農集排維持管理費のくみ

取り料を減額いたしました。 

  浄化槽維持管理費では、修繕費を増額し、浄化槽建設改良費で工事請負費を減額いたしま
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した。 

  補正額は130万円の減額であります。 

  ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（宮下光晴君） 提出者の提案理由の説明が終わりました。 

  補足説明がありましたら行ってください。 

〔発言する者なし〕 

○議長（宮下光晴君） それでは質疑を行います。 

  議案第36号について質疑のある方の発言を求めます。 

  ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） それでは、議案第36号について質疑を打ち切り、討論を省略し、採決

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） 異議なしと認めます。 

  原案に賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（宮下光晴君） 全員挙手。 

  よって、全員賛成と認め、議案第36号は原案どおり可決いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第３７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（宮下光晴君） 日程第６、議案第37号 平成24年度麻績村水道事業特別会計補正予

算（第３号）を議題といたします。 

  提出者の提案理由の説明を求めます。 

  高野村長。 

〔村長 高野忠房君 登壇〕 

○村長（高野忠房君） 議案第37号 平成24年度麻績村水道事業特別会計補正予算（第３

号）の提案理由を申し上げます。 

  本年度は、聖地区の水道管布設替え工事を計画どおり行いました。 
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  歳入では、加入者負担金を増額、使用料については減額いたしました。 

  国庫補助金は事業費の確定により減額し、一般会計繰入金を増額いたしました。 

  歳出では、維持管理費の賃金を減額し、電気料及び県営事業負担金を増額いたしました。 

  また、建設改良費では国庫補助工事請負費を減額いたしました。 

  補正額は100万円の減額であります。 

  ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（宮下光晴君） 提出者の提案理由の説明が終わりました。 

  補足説明がありましたら行ってください。 

〔発言する者なし〕 

○議長（宮下光晴君） それでは質疑を行います。 

  議案第37号について質疑のある方の発言を求めます。 

  ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） それでは、議案第37号について質疑を打ち切り、討論を省略し、採決

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） 異議なしと認めます。 

  原案に賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（宮下光晴君） 全員挙手。 

  よって、全員賛成と認め、議案第37号は原案どおり可決いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第３８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（宮下光晴君） 日程第７、議案第38号 平成24年度麻績村介護保険特別会計補正予

算（第３号）を議題といたします。 

  提出者の提案理由の説明を求めます。 

  高野村長。 

〔村長 高野忠房君 登壇〕 
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○村長（高野忠房君） 議案第38号 平成24年度麻績村介護保険特別会計補正予算（第３

号）の提案理由を申し上げます。 

  歳入では、保険料、一般会計事務費繰入金の増額を見込み、また保険給付費等の減額に伴

い国庫支出金、支払基金交付金、県支出金を減額補正いたしました。 

  歳出では、総務費で制度改正に伴うシステム改修の経費を計上、保険給付費の見込み額を

減額補正いたしました。 

  補正額は842万円の減額であります。 

  ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（宮下光晴君） 提出者の提案理由の説明が終わりました。 

  補足説明がありましたら行ってください。 

〔発言する者なし〕 

○議長（宮下光晴君） それでは質疑を行います。 

  議案第38号について質疑のある方の発言を求めます。 

  ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） それでは、議案第38号について質疑を打ち切り、討論を省略し、採決

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） 異議なしと認めます。 

  原案に賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（宮下光晴君） 全員挙手。 

  よって、全員賛成と認め、議案第38号は原案どおり可決いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第３９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（宮下光晴君） 日程第８、議案第39号 平成24年度麻績村後期高齢者医療特別会計

補正予算（第３号）を議題といたします。 

  提出者の提案理由の説明を求めます。 
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  高野村長。 

〔村長 高野忠房君 登壇〕 

○村長（高野忠房君） 議案第39号 平成24年度麻績村後期高齢者医療特別会計補正予算

（第３号）の提案理由を申し上げます。 

  歳入については、後期高齢者保険料収入の増額を、保険基盤安定繰入金の確定による一般

会計繰入金の増額を補正計上いたしました。 

  歳出については、人間ドック受診者の減尐による減額、後期高齢者広域連合負担金の確定

による不足額を補正計上いたしました。 

  補正額は89万8,000円の増額であります。 

  ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（宮下光晴君） 提出者の提案理由の説明が終わりました。 

  補足説明がありましたら行ってください。 

〔発言する者なし〕 

○議長（宮下光晴君） それでは質疑を行います。 

  議案第39号について質疑のある方の発言を求めます。 

  ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） それでは、議案第39号について質疑を打ち切り、討論を省略し、採決

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） 異議なしと認めます。 

  原案に賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（宮下光晴君） 全員挙手。 

  よって、全員賛成と認め、議案第39号は原案どおり可決いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第４０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（宮下光晴君） 日程第９、議案第40号 平成24年度麻績村観光事業特別会計補正予
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算（第５号）を議題といたします。 

  提出者の提案理由の説明を求めます。 

  高野村長。 

〔村長 高野忠房君 登壇〕 

○村長（高野忠房君） 議案第40号 平成24年度麻績村観光事業特別会計補正予算（第５

号）の提案理由を申し上げます。 

  歳入については、平成24年度の収入見込みにより、索道事業使用料等の減額、指定管理に

伴う施設の本年度の精算額を増額補正し、歳出については事業費を精査し各事業における不

用額を減額補正するものです。 

  補正額は30万円の増額であります。 

  ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（宮下光晴君） 提出者の提案理由の説明が終わりました。 

  補足説明がありましたら行ってください。 

〔発言する者なし〕 

○議長（宮下光晴君） それでは質疑を行います。 

  議案第40号について質疑のある方の発言を求めます。 

  ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） それでは、議案第40号について質疑を打ち切り、討論を省略し、採決

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） 異議なしと認めます。 

  原案に賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（宮下光晴君） 全員挙手。 

  よって、全員賛成と認め、議案第40号は原案どおり可決いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第４１号の上程、説明、質疑、討論、採決 
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○議長（宮下光晴君） 日程第10、議案第41号 麻績村過疎地域自立促進計画の変更につい

てを議題といたします。 

  提出者の提案理由の説明を求めます。 

  高野村長。 

〔村長 高野忠房君 登壇〕 

○村長（高野忠房君） 議案第41号 麻績村過疎地域自立促進計画の変更についての提案理由

を申し上げます。 

  過疎地域自立促進計画は、人口の著しい減尐に伴って地域社会における活力が低下し、生

産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計

画的に実施するため、過疎市町村において過疎地域自立促進計画を定めることとなっており

ます。 

  このたび、麻績村が定めております計画を変更したいので、過疎地域自立促進特別措置法

第６条の規定に基づき議会の議決を求めるものです。 

  ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（宮下光晴君） 提出者の提案理由の説明が終わりました。 

  補足説明がありましたら行ってください。 

〔発言する者なし〕 

○議長（宮下光晴君） それでは質疑を行います。 

  議案第41号について質疑のある方の発言を求めます。 

  ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） それでは、議案第41号について質疑を打ち切り、討論を省略し、採決

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） 異議なしと認めます。 

  原案に賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（宮下光晴君） 全員挙手。 

  よって、全員賛成と認め、議案第41号は原案どおり可決いたしました。 
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──────────────────────────────────────────── 

 

◎発議第１号の上程、質疑、討論、採決 

○議長（宮下光晴君） 日程第11、発議第１号 議会議員の派遣についてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  議員派遣の件につきましては、お手元に配りましたとおり派遣することとしたいと思いま

すが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） 異議なしと認めます。 

  したがって、発議第１号はお手元に配りましたとおり派遣することに決定いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎閉会中の継続審査申し出について 

○議長（宮下光晴君） 日程第12、閉会中の継続審査申し出についてを議題といたします。 

  議会運営委員長から、麻績村議会会議規則第70条の規定によって、本会議の会期日程等議

会の運営に関する事項について閉会中の継続審査の申し出があります。 

  お諮りいたします。 

  議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） 異議なしと認めます。 

  したがって、閉会中の継続審査とすることと決定いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎会期日程の変更、採決 

○議長（宮下光晴君） 本日予定されました議事日程は全て終了しました。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会議に付された事件は、全て終了いたしました。今期定例会の会期を３月15日



－191－ 

までと定めましたが、会議規則第６条の規定によって本日をもって閉会としたいと思います。

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮下光晴君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本定例会は本日で閉会とすることに決定いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎村長挨拶 

○議長（宮下光晴君） これで本日の会議を閉じます。 

  ここで村長から挨拶があります。 

  高野村長。 

〔村長 高野忠房君 登壇〕 

○村長（高野忠房君） 閉会に当たりまして一言ご挨拶を申し上げます。 

  平成25年第１回麻績村定例議会におきましては、提案を申し上げました案件等41件、慎

重にご審議をいただき、全て原案どおりお認めいただきましたこと、心から御礼を申し上げ

ます。 

  一般質問におきましては、議員の皆様から、麻績村の発展に向けて、貴重なご提言ととも

に諸課題につきましてもご質問をいただきました。希望に満ちた真の福祉村実現に向けての

議員各位の強い思いを感じ、大変ありがたい思いをいたしました。 

  ご議決いただきました新年度予算につきましては、予算提案理由で申し上げましたとおり、

新たな課題解決と引き続き公約の実現に向けて努力するとともに、健全財政を堅持しつつ、

魅力ある村づくりを進めるべく適正に執行してまいります。 

  議員各位におかれましても、村政執行に対しまして一層のご理解、ご協力を賜りますよう

お願い申し上げます。 

  以上、今定例会の閉会に当たりましての御礼の挨拶とさせていただきます。 

  まことにありがとうございました。 

 

──────────────────────────────────────────── 
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◎閉会の宣告 

○議長（宮下光晴君） 以上をもちまして平成25年第１回麻績村議会定例会を閉会といたしま

す。 

  長期間、大変ご苦労さまでした。 

 

閉会 午後 ２時１０分 




